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１．出席した議会事務局職員 
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（午前９時５９分 開会） 

○野口博委員長 ただいまから総務建設

常任委員会を開会いたします。 

 本日の委員会記録署名委員は、松本委員

を指名します。 

 それでは、先日に引き続き、議案第１号

所管分及び議案第９号所管分の審査を行

います。 

 それでは、質疑に入ります。 

藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 おはようございます。本

委員会の２日目ということで、なるだけ簡

潔にしたいと思いますけども、よろしくお

願いしいたします。 

 まず、１番目、財政全般についてという

ことで、これは多くの質疑がありまして答

弁がありました。令和３年度当初予算が４

００億円を超えたということについてで

すね。コロナ禍の影響もあったということ

ですけども、影響としては個人市民税では

２億４１０万円、４．５％減。法人市民税

で２億８，５９０万円、１４％減というこ

とで、合計でも４億９，０００万円の減で

あったと。一方で、地方交付税は１億９，

０００万円増、新型コロナウイルス感染症

対策地方税減収補塡債交付金、これが２億

円増ということです。 

 まちづくりとか建設ものの起債など、こ

れが令和２年度よりも非常に多かった。１

６億円増加しているということ、それで３

７．５億円となっているということでした。 

 起債も返済額、元金では２０．１億円で

したけども、それを超えるということで、

これは前々からやがてはそういうふうに

なりますよということで言われていまし

たけども、令和３年度ではそういう現象に

なったと。 

 基金の繰り入れが２６億６，８３５万円

ということです。令和元年度の当初予算の

ときで基金の繰入額は約２０億８，０００

万円だったわけですけど、決算のときでは、

実際は７，７００万円の繰り越しとなった

と、新たに２億９，０００万円積みました

ということなので、このときは臨時財政対

策債が未発行であったということで、今回

は当初から見込んでいるということにな

りますので、条件的にはほぼ似たような条

件になるのかなと、私は思っています。と

いうことで、そういうものを考えると、実

際に２６億円の基金繰入があっても、２億

円ぐらいの取り崩しになるのかなと私は

見ているわけですけども、こういった中で、

こういう借り入れが増加する現象という

のは、まちづくりがまだしばらく続くので、

当分こういう現象が続きますよという、そ

ういう答弁もありました。これはおさらい

ですけど。 

 固定資産税の評価替えになります。その

基準となる評価は、ちょっと前のインバウ

ンド全盛時代に行われた評価に基づいて

評価替えを行うということで、軒並み増税

になるという予測になっていたわけです

けども、ところが、去年行われました税制

調査会で我が党のほうの主張で、こういう

経済的に厳しい状況の中で固定資産税が

上がるというのはいかがなものかという

ことで、令和３年度に限っては地価の上昇

した分について、これは抑えるということ

になっていますが、これは令和３年度限り

なので、これの影響がどういうふうになっ

ているのか、地下が上がっているところが

ありますが、実際に令和４年度からは通常

に戻すということになると思うんですが、

その辺のご説明をお願いしたいと思いま

す。 

 それから、中長期的に気になりますのは、
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現在策定中の個別施設計画によって必要

経費が計上されてくるということになり

ます。既に鳥飼保育所ととりかい幼稚園を

建て替えていく、認定こども園とするとい

うことも一部予算化が始まっているわけ

ですけども、個別計画では今後４０年間で

総額７２２億円、年平均では１８億円とさ

れているわけですけど、こういうことも踏

まえて、財政的な見通し、考え方について、

これは一度副市長のほうからお答えいた

だきたいと思います。これが１点目です。 

 それから２点目、情報化推進事業につい

てです。予算概要では２２ページ、これも

先日来、いろんな答弁をいただいていまし

て、国が自治体ＤＸ推進計画に基づいて推

進をされていると、それに基づいて本市も

進めていくというような答弁もありまし

た。このことについて、着実に、また戦略

的に推進していただきますように、これは

お願いし、要望としておきたいと思います。 

 これから国の意向に従って、脱判こ、こ

れは国のほうは既に大分進んでいるんで

すけど、摂津市においても脱判こを進めて

いくと伺っています。これは、どういうふ

うな流れでやっていかれるのかというこ

と。このことによってインターネットによ

る申請もどんどん進んでいくと思うんで

すけども、具体的な計画についてをお答え

ください。 

 また、早くからペーパーレスについては

進められていると思うんですけども、現状

と令和３年度でまたさらにどういうふう

な取り組みになるのか、併せてお願いしま

す。 

 それから３番目、市立集会所管理事業で

す。予算概要書の１６ページ、市立集会所

管理事業について、自治会など地域に委託

をされていると思います。これは議論があ

りまして、質問があってお答えがありまし

たけど、令和３年度では、引き上げられて

年間４万１，００円と、１万円が令和３年

度ではプラスされているという答弁があ

りましたけども、一方でこの５０か所ある

集会所の修繕料が６００万円ということ

になっていますが、これはどのような部分

のどんな修繕になるのかということを最

初にお答えをお願いします。 

 ４番目、ＦＭ推進事業です。現在策定中

の個別施設管理計画が間もなく策定され

ると。今後５年間でエリアごとに大規模改

修の時期を検討していくと答弁されてい

ますけども、令和３年度は鳥飼保育所とと

りかい幼稚園を統合して認定こども園と

することとか、三宅柳田小学校の校舎の構

造躯体劣化調査を実施されます。その他多

くの課題がこの個別計画では記載されて

いますけれども、エリア別に見ますと、三

宅柳田小学校において調査を必要とする

建物が非常に多いと思います。なので、今

年の予算としては１番目にこの三宅柳田

小学校の構造躯体劣化調査が実施される

ということで、それはなぜですかと、そし

て再編の検討がされていくということに

なりますけども、この再編の検討エリア、

どこを最初に執り行うとか、そういうこと

と併せて答弁をお願いしたいと思います。 

 それからＦＭで、これは管理のほうを私

は非常に重要視しているんですけども、管

理できる人材の養成というのは非常に重

要だと考えています。これはもう毎回その

ことを質問していますけども、令和３年度

における職員向けの施設管理者のための

研修会の実施予定について教えていただ

きたいと思います。 

 それから５番目、予算概要８８ページ、

狭隘道路整備事業についてです。これは二
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つありまして、道路管理課分と建築課分と

あります。今まであった分と、それから新

たに創設される制度ということになると

思いますけども、新たに創設される制度に

ついて、先日、資料も頂いて説明いただい

たわけですけども、拡幅工事を実施する主

体者、これは一体誰になるのか。少し踏み

込んで制度の説明も併せてお願いしたい

と思います。 

 それから、重点地区以外の、要するに今

までずっと取り組んできた狭隘道路の取

り組み、これについて、４．８メートルの

拡幅指導は継続される。ただし補助金はな

くなる、こういうことですけども、今まで

やってきた補助金による制度と同程度の

指導性と言いますか、実現するための取り

組みとしてどのような指導体制、また開発

基準に記載をするとか、厳しく記載すると

か取り組みがあると思いますけども、考え

られていることについてご答弁をお願い

したいと思います。 

 それから６番目、都市計画マスタープラ

ン策定事業です。これも先日議論になって

いましたけども、予算概要の９０ページで

す。都市計画マスタープランの策定をいよ

いよされると、令和７年度までの計画だっ

たものですけど、これは上位計画の変更が

あって、２年前倒しでスタートするように

するということでこれから３年かけて改

訂されるという答弁がありました。前回の

計画改訂時には、有識者が入られて、協働

というのを前面に押し出された計画にな

っていまして、今までの計画と違って非常

に魅力的な計画だなと、私は感じています。

中には非常に具体的な事例を挙げられて、

今までの計画にない見やすい計画であっ

たなと思います。少し話をしますと、例え

ば駅前のまちづくりの空き店舗の対策に

ついても、学生とコラボでやっているよう

な事例を紹介されたりとか、まちづくり協

議会によるまちづくり、これはいろんなと

ころでやっていますし、鳥飼まちづくりグ

ランドデザイン何かにも参考になるよう

な、まちづくり協議会によって行っている

まちづくり何かも紹介されています。また、

新たな公共交通とか、いろんな新しい交通

機関、こういうものについても紹介されて

いますし、自転車によるまちづくりもあり

ます。あとは緑のまちづくりとして、協働

で作り上げる公園、こういったものも紹介

されていまして、非常に魅力的だなと思い

ました。 

 しかし、なかなか行政のほうからすると、

その検証について、あまりこういうのには

したくないんだろうなという気持ちはあ

るわけですけども、とにかくそれをしのぐ

ような新しい計画、魅力的なプランにして

いただきたいということは要望しておき

たいと思います。 

 この中に実はいろんな計画と連動する

のことが書いてあります。その中の一つは、

住宅マスタープラン、これはこの都市計画

マスタープランと連動するようなことで

書かれていますけど、こちらでは、住宅マ

スタープランも２０２１年で終了という

ことになるので、本来ならこちらのほうも

改訂するための取り組みをスタートさせ

ておかないといけないのではないかと思

ったわけですけども、その後期計画につい

ての考え方についてのみ聞いておきたい

と思います。 

 ７番目、緑化推進事業です。予算概要９

４ページ、緑化推進事業について、８３万

８，０００円の計上ですけども、これは年

に２回誕生植樹祭が実施されていまして、

現在は明和池公園で、しかも桜の木を植樹
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されています。これは何年か前まではずっ

とクスノキを植えていましたけども、市場

池公園に場所を移したときから桜の木に

変わりました。それ以降ずっと桜の木にな

っていると思うんですけども、令和３年度

はどうされるのか。なぜ桜に変わったのか

ということと併せてご答弁ください。 

 ８番目、公園維持管理事業です。予算概

要の９４ページ、公園維持管理事業につい

て、ちびっこ広場の管理補助金は１２８万

９，０００円となっています。これはちび

っこ広場の各自治会に管理費用として一

部支払っておられると思うんです。その管

理体制について、現状どのようになってい

るのか説明いただきたいと思います。 

 それともう一つ、県との緑道のところの

草刈りについて、決算審査に係る委員会の

ときに私が指摘をしまして、摂津市は年３

回、吹田市は年４回ということで、草刈り

の時期がずれています。なので、お互いに、

吹田市がやったときには摂津市も同時に

やらなあかんやないかという声が市民か

ら出ているし、摂津市がやったときには、

吹田市も同時にやらなあかんやないかと

いう声が出ているようです。だからこれは

調整をして同時期に実施したほうがいい

のではないかということで提案をしまし

たら、一回調整しますというお話があった

ので、令和３年度ではどのようになってい

くのかということをお願いします。 

 ９番目、自主防災組織支援事業について、

予算概要の１０２ページ、自主防災組織支

援事業についてですけども、令和２年度は

コロナ禍の影響で全自主防災組織で防災

訓練ができなかったということになりま

したけども、コロナ禍でも災害は待ってく

れないということですから、やっぱり令和

３年度はまた訓練をやっていくというこ

とになると思うんですけども、どのような

支援を考えておられるのかということに

ついてご答弁をお願いします。 

 １０番目、防災対策事業で予算書１０４

ページ、防災対策事業についてです。まず

地域防災計画の見直しを実施されます。こ

の中にはＳＯＳ避難メソッドが国土交通

省のモデル事業となっているということ

で、これが含まれるということなんですけ

ども、同じく、この国土交通省がモデルと

して進めているのはマイ・タイムラインと

いうのがあります。これはぜひともセット

で進めていただきたいと思うんです。ＳＯ

Ｓ避難メソッドというのは、分散型避難と

いうことで、それを浸透させていくという

ことになるんだろうと思いますが、分散型

避難で、じゃあ具体的にどう逃げるの、ど

こに逃げるの、いつ逃げるのということに

ついては、このマイ・タイムラインをする

ことによって、それぞれの家庭において、

個人において避難メソッドで、しかも具体

的にはどこへ逃げていく、いつ逃げていく

という計画をつくっていくということで、

あわせますと非常に有効な避難計画にな

っていくなと私は思います。実感をしてい

ますので、その辺の考え方について一度ご

答弁いただきたいと思います。また、防災

ブックを作成して、各戸配布されるという

ことですけども、これにおいてもマイ・タ

イムラインの作成ができるような内容を

この防災ブックの中に盛り込んで、そして

各家庭で作成するようなことを取り組ん

でいかれたらどうかと思うんですけど、こ

のことについても併せてご答弁をお願い

します。 

 それと、避難所となる施設に鍵ボックス

を設置されるということで、昨年は小・中

学校に設置されるということで、そのとき
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もほかの避難施設に設置するように要望

いたしましたけども、今年についてはその

他の避難所について設置するということ

になりました。これは感謝を申し上げたい

と思います。その運用について、代表質問

でも議論されていましたけども、これは、

それぞれの避難所に担当されている職員

の誰が来ても開けられるというのが前提

になっているということです。しかし、地

域の人のほうが避難所に駆けつけるのが

早いということですので、そういうことも

やっぱり重要やと思いますので、そのこと

の考え方について、ご答弁をお願いしたい

と思います。 

 決算審査に係る委員会のときに、国土交

通省の「まるごとまちごとハザードマップ」

という取り組みがあり、本市役所にも新館

１階の正面入り口のところに、水位はここ

まで来ますよというプレートがついてい

ますけども、これは９か所ぐらい摂津市で

も設置していただいたんですけど、国土交

通省がもしまだやっているんだったら、こ

れをどんどん摂津市にもつけてもらうよ

うにということで、決算審査に係る委員会

のときにお話をしたんですけども、そのと

きにそちらのほうから、公共施設に限らず

に人通りが多い幹線道路に想定浸水の表

示を入れました掲示物を作る準備を進め

ているという答弁をいただいています。予

算概要の１０４ページに表示板製作委託

料というのがありますが、これはそれにな

るのか、また全然違うものなのか、具体的

に進めているかについてご答弁をお願い

したいと思います。 

 １１番目、摂津市強靭化地域計画につい

て、先日、パブリックコメントを実施され

ました摂津市の強靭化地域計画について、

先日の総務建設常任委員協議会では、国の

補助金申請をするために必要なので、非常

に短時間であったけども作り上げたとい

うような説明であったと思いますが、国の

狙いはそうではなくて、やっぱり地域全体

を把握して強靭化をしていくための計画

であるという位置づけだと思うんですね。

だから非常に重要視をしているんだろう

と思うんです。私もこれは大変重要な計画

だと認識をしたわけですけども、現に中身

を見ると、施設管理計画から外されている

ような、水道とか下水道とか消防水利施設

なんかも含まれています。なので、このハ

ード面、ソフト面も含まれていて非常に全

体をつかみやすい計画だと思います。その

位置づけについて、市の見解を最初に尋ね

ておきたいと思います。この摂津市強靭化

地域計画についての位置づけです。 

 それから１２番目、ＪＲ千里丘駅の駅前

広場の修繕事業ですかね、これについては

要望だけです。先日来、この質疑もされて

いまして、渡り廊下の老朽化について千里

丘駅西地区再開発事業と合わせて大規模

修繕を検討するという答弁もありました

し、また駅前広場やロータリーも非常に老

朽化しております。これも以前にはいろい

ろ議論があって、検討していくという話で

した。そしてまたそれ以外にも、現状では

エレベーターがありますけど、エレベータ

ー付近の人の流れがよくない。よくぶつか

るんですね。自転車と人とがよく錯綜して

しまっているというような問題もあった

りとか、タクシー乗り場に向かうルートに

も問題があります。ショートカットをして

バス通りを横切っていくというようなこ

とになっていますし、またフォルテもテナ

ントが単一化して空き店舗が長期化して

います。その２階も奥のほうが空いたまま

で長期化していますし、市民集会コーナー、
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これはフォルテ３０１、３０３と二つあり

ますが、非常に稼働率が低いという問題と

か、またサービスコーナーがあったところ

もそのままの状態ですし、そういうことも、

にぎわいの面でもいろいろ問題があるの

で、以前にはＪＲ千里丘駅の東口にもにぎ

わいを取り戻すためにまちづくりを進め

ていくことを提案してきたわけですけど

も、そのときには、権利者の合意形成を図

っていくと、周辺地域の一体的なにぎわい

の創出のときにも検討していくというよ

うな答弁もいただいているわけですけど

も、そのことを裏づけるために、まずはそ

の東口についても基本構想を策定されて

はどうかと、ぜひしていただきたいという

ことを、要望しておきたいと思います。 

 それから１３番目、自転車通行空間整備

事業について、これも先日来、質問がなさ

れていました。いろんな方がされていまし

て、令和３年度の取り組みについての答弁

がありました。これはもう分かりました。

それで、摂津市は自転車によるまちづくり

を進めていくと計画で定められているわ

けですけども、推進されていますが、一方

で、交通安全啓発事業として、自転車のル

ールを守るための啓発活動もされていま

す。これはある意味で相反するような、ど

んどん自転車が車道を通っていくという

ことになりますから。一方ではルールをし

っかり守ってもらわないと危険が伴って

いくということになるわけで、これは両方

やらないと、本当に自転車のまちづくりと

いうのが進んでいかないんだろうと思う

んですけども、なのでこの自転車ルールを

守るための啓発事業について、令和３年度

で予定している取り組みについてお答え

いただきたいと思います。 

 １４番目になります。これが最後です。

ブロック塀当撤去補助金についてです。こ

れも先日議論されていましたけども、大阪

府は令和３年度でもうこの補助金につい

て撤退するということがありますが、初め

に補助される定義において、認定道路、ま

た法定外通路に面しているという必要性

があるんですね。例えば、私道と言われて

いる、大阪府が指定した建築基準法第４２

条１項５号道路とよくいいますけど、これ

は道路じゃないんです。建築基準法上は大

阪府が道路として認めていますけど、道路

法による道路ではなくて、摂津市もこれは

公道ではありませんという道路です。こう

いったものに対する扱い、それから同法第

４３条１項ただし書と言われている空地

についての扱いについてお答えください。 

 以上です。 

○野口博委員長 そしたら、藤原課長。 

○藤原固定資産税課長 それでは、藤浦委

員のご質問のうち、固定資産税課に関する

内容についてご答弁させていただきます。 

 藤浦委員がご指摘のとおり、令和２年の

地価公示価格につきましては、インバウン

ド等の影響によりまして、大阪圏は地価上

昇傾向にございました。その地価公示の影

響もございまして、市内にある令和３年度

の評価替えの基礎となる標準地１１０ポ

イントにつきまして、６４地点が上昇、横

ばいが３０地点、下落が１６地点となって

おります。特に千里丘地域や鳥飼地域の区

画整理地内にある交通の便がよい工場地

域で顕著な上昇が見られております。 

 令和３年度の評価替えにおきまして、地

価の上昇に伴い、令和２年度の税額と同額

に据え置く措置が取られる市内の土地の

筆数につきましては、約１万３，０００筆

となっておりまして、固定資産税、都市計

画税合わせて約９００万円の減収になる
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と考えております。なお、今後、令和３年

度の地価公示価格が３月２０日頃に発表

される予定でございますが、市内における

地価公示地点におきましては、コロナ禍の

影響により、住宅地及び商業地につきまし

ては横ばい、または下落。工業地におきま

しては横ばい、または若干の上昇と鑑定士

に聞いております。 

 この令和３年度の地価公示による影響

につきましては、令和４年度の固定資産税

の評価に影響してくるものと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 副市長。 

○奥村副市長 それでは引き続きまして

ご答弁申し上げたいと思います。 

 公共施設等総合管理計画での国土交通

省での試算値として、ご指摘のように、今

後４０年間、総額７７２億円、年平均１８

億円と試算されております。 

 本市における過去１０年間の公共建築

物の整備に要した投資設計費は年平均約

１１億円となっていることから、理論値と

して年間約７億円の不足が生ずるものと

試算しております。 

 これからの人口減少、少子高齢化時代を

考えますと、現在の公共施設の規模をその

まま維持することは困難となり、様々な延

命策を講じながらも、時代のニーズに応じ

た公共施設が求められ、建て替え、新設に

は様々な工夫が求められます。 

 従前は往々にして単一機能、単一施設が

当然視されておりましたけども、これから

は広域化、多機能型施設、複合化施設が主

流と考えられます。それと併せて、省エネ

ルギー対応、ユニバーサルデザイン等、行

政サービスの質の維持・向上と両立させる

視点も重要となってまいります。 

 また、公共施設敷地や施設の一角を民間

に貸し付け、賃料を稼ぐ、あるいは公の施

設に要する財産は、多くの場合、当該地方

公共団体の所有が当然視されております

が、賃借権を取得し、該当部分を使用する

など、使用に支障がなければ経費比較しな

がら、それらの利用も市民サービスの提供

の選択肢の一つであると考えております。 

 一方、財政のほうに目を転じますと、そ

れら財源はどうするのかという問題があ

ります。確かに、コロナ禍での社会経済状

況は深刻となっておりまして、このような

状況下で逆風は吹いておりますが、意欲的

なまちづくりのため、将来に向けた投資を

しようとするものであり、その原資としま

しては、各種補助金や市債発行、それから

基金の活用等で実現しようとするもので

ございます。 

 財政運営については言うまでもなく、堅

実性、それから財政構造の弾力性、要請水

準の確保の３点セットで考えなければな

りません。その時々の状況によって、どこ

にウエートを置くかということになりま

す。 

 私は常々、財政と家計のスタンスは同じ

と考えております。何を買うにしても、よ

り良いものをより安くということは当然

であります。また、大きな買物をする場合

も、将来を見据えた判断をしなければなり

ません。この考え方は、民間企業とも同じ

であると思いますが、本質的には民間企業

とは次のように大きく異なると考えてお

ります。民間企業は企業の業績が基本的に

は利益イコール財務上の成果で得られま

すが、地方自治体の業績は財務情報のみ注

目して業績を評価するといった近視眼的

な考え方は望ましくないと考えておりま

す。行政サービスの量や住民満足度等を重



- 10 - 

 

視し、それをいかに少ない支払い、コスト

によって生み出すかが国や地方自治体に

求められております。貨幣財務情報などで

は必ずしも測定できない公用・有用性等も

対象とすべきと考えております。 

 つまり、財務を中心とした視点と、財務

以外の尺度を考慮するという視点を併せ

持っていなければなりません。 

 先週の本委員会で答弁いたしましたよ

うに、過去の公債費関係のデータを見てみ

ますと、市債現在高がピーク時に比べて、

現在では約６割減となっております。また、

公債費の償還金はピーク時の７割減とな

っております。 

 今後は、大型事業の実施で多額な市債発

行が予定されますが、自治体の財政は、ご

承知のように、建設公債主義プラス現金主

義会計の枠組みとなっております。国のよ

うに赤字国債発行という手段はなく、臨時

財政対策債は例外といたしまして、経常経

費の所有財源を借入金で賄うというわけ

にはいかず、また制度上、少なくとも一般

会計については、資金不足を生じさせない

ことが強く要請されております。また最終

的には、自治体財政健全化法によって健全

化の規制がかかっております。 

 今後も、財政健全化法に示します各種健

全化判断比率等の各指標については、絶え

ず動向を監視し、特に過去に苦しんだ公債

については、特段の注意を払いながら、公

共施設再整備へと将来への投資に向けて

対応していくことになります。 

 以上です。 

○野口博委員長 川本課長。 

○川本総務課長 それでは、質問番号２番

の脱判この計画についてのご質問にお答

え申し上げます。 

 今般、国のほうでは押印の見直しが行わ

れまして、その結果、行政手続の大部分で

押印の廃止が決定され、現在順次法令の改

正が行われている状況でございます。 

 本市におきましても、基本的には国の取

り組みの考え方や基準に沿いまして、現在、

押印の見直しを行っている最中でござい

ます。 

 現在の進捗状況につきましては、各課に

対し、市民や事業者に押印を求める手続・

様式の洗い出しと言いますか、実態調査を

行っていまして、それぞれの課に押印を廃

止できるか、できないかの判断をしていた

だいております。 

 今後は、総務課のほうで、各課が考えた

押印の見直し結果に合理性や整合性があ

るのか精査を行いまして、各課と協議しな

がら押印の廃止を決定してまいりたいと

考えております。 

 押印の廃止を決定したものにつきまし

ては、令和３年７月までに順次、条例、規

則、要網等の改正を行ってまいりたいと考

えております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 槙納部参事。 

○槙納総務部参事 それでは、情報政策課

に係りますご質問についてご答弁申し上

げます。 

 まずインターネット申請に係る今後の

計画についてでございますが、先日の本委

員会でもご答弁させていただきましたが、

令和３年度に汎用電子申請システムの導

入を予定しております。既に試行実験済み

の保育所の入所申請についてインターネ

ットを利用しての電子申請を本格導入さ

せていただきます。 

 また今後、総務課におけます情報開示請

求や、人事課におけます職員採用申込み等

での利用を想定しております。 



- 11 - 

 

 また、今後は感染症対策等においても有

効なインターネット申請を各業務におい

て活用していただくよう取り組んでまい

りたいと考えております。 

 また、国が推進するマイナーポータルを

利用しての電子手続につきましては、現行

の業務での運用見直し等も必要になって

まいります。こちらに関しましては、国の

計画では令和４年度末を目標としており

ますので、関係各課と連携を図りつつ、検

討を進めてまいりたいと考えております。 

 続きまして、ペーパーレス化の現状と今

後の計画についてのご質問でございます。 

 ペーパーレス化につきましては、情報系

ネットワークを平成２５年度に更新いた

しました。その際に、現行のグループウェ

アを導入したことによりまして、メールで

の通知、照会文書であったり、報告を要す

る文書、そういったものがメールで送られ

ます。また、キャビネットにおいてデータ

が保管できるような仕組みがございます。

そうすることでこれまでの紙の通知等の

利用が減少したと考えられます。 

 また、庁内会議で参加者がパソコンを持

参して集うことによって、資料の印刷等を

抑制している。そういった現状でございま

す。 

 さらに今年度、手書きタブレットの申請

に係る実証実験を子育て等に係る業務に

おいて実施いたしました。従来、窓口にお

いて市民の方が記入、紙において受付をし

ていたものを、文字認識とＲＰＡによって

システムに自動入力させるものでした。デ

ータ入力の省力化を図ることが第一の目

的ではございましたが、申請に係る書類が

複数枚あったり、対象者が多い業務であり

ましたら、紙の削減にもつながってまいる

と考えられます。 

 今後も、こういった行政手続を紙から電

子化することによりペーパーレス化を進

める取り組みを、先進市の事例も参考にし

ながら、調査研究をしていきたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 池上部参事。 

○池上総務部参事 それでは、資産活用化

に係りますご質問にお答えさせていただ

きます。 

 まず、集会所管理事業でございますけれ

ども、集会所の修繕料６００万円を予算計

上しておりますけれども、その修繕の中身

というか、内容ですが、集会所の修繕に関

しましては、管理者からの報告を受けて、

不具合箇所の修繕を行うものと、あと経年

劣化や社会的劣化によりまして、不具合や

陳腐化が生じたものに対しまして、随時修

繕を行っておるものでございます。 

 全集会所に共通する主だった修繕内容

としましては、出入口の扉、床、スロープ、

照明器具、消防設備、誘導灯の修繕等々で

ございます。 

 続きまして、ＦＭ推進事業でございます

けれども、三宅柳田小学校の躯体劣化調査

がなぜ優先なんだということでございま

すが、三宅柳田小学校につきましては、今

回、公共施設等総合管理計画の改訂版を策

定するに当たりまして、長寿命化対象施設

と位置づけております２００㎡以上の公

共建築物につきまして、過去の修繕履歴等

を全て調査いたしました。その結果、三宅

柳田小学校につきましては、建築から４２

年経過しておりますけれども、建築物の長

寿命化に値するような大規模修繕の履歴

がなく、法定耐用年数の５年前であること

から、再編検討施設としてピックアップし

たものでございます。それで今回劣化の調
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査を行うものでございます。 

 あと再編の検討といいますか、劣化の調

査につきましても少しご説明しておきま

すと、今後の進め方ですけれども、躯体の

劣化調査を行いまして、躯体の健全度を把

握し、そして今後５年間でどのように長寿

命化を図っていくのか、地域の拠点となる

学校施設をいかに活用できるのか、活用す

るのか、そのためにはどのような改修が必

要なのかなどにつきまして、地域の小規模

施設も含めて検討していく予定でござい

ます。 

 続いて、人材育成、職員研修の件でござ

いますけれども、ＦＭの基本であります施

設点検については、所管課に行っていただ

くこととしておりまして、技術的な支援も

含めまして、施設点検に係る研修を毎年行

ってまいります。また、点検に係る研修だ

けでなく、施設管理者としての心がけや、

ＦＭ事業を推進していく上で必要となる

知識等を習得するための研修も随時行っ

ていく予定にしております。 

 さらに、令和２年度で施設点検の仕方を

紹介したビデオを自前で作りまして、自席

でいつでも確認できるというようなお声

も聞いておりますので、この分につきまし

て、今後充実させていきたいなと考えてお

ります。 

○野口博委員長 井上課長。 

○井上道路管理課長 それでは、藤浦委員

の５番目のご質問の道路管理課と建築課

の狭隘道路整備事業の内容についてお答

えいたします。 

 狭隘道路整備事業では、平成２０年度よ

り、個人住宅の建築に際して道路を後退整

備する費用を助成してまいりましたが、助

成対象とならないものも含めて、後退にご

協力いただいておりまして、市民への周知、

理解も浸透してきたことから、現行制度で

は、令和３年３月末までの協議、受付分を

もちまして、新制度に移行するものでござ

います。 

 令和３年度予算において、道路管理課で

計上している同事業費１，０００万円につ

きましては、現行制度で既に受付しておる

もので、令和３年度の工事完了後にお支払

いする助成金であり、令和３年度でもって

終了いたします。 

 今後は、面的な狭隘道路の解消により、

良好な住環境の形成を目的としまして、新

制度を展開してまいりますが、その内容に

つきましては、所管課となります建築課か

らお答えいたします。 

○野口博委員長 寺田課長。 

○寺田建築課長 それでは引き続きまし

て、新しい制度の拡幅工事実施をする主体

はということのお問いであったかと思い

ます。 

 主体につきましては、重点整備地区を３

地区特定いたしております。その地区内に

おきまして、開発行為を行おうとする民間

開発事業者、建築行為を行おうとする建築

主、そして建築行為を伴わないんですが駐

車場など土地利用されている関係権利者

でも、道路拡幅の主体者、申請者となるこ

とができる制度としております。 

 あらかじめ、開発行為や建築行為に伴い、

重点整備路線など当該敷地外で狭隘道路

を拡幅しようとする場合、まず事前協議を

行っていただく必要がございます。 

 現行制度では、市が管理する道路で、車

や人の通行する部分の道路有効幅員が４

メートル未満の道路を狭隘道路といたし

まして、個人宅地前面の道路中心後退に伴

う拡幅整備に対する支援の取り組みを行

ってきたところでございます。 
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 新しい制度では、これら重点整備地区に

限って、重点整備路線など、幹線道路と接

続することにより、地区内の居住環境の改

善に寄与する道路と認めた狭隘道路を対

象といたしまして、建築基準法第４２条第

２項の道路や、同条第１項第５号の位置指

定道路、そして第４３条第２項第２号の大

阪府の許可通路、これらを対象に含めまし

て、市が求める基準で拡幅整備が行われれ

ば、市が管理していくことといたしており

ます。 

 さらに、開発協議基準に厳しく記載とい

うことのお問いでございました。 

 今般、この制度改正に当たりまして、本

市の開発協議基準並びに狭隘道路整備要

綱等の改正を予定いたしております。 

 具体的に申し上げますと、市開発協議基

準におきましては、第４条第１２項で追記

といたしまして、開発行為を行う敷地に至

る道路は４メートル未満の道路で、開発行

為を行おうとする者が拡幅整備を行う場

合は、市狭隘道路の拡幅整備等に関する要

綱に基づき協議しなければならないとい

たしております。 

 続きまして６番目のご質問で、都市計画

マスタープランの見直しに関連いたしま

して、令和３年度の当初予算案にはござい

ませんが、住宅マスタープランでのお問い

でございますので、建築課のほうからご答

弁申し上げます。 

 現在、国土交通省におきまして、平成２

８年に策定されました、全国住生活基本計

画の中間見直し、改訂に向けた議論が、有

識者も含めて行われているところでござ

います。 

 本市におきましても、上位計画となりま

す都市計画マスタープランや鳥飼グラン

ドデザインなどや、コロナ禍におけます

様々な住まい方の変化であったりだとか、

社会経済情勢、住宅政策の方向性等も見定

めながら、今後、国や大阪府の動向を注視

してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 宮城課長。 

○宮城水みどり課長 それでは、７番目の

質問、誕生植樹祭の令和３年度の開催と、

記念樹が変わった理由についてお答えい

たします。 

 令和３年度におきましては、新型コロナ

ウイルス感染症拡大を見据えつつ、明和池

公園におきまして、４月の第４日曜日に開

催を予定し準備を進めているところでご

ざいます。 

 続きまして、記念樹の変わった理由につ

いてでありますが、記念樹としましては、

昭和６０年の初開催から平成２２年度ま

ではクスノキを各公園で植樹しておりま

したが、平成２３年度からは、市場池公園

での開催となり、その際、地元の方々や市

民の皆様より、桜の木の植樹を強く望む声

があり、それ以降、市場池公園、市場池オ

アシス広場、明和池公園にて、桜を記念樹

として植樹しております。 

 続きまして、８番目のちびっこ広場の管

理体制と、吹田市との草刈りの調整につい

てお答えいたします。 

 市内にちびっこ広場は９７か所あり、そ

のうち８５か所のちびっこ広場において、

自治会など６０団体で、摂津市ちびっこ広

場管理補助金交付要綱に基づき、清掃や除

草等の維持管理を行っていただいており

ます。残りの１２か所につきましては市で

維持管理を行っております。 

 続きまして、緑の遊歩道の草刈りの時期

につきましては、吹田市に確認を行ってお

り、令和３年度から両市で調整を図りなが
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ら草刈りの時期を合わせて行ってまいり

ます。 

 以上です。 

○野口博委員長 川西課長。 

○川西防災危機管理課長 では質問番号

９番でございます。自主防災訓練のご説明

でございます。 

 委員がおっしゃるように、確かに令和２

年度は、コロナ禍の影響で訓練であったり、

出前講座、これも軒並み中止となっており

まして、なかなか地域の皆さんとの防災力

向上に向けた連携が取れていない、なかな

か厳しい年でございました。 

 令和３年度でも、コロナ禍での自粛を余

儀なくされることも想定されますが、何と

か状況にあった地域との連携を深めてい

く必要があると考えております。 

 具体的には、感染症対策をしっかり徹底

しつつ、少人数での訓練や研修会、出前講

座の実施、またホームページを活用いたし

まして、防災啓発等の資料等の提供、この

あたり、知恵を絞って何とか実施してまい

りたいと考えております。 

 また、状況が許しましたら、自主防災訓

練、これがさらに実践的なものになります

ように、今、一部の地域で実施いただいて

います避難所の開設運営訓練、これを何と

か自主防災訓練の中で市域全体に広げて

まいりたいと考えております。 

 続きまして質問番号１０番でございま

す。防災対策事業でございます。何点かご

質問ございましたので順番にご答弁申し

上げます。 

 まず、マイ・タイムラインの作成という

ことでございます。これは各ご家庭にマ

イ・タイムラインを作成いただいて、避難

行動を迅速にスタートしていただけるよ

う働きかけてまいりたいと考えておりま

す。そこで、防災ブック、こちらのほうに

市内の避難所リストでありましたり、持ち

出し品リスト、これに加えまして、マイ・

タイムラインの考え方であったり、作成の

手順などを具体的にお示しして、市民の皆

さんの迅速な避難行動を後押ししてまい

りたいと考えております。 

 続きまして、非常災害用の各避難所に設

置いたします鍵ボックスでございます。こ

れは震災の場合、避難者の皆さんを受け入

れる前に、まず施設内の安全を確認する必

要がございまして、施設の鍵開けにつきま

しても、管理上の都合から、現在は市の職

員が行うこととしております。ただ、委員

がご指摘のとおり、市の職員が駆けつけら

れない場合であったり、地元の方のほうが

避難所にたどり着くのがやっぱり早いと

いう部分もございます。このあたり、市民

の皆さんの一刻も早い避難所入場という

こともございますので、今後、防災サポー

ターや自主防災組織の皆様にも避難所の

早期開設に向けてご協力いただけるかを

検討してまいりたいと考えております。 

 続きまして、「まるごとまちごとハザー

ドマップ事業」でございます。この事業は

国土交通省が独自に実施されておられる

ものでございまして、本市では費用負担は

一切ございません。令和２年度のほうでは、

府道一津屋交差点付近に６か所、想定浸水

深を設置いたしていただいております。 

 なお、委員がお問いの予算書にございま

す表示板製作委託料、こちらにつきまして

は、各避難所の案内版です。ここに避難所

がありますという形で避難所の誘導看板

があるんですけれども、そちらの修繕料と

いうことで計上させていただいておりま

す。 

 最後に１１番目、強靭化地域計画でござ
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います。この強靭化地域計画の位置づけで

すが、この計画は市域の特性に十分配慮い

たしまして、総合計画や各分野別計画も十

分に踏まえて作成いたしております。また、

強靭化地域計画と総合計画は並列の関係

にございまして、整合性を図っております。 

 このため、総合計画が各分野別計画の指

針となっておりますのと同様に、強靭化地

域計画も国土強靭化に関しては、ほかの分

野別計画の指針となる位置づけでござい

ます。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 永田部参事。 

○永田建設部参事 それでは、藤浦委員の

質問にお答えさせていただきます。 

 自転車ルールを守るための啓発活動と

して、令和３年度に予定している取り組み

についてでございますが、市内の市立小学

校１０校の小学校３年生を対象にした自

転車教室、それと高齢者交通安全教室、ま

た３世代教室などを実施してまいりたい

と考えています。 

 それから、自転車シミュレーターを使っ

た体験会や交通安全推進員による街頭で

の自転車指導、そのあたりを取り組んでい

き、啓発の活動に努めてまいりたいと考え

ています。 

 また、新型コロナウイルスの影響により

まして、交通安全啓発に関する教室等の開

催が中止になるなど、令和２年度は自粛す

る中、この経験を生かしまして、非接触に

よる啓発活動も取り入れてまいりたいと

考えております。その一つとしては、ＱＲ

コードを貼りつけたチラシを作成し、映像

や動画による視覚的に訴えるなど、そうい

ったものを取り入れて啓発に努めてまい

りたいと考えております。 

 また、市ホームページにも大阪府警察交

通部が配信しているＹｏｕＴｕｂｅでの

公式チャンネルなどもリンクづけして、そ

こから動画配信が見られるようなホーム

ページ作成をしてまいります。 

 また、取り締りにつきましては、摂津警

察署へ要望してまいりたいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 寺田課長。 

○寺田建築課長 藤浦委員の１４番目の

お問いの、ブロック塀撤去補助金の内容に

ついてということのお問いでございます。 

 先日もご質問いただいたところでござ

いますが、このブロック塀撤去補助金の対

象要件ということで、公道や公園に面した

ブロック塀でということで要件を設けて

おるところでございます。ただ、委員がご

指摘のところでございますが、位置指定道

路につきましては、これは建築基準法上の

特定行政庁、大阪府が指定した道路でござ

います。ただ、現在のところはこの位置指

定道路につきましても４．８メートルある

市が求める道路の基準に合致した部分に

ついては市が認定をして、道路法による道

路ということもさせていただいていると

ころもございますので、市が管理している

道路については補助対象とさせていただ

いております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 ご答弁ありがとうござ

います。 

 １番目、財政全般にわたって、固定資産

税のことについてお聞きしましたけども、

影響額としては９００万円ということで

したけども、これはこの場でお聞きしても

あまり理解できないと思いますので、また

平場でぜひ教えてください。 
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 それから、中期財政見通し、個別施設計

画に基づいて副市長から大変ご丁寧なご

答弁をいただきまして、全般にわたるよう

な答弁ありがとうございました。これもこ

の施設管理計画をやっぱりしっかりと進

めていく中での、先ほど言われましたけど

も、複合化とか多機能化、省エネ化といっ

たような、そういうことも踏まえた、この

計画をスムーズに進めていくことが一つ

の鍵になるんだろうなと感じました。これ

からも、これは池上部参事のところの担当

になるんだろうと思いますが、これは全庁

的に取り組んでいかないといけない課題

でもあると思いますので、今後も引き続き

しっかりと進めていっていただきたいな

ということで、要望としておきます。 

 ２番目の情報化推進事業、脱判こについ

ては今年の７月をめどに、随分そういうふ

うには改訂されていくんだろうなという

ふうに思いました。そして、それによって

インターネットによる申請が随分進めら

れるんだろうなというイメージを持って

いるわけですけども、これも担当課のほう

からそれぞれの課に要請されるというこ

とでございますので、この脱判こによって

随分一気にこの申請関係は進んでいくん

だろうなというイメージを持っています。

これはスムーズにしていただきたいとい

うことでお願いしておきたいと思います。 

 それからペーパーレス化も随分進めら

れているんだろうなということで、先ほど

窓口による実証実験的なことも紹介いた

だきましたけども、私たちが考えているよ

りも、恐らくさらにもう一歩進んだ取り組

みになっていっているんだろうと思いま

す。 

 一方で、なかなか議会においてペーパー

レス化が進んでいっていないというのが

非常に申し訳ない限りでございまして、議

会としましても足並みをそろえて、ペーパ

ーレス化を、こんなふうに資料をどんと積

まなくても、タブレットで全部資料が出て

くるような仕組みを考えていかなあかん

と私は思っているんです。恐らく議会には

紙でないとあかんということで、一々紙に

出してメールボックスに入れなあかんと

いうふうになっているんだろうと思うん

ですけど、他市の取り組みなんかを見ます

と、もう既にこういったものは全部キャビ

ネットにあって、必要なものだけ取り出し

てくるということになっているのを見た

ことがあります。そんなんでしっかり我々

も頑張っていくということで、これは要望

というか、そういう意見にしておきたいと

思います。 

 １点だけ、これは関連するかも分かりま

せんけど、庁舎とか公共施設にフリーＷｉ

－Ｆｉというのが今非常に注目されてい

ますから、全体がデジタル化していくとい

う中ではフリーＷｉ－Ｆｉなんかも検討

する必要があると思いますので、これは要

望しておきたいと思います。 

 ３番目の市立集会所管理事業です。個別

施設管理計画の中で一番大きな課題にな

るのは、この集会所の扱いですよね。先ほ

ど、もぐらたたき的な扉とか床とか照明と

か、そういうものは修理しますということ

ですけども、一番肝腎になっています耐震

基準に合致していないものが、１９か所あ

るようですけども、こういったものも本当

は安全上考えると早急な対応が必要にな

ると思いますし、あと、この個別計画の中

では稼働率が低い施設は管理する自治会

と協議の上、閉鎖を検討するということも

書かれていますね。具体的に閉鎖にいくよ

うなものがあるようですけども、ちょっと
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その中身について。それから令和３年度で

の耐震改修についての考え方、また、その

ほかにでもこの稼働率が低くて、具体的に

進めていくような集会所があるのか、こう

いったことも踏まえて、具体的には示さな

くても結構ですので、中身を教えていただ

きたいと思います。 

 ４番目、ＦＭの取り組みですけども、管

理についてのビデオを作られたというこ

とです。これはぜひ見せていただきたいと

思いますが、こういう一つ一つ具体的な前

進をしていただいているというのは非常

にいいなと期待をしているところでござ

います。 

 それから、この三宅柳田小学校をまず一

番目に調査に入るということで、これはほ

かにもたくさん調査が必要なものがこの

計画に掲載されていますけど、これは分か

ります。 

 その次の、エリアとしてこれをどういう

ふうに扱っていくのかというのが、私がイ

メージしているのと、担当課でイメージさ

れているのがちょっと違うかも分からな

いんですけども、校区にある公共施設の全

部をテーブルの上に乗せてやるというイ

メージを私は持っている。その中で多機能

化とか、それから集約できるものは集約す

る。集会所なんかもその中に入ってくると

思うんですけども、そういうふうに思って

いるんですけども、この再編検討開始は２

０２０年からとされている建物が非常に

多いですね。これは先ほど言われたように、

もう５年以内に耐用年数がくるというふ

うな建物については２０２０年から取り

かかるというふうにされていると説明を

受けているんですけども、非常にたくさん

あるんですけど、具体的にはどのような進

め方をされていくことになるのかについ

て、２回目にご答弁をお願いします。 

 それから、人材育成についてですけども、

これも要所、要所でちゃんと研修もやって

いきますということですけども、これは積

み重ねが大事だと思いますので、決して手

を抜かずに、管理のためのノウハウをどん

どん蓄積していくようにお願いしたいと

思います。 

 建物管理についてもいろいろ資格なん

かもありますけども、なかなか国家資格は

難しいんですけども、そういうものに代わ

ると言いますか、例えば庁内でこの資格制

度的なものを設ける。例えば、ＦＭ上級と

か、ＦＭ中級とか、ＦＭ初級といったよう

な、そういう一定の目安になるものを何か

与えていくということ、任命していくとい

うことも検討したらどうかなと思います。

これは提案としておきたいと思いますが、

なので、１個目のエリアの２０２０年から

の再編検討、エリア的にどんな進め方をす

るのかということについてご答弁くださ

い。 

 ５番目、狭隘道路についてでございます。

言ってはることは大体理解するわけです

けども、まず一つ目の、現状の計画、今ま

でやってきている、この４．８メートルに

拡幅する私道について、この開発基準に新

たに記載するということですけども、これ

は開発に対する定義に引っかかったらこ

の基準に適合するということになるので、

普通の民間住宅を建てますという場合だ

ったら、区画形質の変更がない限りはこの

基準に当たらない、適用されないと私は思

っているんですけどね。なかなか今までと

同程度の指導体制を貫いていくというの

は難しいんじゃないかなと思っています。

結構このことはこれまで注目していまし

て、平成２０年から始まったということで、
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成果が結構出ていると私は思っています。

指導されているところについては、まさに

水も漏らさぬように後退してもらってい

るんだというふうに認識しているんです

けども、それをやっぱり継続してほしいと

いう思いがありまして申し上げているの

で、補助金というお墨つきといいますか、

伝家の宝刀といいますか、これがなくなっ

ても、これは職員の情熱と、それから唯一

この開発基準というのしかないと思いま

すけど、あと狭隘道路の要綱というのがあ

るんですけど、それでもってぜひ、さらに

同じ思いで継続していっていただきたい

なということは、これはお願いしておきた

いと思うんです。 

 一方の、新しい新制度のほうですけど、

これは重点地区を設けられて、そして重点

路線については集中的に支援をするとい

うことになります。しかし、他人の敷地を、

他人の土地の整備まで開発者がするとい

うことは非常にハードルの高い取り組み

だと思っています。時間もかかります。事

業者がまず一番気にするのは、なるだけ時

間をかけずにやりたい。何でかというとい

ろいろお金がかさんだりいろんなことが

ありますから、早くやりたいというのが一

つです。そして、安くやりたいということ

で、その整備する金額ではなくて、今まで

どおり、土地の取得費とか、あと整備費の

一部を補助いただくということになって

いますから、何よりも時間がかかるだろう

なということは予測されるんですね。全部

の路線の全部の整備をするとなると本当

に大変なことになります。それが例えば建

築基準法第４３条第２項道路、私道だった

ら４．８メートルに拡幅して、全部市に移

管されて市の道路になりますよという、こ

れは一挙両得というんですか、一石何鳥と

いう取り組みで非常に理想的だと思うん

ですけど、これを現実にするにはすごいハ

ードルが高いと思うんですね。だから例え

ば、この重点道路に指定された、そこに面

する住民は協力をしないといけないとい

うような強制をかけるとか、協力をしない

と何かペナルティーがあるとか、それぐら

いの厳しいもので協力体制を取らないと、

嫌やと、そんなんやめてくれと言われたら、

もうそこのところが歯抜けになると、歯抜

けになってもそれはこの条件に当てはま

るのか、例えば、全部反対されて、自分の

ところだけがバックしますということで

もこれはこの補助要件に当てはまるのか、

そういうことも含めて一度意見を聞かせ

てください。 

 それと重点地区の中で、重点路線になっ

ている道路以外も狭隘道路はたくさんあ

ります。これは従来どおりの狭隘道路の指

導にいくのか、それともこれは私道ですか

ら、「わたくしみち」ですから、実際のと

ころ何の指導もできません。この重点路線

以外の、要するに「わたくしみち」ですか

ら、私道に対しては何の指導もできないわ

けですけど、この辺はどうにもならへんの

かなと思うんですけども。 

 それからもう一つは、私が懸念するのは、

法律では都市計画法という法律があって、

開発をするときには道路の幅員が４メー

トルあったらいいんです。４メートルの道

路が幹線道路につながっていたら法律上

はクリアします。４．８メートルというの

は摂津市が指定していますけど、４メート

ルが法律上です。だからそれこそ４メート

ルでやるんだというふうに事業主がやっ

た場合、進めていった場合に、これは４．

８メートルにしてくださいということが

どこまで指導できるのかというのもちょ
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っとクエスチョンなんですけど、ややこし

いことばかり聞いて申し訳ないですけど、

その辺も併せて新制度をもう少し説明い

ただきたいと思います。 

 ６番目、住宅マスタープランについては

検討していくというお話でございました

ので、これは重要なプランだと私は思いま

す。特に中には困窮者住宅の対応とか、い

ろいろ記載されていますし、これもしっか

りと取り組んでいただきたいということ

を要望しておきたいと思います。 

 ７番目、緑化推進事業です。平成２３年

からずっと桜でやっていただいていると

いうことで、桜はいいと思うんです。摂津

市にとって桜って結構いいですからね。新

幹線公園も桜並木、結構よいですし、それ

からこの明和池公園のところの線路沿い

の緑道、遊歩道も桜の木が随分大きくなっ

てきまして、もうすぐで桜が咲きますけど

も、一つの桜の名所になりつつあります。

結構歩いている人も多いんですけどね、楽

しみにしている人が多くて、ここは逆に言

うと、摂津市の桜の新名所として発信をし

ていくことがよいのではないかと、プロモ

ーションにもつながるのではないかと思

うんです。例えば、「健都桜祭り」とか名

前をつけて、とにかくそういう発信をして

いくということも大事だなと思っていま

す 

そしたら、この誕生植樹祭で毎年植樹を

する、この桜の木も併せて、この植樹をし

た子どもたちにとっても、ああ健都に自分

たちも桜の木を植えたんだという意識を

持ってもらうこともできるし、そういう誇

りに思ってもらうことにもなりますから、

ぜひこういう「健都桜祭り」というものに

ついてご意見を聞かせてください。 

 ８番目、公園維持管理事業です。まず遊

歩道、緑道の草刈りについて検討していた

だいて、協議していただいているというこ

とでありがとうございます。令和３年度に

ついては同じ時期に草刈りができるよう

にお願いしたいと思います。 

 それから、公園のちびっこ広場の管理に

ついては、８５か所については自治会に、

そして１２か所は自前で管理をされてい

るということでございました。管理してい

る自治会もだんだん加入率が下がってき

ているということで、随分負担感が増して

いるということが去年ですけど、いろいろ

問題になっていましたが、今後の管理体制

について、これはずっといつまでも自治会

にお願いするというのもなかなか難しい

かも分からない。だから今、この直営管理

というものがだんだんふえてくる可能性

もあるわけですけども、そういうことにつ

いてどのようなお考えを持っておられる

のか、ちょっと一遍お聞かせいただきたい

と思います。 

 それから、緑の基本計画、それから中間

見直しをされるということで、去年の本委

員会のときにそういうふうにおっしゃっ

ていました。ちょうど中間見直しの年にな

っていたわけですけども、引き続きまたそ

の計画に基づいて実施されていくという

ことになろうかと思います。その中で、前

回も取り上げましたが、摂津市らしい緑の

写真展というのも、これもこれから実施さ

れていくということになろうと思います

が、いよいよ広報課のほうで摂津市のイン

スタグラムが立ち上がっていきますから、

そういうところを使っての発信とか、あと

ホームページ上での摂津市らしい緑の写

真展をやっていくというということもで

きると思うんです。こういう提案もさせて

いただいたわけですけども、あと表彰制度
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もこの中に書いてありますね、こういうも

のをもって具体的に何か令和３年度では

新たな取り組みをされるのかどうか。 

 それからもう一つは、防犯カメラを設置

するというのを緑の基本計画の中に書い

ています。去年ですか、庄屋公園には防犯

カメラが４台まず設置されましたけども、

今年はありません。去年の議論では今後、

担当課と協議をしていきます的な答弁が

ありました。公園の防犯カメラの設置につ

いての今後の考え方について、これもご答

弁いただきたいと思います。 

 それから最後に、公園ワークショップの

開催、これは先ほど言いました、都市計画

マスタープランにも掲載されています。協

働による公園づくり、公園の管理というこ

とで掲載されていますが、過去には別府公

園と庄屋公園でそういう協議をやった経

緯がありますということでしたけれども、

令和３年度での取り組みは何か考えてお

られるかご答弁ください。 

 ９番目、自主防災支援事業についてでご

ざいます。今年度はコロナ禍がずっと続い

ておりますけども、できれば避難所開設訓

練など何かの支援ができたらしていきた

いというお話をしていただきました。これ

は非常に重要なことだと思うんです。避難

所運営もコロナ禍でマニュアルなんかも

随分できていますけども、実際の訓練まで

はまだ至ってないというのが現状だと思

うんですね。他市ではそういうことをやっ

ているところもあります。少人数で、大人

数ではできませんけども、そういう工夫を

凝らされて、何らかの形で訓練ができるよ

うにぜひ支援をお願いしたいと思います。 

 先ほど、もう一つの防災対策事業のとき

にお話をしましたけども、摂津市はＳＯＳ

避難メソッドをこの自主防災訓練でもど

んどん落とし込みをしていくという方針

でした。令和２年度では自主防災訓練その

ものがなかなかできなかったので、このＳ

ＯＳ避難メソッド、先ほども言いましたけ

ども、分散避難というのを非常に強調され

ていまして、ただ分散避難をするのは分か

ったと、先ほど言いましたけど、具体的に

私はどこに逃げるのという話になるわけ

ですね。どこか親戚がある、ない。知人が

ある、ない。具体的に逃げる先を決めない

といけない。まずいつ逃げ始めるのか。う

ちはおじいちゃんの足が悪いから早く逃

げんとあかんとか、車で逃げなあかんわと

か、いろんな逃げ方も含めて計画をつくる

ことが本当は大事だと思うんです。だから

先ほども進めていくと言われましたけど

も、このマイ・タイムラインをしっかり進

めていきたいというお話でございました

ので、実はこのマイ・タイムラインは国土

国土交通省が進めていっているんですけ

ど、今はこの「逃げキット」というやつを

進めています。これはいろいろビデオも使

って推進しています。これはワークショッ

プにより自分で作っていくんですね。最終

的に出来上がるというものを今推奨して

いまして、ぜひこういったものも参考に、

摂津市としてもこういったものと、ＳＯＳ

避難メソッドと併せて、具体的に家庭の逃

げる計画、マイ・タイムラインも併せて進

めて浸透を図っていただきたいというこ

とをお願いしておきたいと思います。 

 それともう一つ、防災サポーターを今ず

っと育成していただいておりますけれど

も、令和２年度は２年目ですね。あともう

１年ありますけども、この防災サポーター

の扱いが、先日の本委員会での答弁では、

何か突き放すような、もう自由にやってく

ださい的な、自立してやってもらうという
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ふうなご答弁のように聞こえましたけど

も、これはこれで自立するか、地域の中に

入ってもらうことは大事ですけど、やっぱ

り引き続きスキルアップをしっかり考え

てやっていっていただきたいなと思いま

す。でないと、この防災サポーターそのも

のが消えてなくなってしまう可能性があ

ると思いますので、そこのところはやっぱ

りしっかり育成をするという意味で、今後

も取り組んでいっていただきたいなとい

うことをお願いしておきます。 

 次１０番目です。これもさっきと同じよ

うな話になりますが、防災ブックを配布さ

れるときには、ぜひマイ・タイムラインの

ことも記載いただきたいと、していただく

ということでしたので、お願いしたいと思

います。 

 それから、浸水想定の表示を掲示してい

くということについて、決算審査に係る委

員会のときの答弁では、今、掲示物を作る

準備を進めているという答弁がありまし

た。これはぜひ検討してくださいね。進め

ているということやからもうできている

んだろうなと思ったんですけど、これは自

主的にそういうものを表示していこうと

いうことでお願いしたいと思います。 

 それから、鍵ボックスの話も、これは検

討するということでしたけど、ぜひ地域の

そういう自主防災の人たちも開けられる

ようなことを検討していただきたいと思

います。 

 それからこの間も話しました、安全点検

をしないといけない、特に地震のときは安

全点検をしないといけないということで

すけども、全て市役所がやらないといけな

い、コントロールしないといけないという

考え方ではなくて、ここは協働で、知識の

ある人に大いにお願いをして、前にも言い

ましたけども、防災サポーターではないで

すけど、そういう知識のある方は、そうい

う面で建物の安全点検ができる能力を出

してもらって協力してもらうということ

もぜひ検討いただきたいと思います。 

 もう一つ申し上げておきたいのは、災害

になって亡くなる方の多くは、要するに要

援護者と言われる方です。高齢者とか障害

者とか、そういう方がどこでも犠牲者にな

られている率が非常に高いんですね。しか

も避難して避難所で二次災害というんで

すかね、環境が合わなくてお亡くなりにな

る方もそういう方が非常に多いというこ

とがデータで出ているんです。なので、国

として現在において検討されているのは、

そういう人たちに安全に避難してもらう

ということが被害者をなるだけ減らすと

いうことにつながっていくということで

検討されています。その中に今出ているの

は、個別計画です。これが今検討されてい

まして、今年はなかなか法律化するのは難

しいようですけども、これは今のところは

努力義務になっていますけども、やがてこ

れは法律化されて、今、高齢者が安心して

暮らしてもらえるような地域をつくって

いこうという、そういう取り組みになって

いますけど、そのときにはぜひともこうい

う災害のときにちゃんとケアプランがあ

るということが重要になってくるんです

ね。だからそういうことをしっかりと先取

りをして研究して、いち早くそういうこと

に対しても取り組めるように、これはお願

いしておきたいと思います。これは要望で

す。 

 それから１１番目の強靭化地域計画で

す。これは私が前回の会議のときに受けた

印象とは大分違うご答弁をいただきまし

て、非常によかったなと、今ちょっと認識
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を改めました。もうこれは非常に重要な計

画であるということですので、まさしくそ

のとおりだと思いますので、とにかくこの

ＰＤＣＡサイクルをしっかり回して、そし

て毎年見直しを行うというふうにされて

いますので、大変重要な計画として、私も

そういう認識で取り組んでみてまいりま

すから、これも今後しっかりお願いしたい

と思っています。これはこういうことで要

望としておきます。 

 続きまして、自転車の通行空間の整備、

これは先ほど自転車のルールを守る啓発

活動をいろいろとおっしゃっていただき

ました。今年も４月６日から全国交通安全

運動が始まります。重点テーマの２番目に

は自転車の安全利用の推進というのがあ

ります。この頃ずっとこの自転車の安全利

用というのが載っているんですけどね。そ

れがなかなか難しいということです。先ほ

ど、警察にも取り締まりの要請をするとい

うことでしたので、しっかり要請していた

だきまして、またマナー啓発の強化をお願

いしたいと思います。この自転車の通行空

間の整備については、これは絶対にセット

でやっていかないといけないと思うんで

すね。自転車のマナーの向上と自転車の推

進、これはセットでやっていただきたいと

思います。 

 そしてもう一つ、ヘルメット、大阪府の

条例には実は高齢者はヘルメット着用と

いうのが書かれているんですけども、摂津

市の条例にはないんですね。大阪府の条例

ほうが後からできたんです。摂津市は先に

つくったんですね。自転車安全利用倫理条

例というのをつくりましたけども、ぜひと

もこういうヘルメットについても条例に

一文書き込んで、そして市民がヘルメット

を着用する、そういう文化をある意味では

推進していただきたい。それで自転車の安

全利用というのが進んでいくと思うんで

すね。これは要望しておきたいと思います。 

 それから１４番目、ブロック塀ですね。

先ほど、建築基準法第４２条第１項第５号

道路でも、市が認定したものは大丈夫です

よという答弁がありました。それはそうで

すね。それは市の道路になるから。でもな

っていないのがほとんどですよ。４メート

ル未満のものがほとんどです。ということ

は補助が出ないと、同じ道路なのに補助が

出ないということです。これはおかしいで

すよね。大阪府は道路の指定をしておきな

がらブロック塀の補助はしませんという

のは、全く矛盾している話でございまして、

これはこういう矛盾があるということを、

これは言ってもあれですけど、ぜひまた大

阪府にも、機会があれば、おかしいやない

かということをぜひ言ってほしいと思い

ます。同じように、人はそこを利用するの

で、何でそこで線を引くんだというふうに

私は一人憤っているわけですけど、これは

これぐらいにしておきたいと思いますけ

ど、よろしくお願いします。 

 以上です。 

○野口博委員長 答弁を求めます。 

 池上部参事。 

○池上総務部参事 まず集会所の件でご

ざいますが、集会所の耐震化についての考

え方、また稼働率の低いところをどうする

のかということでございますけれども、ま

ず耐震についてですけれども、平成３０年

度に旧耐震の集会所の耐震診断を行いま

して、その結果、耐震基準を満たさないも

のが１３か所ございました。集会所の安全

な使用を考えますと、耐震改修工事を行う

ことが望ましいと考えますけれども、改修

には多額の費用がかかり、既に建物そのも
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のも法定耐用年数を過ぎていますことか

ら、これはＦＭにも関係するんですけれど

も、市立集会所の老朽具合や利用形態、ま

た利用状況を勘案しながら、周辺施設の状

況を踏まえて、地域のコミュニティが維持

できるような形で、今後、集約、複合化な

ど再編の検討を行ってまいりたいと考え

ております。まずは、長く大切に使用でき

るよう、適性な維持管理に努めてまいりた

いと考えております。 

 それと、稼働率の低い集会所はどうする

のかということですけれども、稼働率が低

い理由というものもいろいろとあると思

いますけれども、例えば、市立集会所の付

近に、集会機能を有する新たな公共施設や

地域で管理されている施設がある場合、ま

た集会所の代替となり得る民間の施設等

が整備されたことによりまして、市立集会

所の初期の目的が他の施設でもかなうな

どの理由で稼働率が低く、ほとんど集会所

として使用されていない場合は、その集会

所そのものの、市立集会所としての役目は

終えたものと捉えまして、集会所機能を廃

止し、当該集会所の状況にもよりますけれ

ども、用途転用や、あと普通財産として民

間等への貸出し、また売却等を行うものと

考えております。 

 それと、ＦＭに関してでございますけれ

ども、２０２０年から検討する施設が多い

ということでございますが、今後どのよう

に進めていくんだということでございま

すけれども、再編の検討をどう進めていく

かにつきましては、個別施設計画で２０２

０年を検討開始年としている施設は法定

耐用年数が経過している施設、もしくは法

定耐用年数到来の５年前の施設を再編検

討施設として示しております。 

 公共施設の再編検討につきましては、地

域の拠点となる学校や公民館など、２００

㎡以上の公共施設の長寿命化の改修など、

大規模改修を実施する際、周辺の小規模施

設も含めて検討することとしておりまし

て、その地域にどのような規模で、どのよ

うな機能を有する施設が必要なのか、今後

の人口動態や利用事業も含めまして検討

することとしております。 

 先ほども言いましたように、集会所など

小規模施設につきましては、すぐに単独で

再編の検討を行うのではなく、地域の拠点

となる２００㎡以上の施設の改修等に合

わせまして検討することとしております。

それまでは長く安全使用できるよう、維持

管理を行うということになります。 

○野口博委員長 寺田課長。 

○寺田建築課長 それでは２回目のご質

問にお答えいたします。非常に多岐にわた

る内容で、要約いたしますと５点ほどあっ

たのかなということで考えさせていただ

いております。 

 まず１点目、重点整備地区内の支援とい

うところでのお話の中で、歯抜けになった

場合とかいうことで、１軒だけでもという

ようなお問いであったかと思います。狭隘

道路の重点整備路線につきまして、市の基

準に適合した道路拡幅整備工事で道路敷

地を寄附いただいた場合、これについては

１軒だけでも適用させていただくことが

できます。また拡幅整備していただいて、

原則、道路敷の寄附を求めるところでござ

いますが、所有者名義のままで市との間で

無償使用の貸借契約、こちらのほうを交わ

せていただく形で、市の管理道路となる場

合もございますので、そちらについては拡

幅整備工事費用は適用できると考えてお

ります。 

 自分のところだけ前面はどうなのかと
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いうようなお問いもあったかと思うんで

すけども、基本的にはこの開発区域の前面

に当たるところについては、これは開発行

為で、本来この開発事業者が後退すべきと

ころでございますので、そちらのほうにつ

いては、助成の対象外と考えております。 

 ２点目でございますが、私道、建築基準

法第４３条のただし書の空地ということ

で、以前、この４３条ただし書となってお

ったんですが、現在、同法第４３条第２項

第２号の許可通路ということになってお

ります。これらの私道は市内に多くござい

ます。この制度を活用いたそうといたしま

すと、複数いらっしゃる形が多ございます

が、地権者の合意形成が必要になってくる

ということもございますので、委員がご指

摘のとおり、ハードルが高いということは

あるのかなと思っております。ただ、この

制度につきましては、重点整備地区内の行

き止まりの道路をいかに解消して、道路ネ

ットワークの構造で、道路管理者が管理し

やすいような体系にしていくかというと

ころで、そういうところについては部分的

でも助成の適用ができる制度へ見直しを

図ったところでございます。 

 ３点目でございますが、重点整備路線の

指定の道路に面する所有者の方に協力を

義務化できないかというようなお問いで

ございました。こちらのほうについては、

建築行為で自身の宅地の前面道路を４メ

ートル未満から法の適合基準に合致させ

るための後退義務というのは、これは法律

上の義務が出てくるんですが、今回の本制

度で求めていく内容については、あくまで

協力が得られるということを前提とした

行政指導という範囲でございますので、義

務化というところまでは考えてございま

せん。 

 ４点目でございますが、重点整備地区内

の路線指定外の道路の取り扱いというこ

とのお問いでございました。先ほども申し

上げましたように、地区内の道路ネットワ

ークを形成する上で、居住環境改善に寄与

すると認める道路につきましては、建築基

準法第４２条２項の道路や、先ほどござい

ました、同条１項５号の位置指定道路、並

びに同法第４３条２項２号の通路を対象

に含めて、市が求める基準に適合した拡幅

整備が行われれば、市が管理していくもの

と考えております。 

 最後に５点目でございますが、都市計画

法によります開発許可の際、幹線道路から

の接続道路、４メートルの道路の取扱いと

いうことでのお問いでございました。この

都市計画法の開発許可に係る技術基準に

おきましては、既成市街地内、既にできて

おる市街地でございますが、既成市街地内

において小区間で通行上支障がなく、開発

区域外の接続道路の道路有効幅員４メー

トルに適合する場合、同法で定める５００

平米以上の宅地の開発行為が許可できる

とされております。本市といたしましては、

従前からこの都市計画法の開発許可に先

立ちまして、あらかじめ同法第３２条によ

る公共施設管理者協議が必要となり、この

道路の取り扱いに関しましては、道路管理

課との協議におきまして、道路有効幅員４

メートル、側溝幅を含めた４．８メートル

の指導を継続してきたところでございま

す。 

 さらに、今回、市開発協議基準におきま

して、道路管理者が積極的にここに関与す

るというところの趣旨で追記もいたした

次第でございます。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 宮城課長。 
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○宮城水みどり課長 それでは７番目の

ご質問の２回目にお答えさせていただき

ます。委員よりご指摘がありました明和池

公園の緑の遊歩道には、約１４０本の桜が

美しい並木を形成しており、市内外からも

多くの方々に楽しんでいただいているこ

とは認識しております。 

 今後につきましてですが、地域の活性化

に資する取り組み、先ほど、委員よりご提

案の在りましたような祭りなどですが、市

民団体や民間事業者などが明和池公園や

緑の遊歩道でされる場合におきましては、

公園管理者として場所などの提供などに

協力してまいりたいと考えております。 

 ８番目のご質問の２回目にお答えさせ

ていただきます。ちびっこ広場であります

が、ちびっこ広場は地域に密着した広場で

ありますことから、自治会やこども会など、

地域の団体による維持管理が不可欠であ

ります。委員がご指摘のとおり、自治会の

解散や自治会離れなど、高齢化問題など多

くの問題について各団体より話を受けて

いる状況ではあります。その各団体より相

談を受けた際には、すぐにちびっこ広場を

市へ返還していただくのではなく、維持管

理の方法の工夫などについてお話させて

いただき、引き続き維持管理をお願いして

おりますが、先には市民の皆さんの高齢化、

担い手不足で市が直営で管理するにも限

界がくると考えておりますので、民間活力

の導入を入れた維持管理の方法について

検討を深めてまいりたいと考えておりま

す。 

 続きまして、緑の基本計画ですが、緑の

基本計画の見直しにつきましては、委員の

提案内容、これも含めてですが、先のより

良い改訂に向けた見直しを行っている途

上でございます。令和３年度の取り組みに

つきましては、基本計画にもあります緑の

保全と緑化の推進に向けまして、花いっぱ

い活動団体が管理する花壇の数や形状を、

皆さんご協力により正確に把握する作業

を、市も一緒に進めており、令和３年度に

おきましては、そこに各団体の活動写真な

どを盛り込んだ台帳や冊子等を作成し、花

壇の適正な維持管理、ＰＲ活動などに利用

できるよう、検討してまいりたいと考えて

おります。 

 また、緑化活動に携わっていただいてい

る方々、先ほどもご答弁申し上げました、

高齢化による担い手不足、これの解消の一

つとなるよう、鶴野苗圃において、若年層

に向けた緑化イベントを計画してまいり

たいと考えております。 

 続きまして、防犯カメラでございますが、

防犯カメラにつきましては、担当所管課が

ございますので、その課が必要と認められ

た際には、公園管理者として占用場所など

含め、協力してまいりたいと考えておりま

す。 

 公園のワークショップにつきましてで

すが、公園のワークショップは、公園やち

びっこ広場の維持管理をしていただいて

いる団体からの意見や要望を通じ、環境維

持や魅力向上などに努めてきております。

今年度につきましては、新型コロナウイル

ス感染拡大の影響もあり、各団体において

自粛や活動停止、こういった状況が続いて

おり、皆様からの声がなかなか拾えていな

い状況にありましたが、令和３年度におき

ましては、引き続き活動のほうを再開され

る、再開したいという声を聞いております

ので、また皆様からの声を拾いながら、耳

を傾けながら、より良い公園づくりにして

いきたいと考えております。 

 以上です。 
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○野口博委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 答弁ありがとうござい

ました。 

 まず３点目、市立集会所でございますが、

耐震基準に適合していないのは１３か所

あるというようなことでございましたけ

ども、一方でこれは、集い場とかいろいろ

地域でも有効に使用されているという現

状もありますので、安全上の問題をしっか

り見据えながら、応急措置できるものであ

ればしながら、こういう活動に支障を来さ

ないように、地域活動をしっかり取り組ん

でいけるように管理をしていただきたい

ということで要望しておきたいと思いま

す。 

 稼働率の低い施設、具体的にありますけ

ども、それにつきましても、よくよく検討

された上で、そこは選挙の投票所にも使わ

れていますから、そういった関連性もあり

ますからね、そういう絡みもしっかり調整

をした上で、閉鎖する時期とか、それから

その後の、これは当然ＦＭになってくるん

でしょうけれども、結構な敷地面積があり

ます。横に駐車場もありますしね、そうい

うことでその後の取り組みについても、こ

れは三宅柳田小学校区にありますから、再

編というテーブルの上にも乗せた上で、そ

の他の施設としっかり整合性も図りなが

ら、今後の検討をお願いしておきたいと思

います。これは要望です。 

 それから４番目のＦＭについてであり

ますけれども、本当はどこの校区から再編

の検討をしていきますよという答弁があ

るのかなと思ったわけです。三宅柳田小学

校を調査されているということで、三宅柳

田小学校が一番先に検討に入っていくん

だろうと思うんです。先ほど最初に言いま

したけども、個別計画では調査をしないと

いけない建物がたくさんあります。三宅柳

田小学校区ね。例えば、環境センターなん

かも入っていますし、そういう意味では一

番先にやっていくんだろうかなと思って

いるわけですけども、そういうのを検討す

る上で、私は常々言っていますけども、建

物だけで検討するのではなくて、その他の

公共物、例えば先ほどありましたようにち

びっこ広場とか、そういったものも含めて

再編をすべきであるということを前々か

ら言っています。もう少し話を進めていき

ますと、大型開発がある場合、開発審査会

に出てきますね。そういうときにもこのＦ

Ｍの原理で、この地域には何が必要なのか、

どういう公共施設が必要なのかというこ

とも考えて、協力金をもらうとか、いろい

ろちびっこ広場をもらうとかいうのがあ

りますけども、そういうときもよく考えて

いただいて、一辺倒にちびっこ広場でもら

うということではなくて、それだったらも

う違うものにしようとか、そういうところ

も踏まえて考えていくことが必要だと思

っていますので、これは検討してください。

大型開発があったときに、やっぱりＦＭで

ちゃんと全体を管理していくということ

が必要やと思いますから、そう必要でもな

いものが要綱に基づいてつくられていく

んだというやり方、機械的にやるんじゃな

くて、その地域に本当に必要なもの、ニー

ズに合ったものを整備していくと、こうい

う考え方をぜひ取り入れていっていただ

きたいなと思います。大型開発がまた進ん

でいく可能性もありますので、そのときに

ぜひこういう考え方が必要やと思います

から、これは要望しておきます。 

 それから狭隘道路です。いろいろケース

を言って申し訳ないです。私は別に否定し

ているわけではないのですけども、なかな
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かハードルが高いなということを指摘し

ているわけでございます。やるんなら本当

にちゃんとそういう整備ができるように

していただきたい。その一つとしては、沿

線に面する、重点路線に面する人たちが協

力しやすいような方法が何かできないか

ということを模索しているわけですけど

も、なかなか他人の土地を整備するという

のは難しいです。はっきり言ってね。戦前

ならこれは国家事業だと言って強制的に

することはできたと思いますけども、道路

を整備するというのはなかなか権利関係

があって難しいんですよね。それを何とか

する何かいい手だてはないかと、私も私な

りに考えているわけでございますが、ぜひ

これは担当課としても、１年後に検証する

ということになっていますけども、やるか

らには実効性のある制度運営をしていた

だきたいなと思います。なかなか細かいこ

とを言うと、煮詰まっていないところもた

くさんあると思うんですけどね。それから

旧の制度についても、ぜひともこれは引き

続き、これは担当課がちょっと違うかもし

れませんが、拡幅が進められていくようお

願いしたいと思います。 

 併せて、道路舗装が老朽化していく問題、

今、重点路線から外れるともう何ら拡幅も

ないし、現状のままとなります。この辺の

道路は、結局、舗装に市からも何の援助も

ない。だから自分たちでやってくださいと

いうようなことで、応急措置はしてくれま

すけどね、そのままです。期待として見る

のは、水道管の入れ替えか、ガス管の入れ

替えのときに原状復帰してくれますから、

舗装がなされることを期待する以外ない

んですね。だからこういうのも何か救済措

置を考えていっていただきたいと思いま

すので、市が全部市道にするための条件を

つけて、これこそ市に移管ができるような

システムが出来上がってもいいと思うん

ですけども、いかんせん、整備してから移

管してくださいというふうにしますから、

その費用をどうするんやという話が出て

くるわけですけども、そういうことも踏ま

えて、今後の課題として、ぜひ忘れないよ

うにお願いしておきたいと思います。これ

も要望です。 

 それから７番目、先ほど「健都桜祭り」、

仮称ですけどね。特に地域が協働でやると

いうことについては協力していきますよ

ということでございましたので、これはそ

ういうことでお願いしたいと思います。地

域と協働でこういう地域を盛り上げてい

くということについては柔軟な姿勢で取

り組んでいただきたいということを要望

しておきます。 

 最後、公園維持管理事業でございます。

緑の基本計画にのっとって、さらにこれは

進めていただけるということでございま

すから、これは期待していきたいと思いま

す。この緑の基本計画は非常にいい計画だ

と私は評価していますので、今後もしっか

り注視していきます。 

 それから防犯カメラですけど、これはぜ

ひとも設置するという方向で、逆に担当課

のほうに働きかけていっていただきたい

と思うんです。人通りの多いところにカメ

ラを設置するということもありますけど

も、人通りの少ないところで犯行は行われ

ると。先日も他の委員より質問されていま

したね。人通りのないところで犯罪が起き

るんです。公園も暗い公園で犯罪が起きる

ということになりますから、夜間も安全・

安心ということを考えると、やっぱり公園

にはカメラがあったほうがいいと思いま

すので、これはぜひ積極的に進めていって
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いただきたいということを要望して、質問

を終わります。 

○野口博委員長 暫時休憩します。 

（午前１１時５５分 休憩） 

（午後 ０時５９分 再開） 

○野口博委員長 再開します。 

 南野副委員長。 

○南野直司委員 それでは質問させてい

ただきます。項目は１３項目になります。

１回目で要望するものもありますし、ほと

んどが２回目で要望という形にさせてい

ただきますので、どうかよろしくお願いし

ます。 

 それでは、予算概要を中心にさせていた

だきます。 

 まず１点目です。１８ページ、庁舎管理

事業についてであります。この庁舎を含め

た公共施設におきましては、省資源、省エ

ネルギー対策、新エネルギーの導入など、

また庁舎の不要な照明の消灯、あるいは適

正な室内温度の保持、用紙、紙の裏の再利

用、会議資料等のペーパーレス化等々含め

た環境に優しい取り組みというものが非

常に重要になってきていると思います。Ｓ

ＤＧｓも打ち出されましたし、地球温暖化

対策として取り組む必要があると思いま

すけども、この庁舎におきましての環境に

配慮した新年度の取り組みについて、ＥＳ

ＣＯ事業等とも含めながら、もしできるの

であればご答弁いただきたいと思います。 

 それでは続きまして２点目です。２２ペ

ージ、情報化推進事業についてであります。

これはもういろいろ議論が出ております

ので、もう要望とさせていただこうと思い

ます。新年度におきましては、汎用電子申

請システムの導入、また各種手続のオンラ

イン化の推進、そして業務の効率化におき

ましては、チャットツール導入での業務の

円滑化、テレワーク本格導入に向けた環境

整備、あるいは情報系ネットワーク環境の

ＲＰＡ導入などなど、新年度におきまして

は、本当に一歩も二歩もこの電子自治体の

推進という観点から進めていただけるこ

とを高く評価するところであります。 

 市民の皆さんからのニーズとしまして

は、いつでも、どこでも、どこからでも申

請ができる電子自治体の推進というニー

ズがやはり年々高くなってきております

し、コロナ禍の中でありますので、市役所

に来なくてもどこからでも申請ができる

システムの構築というのはさらに必要だ

と思いますので、どうかマイナーポータル

の項目をふやすとか、さらにあと汎用のツ

ールですかね。ロボフォーム等々の活用、

これは費用対効果も高いと聞いておりま

すので、いろんな方策を使いながら摂津市

としての電子自治体の推進をさらに進め

ていただきますよう、要望としておきます

ので、よろしくお願いします。 

 それから３点目です。同じく２２ページ、

ＬＥＤ防犯灯等犯罪防止推進事業につい

てであります。新年度におきましても、警

察をはじめとする関係機関と防犯キャン

ペーンの実施や、特殊詐欺の手口等につい

ての周知を行われると認識をしておりま

すけれども、内容について、どのような取

り組みを考えておられるのか、１回目でお

聞きしたいと思います。 

 それから、４点目です。 

 予算概要３２ページの課税事務事業に

ついてであります。 

 新年度におきましては、コンビニ交付サ

ービスに、所得課税証明書を追加しますと

いうことで取り組んでいただきます。これ

も高く評価をするところでございます。 

 この新年度のコンビニ交付の所得課税
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証明書、どれくらいの数を見込んでおられ

るのか。それと、また、今、コロナ禍とい

うこともありまして、郵送で各種証明書が

取れるということで、この所得課税の証明

書もこの郵送の中に入っておりますけれ

ども、例えば令和２年度の実績をお答えい

ただけたらなと思いますので、よろしくお

願いします。 

 それから、５点目です。 

 予算概要８２ページです。 

 交通安全啓発事業で、高齢者の運転免許

証自主返納を促進するために、人生１００

年ドライブを推進してまいりますという

ことで、新年度も取り組んでいただけます。 

 この人生１００年ドライブということ

で、新年度の譲渡に向けてのスケジュール

等々、もしあったらお聞かせいただきたい

と思います。 

 それと、制度の周知の方法を聞かせてい

ただきたいと思います。 

 これは全国初の取り組みということで、

オープニングに私も行かせていただきま

した。新聞社の方、多く来られていたり、

すごく反響もあったと思います。新聞記事

も掲載されましたし、市民の方からもすご

く高い評価もあったと思いますけども、そ

れも含めてご答弁いただけたらなと思い

ますので、よろしくお願いします。 

 それから、６点目です。 

 これは予算概要８４ページになります

けども、各駅前の自転車駐輪場に関係する

ことで、昨年、摂津市自転車活用推進計画

ということで、策定していただきました。

改めて今回ちょっと見させていただいた

んですけれども、摂津市にとって大事なこ

と、自転車利用に対して大事なことが書か

れてるなと改めて思いました。 

 計画の中の目標１、自転車を利用しやす

いまちということで、三つ掲げられてるん

ですけれども、一つは自転車の通行空間の

計画的な整備。これは矢羽型路面標示等々、

今やっていただいております。 

 それからもう一つは、駅周辺の交通対策。

そして、もう一つはレンタサイクル事業の

促進ということで、シェアサイクルという

考えもあると思うんですけれども、これは

摂津市独自の何か取り組みができるのか

なというふうに思ってまして、摂津市民の

方は自転車の利用が多いですから、このレ

ンタサイクル事業、シェアサイクルも含め

て、令和３年度の検討課題、新年度の検討

課題、それから次に向けての取り組みにつ

いて、もし考えておられることありました

ら、お聞かせいただきたいと思います。 

 次に、７点目です。 

 ８６ページ、道路管理事業の中の、道路

照明等の数についてであります。 

 摂津市の街路灯につきましては、１，０

５０基ほどあったと思います。毎年毎年、

幾つか点検もしながら、ＬＥＤ化しながら、

新たなものに交換していっていただいて

いると思うんですけども、約１，０５０基

のうちの半分くらいＬＥＤに変えていた

だいていると思いますけども、令和３年度

はどのような数を見込んでおられるか

等々、お聞かせいただきたいと思います。 

 それから、８点目です。 

 都市計画マスタープラン策定事業、９０

ページですね。先ほども質問の中でありま

したけども、令和３年度に関しましては、

摂津市都市計画マスタープランを見直す

ために、これまでの取り組みを評価、検証

してまいりますということでありました。 

 現行の都市計画マスタープランの特徴

といたしましては、行政中心でつくられた

計画ではなく、市民、事業者、ＮＰＯ等と
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の協働の取り組みに重点をおいた計画と

なっていますと。 

 策定に当たっては、市民を交えた組織づ

くりから始まり、協働をテーマにした市民

意向調査も行いましたということで、現行

のマスタープランをつくられております

けれども、見直しに当たってもこういう指

標というのが取り入れられるのかどうか

等々、今考えておられることがあったらお

聞かせいただきたいと思います。 

 私は非常に大事なことやなと思って、質

問させていただきました。 

 ９点目です。 

 予算概要９２ページ、多世代同居・近居

支援事業についてであります。 

 「ちっちゃな摂津のでっかな暮らしの野

望」ということで、課長からのご答弁等々

聞いておりますと、申請ケースもぐんとふ

えてきたということで、摂津市独自のシテ

ィプロモーションの観点から、摂津市って

こんなすばらしい制度があるんだよとい

う、一つのすばらしい施策やと思います。 

 改めて周知の方法、そしてこれは広報課

の方と議論がなされるかなと思うんです

けども、インスタグラムを発信していくと、

新年度ということなので、そういうＳＮＳ、

摂津市の公式ＬＩＮＥもそうですけども、

そういったツールを使って、どうか全国に

発信していただきたいなと思うんですけ

ども、ちょっとそれも含めてお聞かせいた

だけたらなと思いますので、よろしくお願

いします。 

 １０点目です。 

 同じく予算概要９２ページ、震災対策推

進事業についてです。 

 これは要望とさせていただこうと思う

んですけれども、先日、今年に入ってから

ブロック塀がばさっと倒れてしまったお

うちがありまして、その所有者、ご家族の

方と建築課の窓口のほうへ行かせていた

だいて、耐震診断、それから耐震改修、そ

れからブロック塀の補助の制度のご説明

を丁寧に聞かせていただきました。 

 使う、使わないというのは、建物の所有

者の方が決められることですけれども、大

阪北部地震、あるいは台風２１号からこれ

だけもう年数がたってるねんけども、まだ

こういった制度あるんですよという、しっ

かりと多くの市民の方に知らせていくと

いうことがまだ非常に大事なことだと思

いますので、あらゆる機会を通して、周知

の徹底を続けてしていただきたいと思い

ます。 

 新年度で大阪府の補助が終わるという

ことで、制度としてなくなってしまうかも

分からないですけども、しっかりと多くの

市民の方に知っていただけるように、周知

の徹底をよろしくお願いをいたします。引

き続き。これは要望をしておきます。 

 それから、１１番目です。 

 予算概要９４ページ。公園維持管理事業

及び電気機関車等公開事業につきまして、

これも要望とさせていただこうと思いま

す。松本委員、また公園に関しては安藤委

員からもご質問がありまして、私も同じ思

いであります。 

 この新幹線の公園につきましては、様々

取り組んでいただいておりまして、高く評

価をいたします。毎週日曜日に拡充、公開、

あるいは送風機を設置するなど、環境の整

備をしていただきますけども、駐車場がな

いということで、それを逆手といいますか、

利用して、休日の天気のいい日なんかはす

ごく多くの人が市役所の駐車場に親子連

れですけれども止めて、歩いて新幹線公園

まで行ってる姿を、私ども何回も見ており
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ます。これから桜の季節になります。多く

の方が新幹線公園に行かれると思います。

民間活力の導入ということも出ておりま

したけれども、ただ、民間活力の導入にな

ったとしても、楽しんで新幹線公園まで家

族連れが、例えば新幹線に対するクイズを

やりながら、わくわくしながら行くという

のは、すごく大事なことやなと思いました。

そういう角度からも、一回ご検討いただけ

たらと思います。 

 あと、全体的な摂津市における公園の在

り方というものは、本当にまちづくりの中

で、摂津市における公園の在り方って本当

に大事やなと思います。１４．８７平方キ

ロメートルと、市の面積としては本当に大

阪府の中でもコンパクトなまちでありま

す。山も海も谷もないですけども、川はあ

りますけども、そういう川の水辺、あるい

は多くの公園がありますので、子育て世代

のそういう方たちのコミュニケーション

の場、魅力ある公園づくりというものがす

ごく摂津市にとっては大事なことだと思

いますので、引き続き、公園の維持管理、

それから遊具の設置等々進めていただく

ように、要望としておきますので、よろし

くお願いをいたします。 

 それから、続きまして１２番になります。 

 １０２ページの防災資機材及び備蓄用

品整備事業です。その中で、新年度は新味

舌体育館へのマンホール用トイレ及びテ

ント１２セットの配備に向けての準備を

していただけるということであります。 

 この備蓄品、防災機能を備えたマンホー

ル用トイレとテントですけれども、例えば

これは新味舌体育館は、その次の年度にな

ります。令和４年４月ですか、そのオープ

ンに向けて、今、建築が進んでおりますけ

れども、備蓄品も備蓄されると思いますけ

れども、ストックする場所とか、そんな備

蓄品などの準備等々、新味舌体育館で考え

ておられる、ありましたら教えていただき

たいなと思います。 

 最後です。 

 同じく１０２ページ、情報収集伝達体制

整備事業についてであります。 

 一つは、デジタル防災無線を活用してい

ただいたり、このコロナ禍を受けて、市民

の皆さんへ緊急事態宣言が出て、自粛のお

願いということで、デジタル防災無線を活

用した周知、それからもう一つは少し角度

が違いますけども、環境業務のごみ収集車

で、そういった啓発、テープを流していた

だいた等々、非常に高く評価をしておりま

す。多くの市民の方からちゃんとやってい

ただいてますねとお声も頂いてますけれ

ども、災害が起こったときに、市民の皆さ

んに情報を迅速に発信していくというも

のがすごく大阪北部地震、あるいは台風２

１号等々経験して、勉強になったことやと

思うんですけれども、例えば令和元年度に

はＹａｈｏｏ防災アプリと協定を結ばれ

たり、いろいろされておりますけれども、

現時点でのもし地震が発生したときの情

報伝達方法、メールとか、公式ＬＩＮＥと

かもありますけれども、どのように考えて

おられるのか、考えておられるか、実施さ

れるか、お聞かせいただきたいなと思いま

す。以上で１回目終わります。 

○野口博委員長 池上部参事。 

○池上総務部参事 それでは、資産活用課

に関します質問にお答えさせていただき

ます。 

 庁舎管理に関して、環境配慮についてで

ございますけれども、委員がおっしゃって

ましたように、今までも庁舎管理としまし

て、節電や節水等、ひいては環境への配慮
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の取り組みを行ってきたところでござい

ますが、平成３０年度からＥＳＣＯ事業を

導入しまして、令和９年度までの１０年間

を契約期間として、新たに、さらなる省エ

ネに取り組んでおるところでございます。 

 ＥＳＣＯ事業につきましては、空調や照

明機器などを省エネ機器に更新しまして、

エネルギー削減を図るものでございまし

て、毎年計測検証を行いまして、電気、ガ

ス、上下水道について、使用料に基づいて、

省エネルギー率など、目標達成しているか

どうかの報告を受けているところでござ

います。 

 令和元年度の事業効果としましては、平

成２５年度から平成２７年度の光熱水費

の実績をベースラインとして比較した結

果、省エネルギー率が３７．９％、ＣＯ２

削減率３７．７％であり、職員、来庁者、

市民の皆さんのご協力によりまして、エネ

ルギーの削減目標を達成し、ＥＳＣＯの導

入効果があらわれているということにな

っております。 

 ただ、令和２年度につきましては、新型

コロナウイルス感染症の影響もございま

して、換気回数がふえ、それに伴い、電気

の使用量もふえているため、過去２年に比

べまして、削減率は低くなると予想されま

すけれども、ＥＳＣＯ事業の導入前よりも

省エネが図れているものだと感じており

ます。 

 今後といいますか、令和３年度もコロナ

禍ではございますけれども、引き続きエネ

ルギー削減に取り組んでまいりたいと考

えております。 

○野口博委員長 川西課長。 

○川西防災危機管理課長 では、質問番号

３番でございます。 

 行政に関しまして、防犯キャンペーンの

取組内容ですが毎年、春と秋に駅前などの

市内の主要な箇所で、摂津市防犯協会が中

心となりまして、防犯キャンペーンが実施

されております。 

 取組内容につきましては、大阪府警から

別段の指定はないようでございますので、

これまでは啓発場所の地域性を配慮いた

しまして、例えば駅前の金融機関が多い場

所でしたら、振り込め詐欺の防止であった

り、特殊詐欺の防止。 

 例えば、郊外の量販店でキャンペーンを

されるときは、車で来場される方が多いの

で、ナンバープレートの盗難防止を呼びか

けるなど、そのキャンペーンを実施する地

域性に応じまして、効果的な啓発を展開し

ておられます。 

 この令和３年度の防犯キャンペーンの

中身につきましても、摂津市防犯協会が中

心となって、今後キャンペーンの中身を検

討されると聞いておりますので、今の時点

ではテーマはまだ我々、聞かせていただい

ておりません。以上でございます。 

○野口博委員長 妹尾課長。 

○妹尾市民税課長 それでは、市民税課に

係りますご質問にご答弁申し上げます。 

 質問番号の４番。 

 予算概要の３２ページ、課税事務事業に

関しまして、コンビニ交付の証明の関係に

つきまして、どれくらい見込んでいるかと

いうことでございました。 

 コンビニ交付で見込んでおりますのは、

全体で発行します所得課税証明書のうち、

１割までいかないというところかなと考

えております。 

 年間で窓口と郵送も含めまして、発行枚

数としては、約１万件を見込んでおります

ので、その約１割までということと、あと

導入までにシステム改修等の時間がかか
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りまして、実際、交付開始ができますのは、

令和４年２月からを想定しておりますの

で、２か月分ということで、約１６６件で

考えておるところでございます。 

 次に、郵送による請求の証明書の発行の

枚数というところでございます。 

 令和２年度につきまして、今年の２月ま

でで、所得課税証明で限らせていただけれ

ば、約４００件でございます。以上でござ

います。 

○野口博委員長 永田建設部参事。 

○永田建設部参事 では、南野委員のまず

５番目の人生１００年ドライブの新年度

に向けたスケジュール等についてのご質

問にお答えいたします。 

 譲渡する自転車につきましては、放置自

転車公示後、６か月以上経過し、市に所有

権が帰属され、また警察による防犯登録の

削除など、引き渡し条件が整った自転車の

確保をすることが先決であります。その確

保をした上で、開催に向けての調整をして

まいります。 

 具体的なスケジュールについては決め

ておりませんが、譲渡開催日は年に数回、

譲渡日を定め、場所は放置自転車保管事務

所を予定しております。 

 自転車については、各申請者が選定して

いただき、引き渡しの手続を行い、本市か

らは自転車譲渡証明書を交付し、自転車を

譲渡する運びとなります。 

 また、次に、周知方法につきましては、

摂津警察及び摂津交通安全自動車協会の

窓口へのポスター掲示、またホームページ

の掲載、それと交通安全教室、高齢者安全

教室など、機会があるごとに周知を図って

まいりたいと考えております。 

 反響のあったことについてのご質問で

ございますが、人生１００年ドライブにつ

きましては、新聞紙面にも取り上げられ、

また時事通信にも掲載されました。 

 そのため、福岡県の北九州市や、埼玉県

の草加市、所沢市など、各自治体からの問

い合わせがあり、この取り組みが注目され

ていることがうかがえます。 

 また、譲渡式の参加者からは、免許を返

納し、行動範囲が狭くなり困っていたと。

また、安全走行に努めながら、これからの

自転車生活を楽しみたいなどの声を頂き、

本制度は市民の移動手段に効果があるも

のと思われます。 

 次に、レンタサイクル、シェアサイクル

についての取り組みでございますが、レン

タサイクルは現在、鉄道等民間事業者によ

り、ＪＲ千里丘駅、阪急摂津市駅に設置さ

れております。 

 通勤、通学の駅への移動手段として、多

くの方が利用されております。 

 またモノレール、摂津駅、南摂津駅の２

駅では、駅構内の改札前に、レンタサイク

ルが設置されておりましたが、かねてから

駅構内の安全確保など、事業継続に課題が

ありましたので、モノレール高架下へ移設

するということで、大阪モノレールからの

お話があり、ただ事業を継続していただき

たいということで、現在、両駅の高架下に

設置されております。 

 その移設の際には、本市も積極的に協力

してまいりました。 

 設置された自転車は、ソフトバンクグル

ープの事業者で、シェアサイクル事業とし

て展開している鉄道利用者の、シェアサイ

クル事業として、大阪市内の駅前やコンビ

ニエンスストアを中心に展開しておりま

す事業者のほうが、シェアサイクルの自転

車を設置しておりまして、本市としまして

も、レンタサイクル事業や、シェアサイク
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ル事業の展開は、鉄道利用者の利便性向上

や地域の活性化に大きく寄与するものと

して、重要であると考えております。 

 そのため、事業継続されるよう、積極的

に協力したいと考えております。 

 現在、モノレール改札から、駅舎下に設

置されているシェアサイクルの設置場所

までの案内看板を設置するため、施設管理

者であります茨木土木事務所と協議を行

っており、モノレール改札口から、シェア

サイクル設置場所までの案内表示を設置

し、利用促進に努めるように取り組む予定

でございます。以上でございます。 

○野口博委員長 井上課長。 

○井上道路管理課長 ７番目のご質問の

街路灯修繕事業におけるＬＥＤ化も含め

た令和３年度の取り組みについてお答え

いたします。 

 本市の管理する街路灯は、現時点で１，

０５０基ございますが、街路灯修繕事業で

は、道路利用者や、第三者への被害を防止

し、街路灯の適切な維持管理を行うため、

点検や修繕を実施しております。 

 令和３年度は国の点検要領に基づいて、

１０年に一度の灯具の取り付けボルトの

ゆるみや、支柱基礎の腐食などの確認を行

う街路灯点検を分割実施するもので、約５

０基の点検を計画しております。 

 この事業予算につきましては、国の令和

２年度、第３次補正予算におきまして、同

事業が交付金の配分の対象となりました

ので、国庫補助事業として実施するため、

このたびの令和２年度補正予算に計上し、

全額翌年への繰り越しを行い、令和３年度

に実施するものでございます。 

 なお、本市の街路灯、１，０５０基の内

訳は、ＬＥＤが約６２０基、水銀等が約２

５０基、蛍光灯が約１４０基でございます

が、水銀と蛍光灯を合わせた４３０基につ

きましては、年間５０基程度発生する灯具、

玉切れ等の修繕に合わせまして、継続して

ＬＥＤ化を行い、今後１０年程度で全てＬ

ＥＤ化される見込みでございます。 

○野口博委員長 杉山課長。 

○杉山都市計画課長 それでは、都市計画

マスタープラン策定事業についてのご質

問にお答えいたします。 

 委員がお示しのとおり、現行の都市計画

マスタープランは、市民や事業者との協働

による計画の推進を図るということで、前

回の改訂に当たりましても、見直し策定委

員会や、庁内検討作業部会を設置し、市民

の方々にもご参画いただいております。 

 また、まちづくりに関するアンケート調

査を実施するなど、市民のご意見をいただ

きながら、改訂を行っております。 

 令和３年度から予定しております今回

の改訂におきましては、市民のご意見をい

ただく機会としまして、学識経験者を始め

市民４名の方を含む委員で組織しており

ます、都市計画審議会の活用ですとか、パ

ブリックコメントの実施を考えておりま

す。 

 こうした機会で、頂いた意見を踏まえま

して、改訂を行ってまいりたいと考えてお

ります。以上でございます。 

○野口博委員長 寺田課長。 

○寺田建築課長 それでは、９番目の多世

代同居・近居支援事業に関わりますご質問

にお答えいたします。 

 委員がお示しのとおり、この制度につき

ましては周知が非常に重要ということは

認識いたしておるところでございます。 

 先日の委員会の議論の中でも、この内容

で申し上げてきたところでございます。 

 市内外のこの制度の認知度をいかに高
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めていくかというところで、この制度を開

始後、様々なＰＲ活動はさせていただいた

ところでございます。 

 具体的に申し上げますと、万博記念公園

内の住宅展示場のイベントでのＰＲチラ

シの配架であったり、大阪モノレール各駅

での配架、それから委員に以前ご提案いた

だいた市民課での転入者向けの配布チラ

シの中で同封をさせていただくというよ

うな取り組みも併せてさせていただいた

ところでございます。 

 令和２年度につきましては、シティプロ

モーションということで、広報課のほうと

ご協力をいただく中で、サマージャンボ宝

くじでのうちわの面に、この本制度の内容

のＰＲを掲載いただくなど、市内外へ広く

アピール、効果的な情報発信に努めてきた

ところでございます。 

 委員がお申出いただいているインスタ

グラムなどの新しいＳＮＳによる情報発

信の取り組みということでございます。 

 こちらにつきまして、本制度を申請され

てる方、やはり２０代、３０代の子育て世

帯の方のご利用が多く、市内での同居ない

しは近居ということで、新しく住宅を取得

されるケースも多うございます。 

 そういう方はやはりＳＮＳを利用され

ておられるような世代でもございますの

で、このようなところの部分については、

引き続き広報課のほうの、またお知恵もお

借りしながら、推進のほうに向けて努めて

まいりたいと考えております。以上でござ

います。 

○野口博委員長 川西課長。 

○川西防災危機管理課長 質問番号１２

番でございます。防災資機材及び備蓄用品

整備事業ということで、新しく味舌にでき

ます体育館のところに備蓄品はどうなの

かというお問いでございました。 

 予算要求しておりますマンホールトイ

レであったり、マンホールトイレ用のテン

トであったり、これ以外に新しい味舌の体

育館の中には、備蓄倉庫もできてまいりま

すので、非常食等もこれは用意してまいり

ます。 

 続きまして、質問番号１３番でございま

す。 

 情報収集伝達体制整備事業ということ

でございまして、特に地震、震災時の緊急

の情報発信について、どういうものがある

のかというお問いでございました。 

 具体的には防災行政無線のほか、あと摂

津市のホームページでありましたり、携帯

電話、スマートフォンを活用いたしました

エリアメール、また摂津市のＬＩＮＥ、Ｙ

ａｈｏｏ防災アプリ、あとテレビの地上波

デジタル放送のｄボタン、このあたりを通

じまして、即時の情報発信に努めてまいり

ます。以上でございます。 

○野口博委員長 南野副委員長。 

○南野直司委員 ありがとうございます。 

 それでは、１点目の庁舎管理事業につき

まして、ＥＳＣＯ事業含めて、本庁舎の環

境にやさしい取り組みということで、課長

からご答弁をいただきました、摂津市役所

という、一つの企業として模範に慣れるよ

う、今後も環境政策課等々と、関係機関と

連携を図りながら、環境にやさしい取り組

み、地球温暖化対策を見据えた取り組みを、

どうか引き続きしていただきますよう、よ

ろしくお願いいたします。要望としておき

ます。 

 それから、３番目のＬＥＤ防犯灯等防犯

推進事業についてであります。 

 防犯キャンペーンについては、まだこれ

からだということで、課長からご答弁をい
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ただきました。 

 この中で、そのキャンペーンをされる場

所によって、いろいろ工夫されてると思う

んですけれども、特殊詐欺が非常に社会問

題になっておりまして、産業振興課が貸与

されております自動録音装置があるんで

すけれども、新しい電話機には初めから備

わってるので必要ないんですけど、年数の

経った電話を付けておられるご家庭で、お

一人暮らしの高齢者の方等々で、振り込め

詐欺のような電話がしょっちゅうかかっ

てくるおうちに、それを付けるとぴたっと

かかってこなくなるということで、効果が

あると私自身は認識しておりますので、も

し可能であれば連携を取っていただいて、

そういうこんなん貸与してますよという

ことを、市民の方に知っていただくという

思いで、周知していただければなと思いま

すので、よろしくお願いします。要望とし

ておきます。 

 あと、４番目の課税事務事業につきまし

て、様々な角度から数字のほう、課長から

ご答弁いただきました。コンビニ交付につ

きましては、これから数字も年々ふえてく

るのかなと思いますけれども、先ほどちょ

っとお聞きさせていただいた中で、所得課

税証明書だけで４００件あるということ

で、大変多く利用されてるなと思いました。 

 マイナンバーカードについて、市役所新

館１階もいっぱい並んでおられて、発行、

交付されております。どんどんこういうコ

ンビニ等々で各種証明書が発行できるよ

うになってきておりますけれども、やっぱ

りそれになかなかついていけないという

か、高齢者の中でマイナンバーカードもま

だ持っておられない、コンビニに行っても

発行できない、市役所に行くのも大変だと

いう方に対しては、このコロナ禍もあって、

ホームページに証明書の郵送請求という

ことで載せていただいておりますけれど

も、これ、１４２項目あります。各課にま

たがっておりますので、もし総務部長か、

副市長か、この郵送申請の活用方法、在り

方、私は大事やと思うんですけども、考え

方についてご答弁いただけたらなと思い

ますので、よろしくお願いします。 

 それから、５点目につきまして、交通安

全啓発事業の中の人生１００年ドライブ

ということで、部参事からスケジュール、

あるいは周知方法につきましてご答弁い

ただきました。すばらしい、摂津市独自の

全国に発信できる取り組みであると認識

しております。全国からも既に注目を浴び

ておりますので、さらにＳＮＳ、ＬＩＮＥ、

あるいは新年度始まるインスタグラムを

通じて、全国へどんどん発信できるように、

周知、徹底のほうをよろしくお願いいたし

まして、要望としておきますので、よろし

くお願いいたします。 

 ６点目のレンタサイクル事業、あるいは

シェアサイクル事業につきまして、中身、

考え方、あるいは今後の取り組みについて

部参事からご答弁いただきました。 

 どちらかというと、摂津市は観光地では

ないので、私はシェアサイクルよりもレン

タサイクルのほうが合ってるのかなと思

ってるんですけれども、様々な角度から民

間事業者等々と連携を図りながら、摂津市

独自の自転車利用という観点から取り組

みができるように、今後もどうかご検討を

していただいて、よろしくお願いいたしま

す。要望としておきます。 

 それから、７点目の街路灯につきまして、

課長からご答弁をいただきました。 

 毎年、５０基ほど点検して交換してまい

ります。今後、１０年間で全てがＬＥＤに
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変わっていくということで、ご答弁を頂き

ました。 

 これも環境にやさしい取り組みであり

ますし、ちょうど東日本大震災から１０年

が経ちましたけども、あのときにちょうど

原発事故が起こって、民間も全てがそうい

う節電、省エネの取り組みをしていこうと

いうことで、ＬＥＤ化等々の電球に交換し

ていったわけでありますけども、こういう

環境に優しい長寿命化のＬＥＤ証明に今

後も変えていただくよう、よろしくお願い

をいたします。要望としておきます。 

 それから、続きまして、８番目の都市計

画マスタープランの策定につきまして、見

直しにおけるパブリックコメント、あるい

は有識者の方の意見を取り入れていくと

いうことで、課長からご答弁をいただきま

した。 

 非常に多くの意見を聞きながら施策に

反映していくということは大事なことだ

と思いますので、どうかよろしくお願いを

いたします。これも要望としておきます。 

 ９番目の多世代同居・近居支援事業につ

きまして、周知がこれは一番大事なことで

すということで、中身について課長からご

答弁いただきました。 

 どうか、様々なＳＮＳ等々通じて、これ

も全国に発信できるようによろしくお願

いします。要望としておきます。 

 それから、１２番目の新味舌体育館への

備蓄品について、課長からご答弁をいただ

きました。市内のそういった備蓄品に関し

ましては、防災危機管理課のホームページ

のほうに上げていただいてまして、市独自

で備蓄しているもの、あるいは重点１１品

目の備蓄数量等々、コミュニティ防災資機

材一覧ですか、アップしていただいており

ます。ありがとうございます。分かりやす

くアップしていただいておりますけれど

も、備蓄品に関しましては、収容人数分を

なかなかストックする場所、配置できない

等々の課題はありますけれども、いつ災害

が起こっても、最小限対応できるような取

り組みを、今後も進めていただきますよう、

これは要望としておきますので、よろしく

お願いします。 

 最後の情報収集伝達体制整備事業の中

で、災害が起こったときの情報発信という

ことで、中身について課長からご答弁をい

ただきました。 

 一つは先ほどから何回も言ってますけ

ども、新年度で始まるインスタグラムです

けれども、あれはふだんは摂津市の魅力と

か、スポットとか、そういった部分を発信

していくツールでありますけれども、災害

が起こったときはそういったＳＮＳのツ

ールも、情報発信として私は使っていくの

が大事なことだなと思っておりますので、

どうか関係課と連携取っていただいて、よ

ろしくお願いします。 

 あと、あるいは地方のほうで取り組んで

いただいております、これは電話、ファク

ス、配信サービスというんですか。そうい

うこともなかなかスマートフォン苦手な

んだという方も、これだったらいけると聞

いてますので、いろいろ様々な観点から研

究を重ねていただいて、市民の方へ迅速に

情報を発信できるように、さらに取り組み

を進めていただきますよう、お願いをいた

しまして、要望とさせていただきます。 

○野口博委員長 そしたら、郵送申請の問

題で、副市長。 

○奥村副市長 それでは、郵送等による手

続について、私のほうから答弁をさせてい

ただきます。 

 現在は近くのコンビニで住民票の写し
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を取ることができます。 

 それから先ほど答弁ありましたように、

令和３年度から所得課税証明書の発行も

予定しております。それ以外の市役所の各

種手続については、やはり多くは窓口申請

を主としております。 

 それから、新型コロナウイルス感染症対

策として、ソーシャルディスタンス、三密

を避けるために、現在、多くの郵便受付を

取り扱っております。市民の皆様からすれ

ば、わざわざ市役所に行かなくても、郵便

等の手続であれば便利であります。 

 そして、これからもコロナウイルス対策

として、人と人との接触機会を減らすこと

は必然であると思っております。 

 通信機器の発達によりまして、電子申請

等の各種手続が進んでおり、さらなるデジ

タル化、電子化の取り組みが時代の要請と

なっておりますが、反面、機器の所有が限

られた、あるいはまた操作に不慣れな高齢

者にとりましては、なじみにくく困難であ

り、窓口、郵送等の手続が利用しやすいの

ではないかと思っております。 

 今後さらに郵送手続の拡大ができるか

どうか、これも忘れてはならないと思って

おります。 

 市民の皆様にはできましたら、記載漏れ

のないように、また確認が必要な場合もあ

るかもしれませんので、事前の担当課への

問い合わせ、あるいは事前確認をしていた

だくなど、スムーズな事務処理にご協力頂

ければ幸いと思っております。以上です。 

○野口博委員長 南野副委員長。 

○南野直司委員 副市長からご答弁いた

だきました。非常に郵送請求というものが

大事やなと思います。どうか市民の皆さん

に広く知っていただくために、これも周知

の徹底をよろしくお願いします。 

 いろいろ見てまして、気づいた部分が一

つありますので、これは要望としておきま

すけれども、例えば所得証明書を郵送で請

求する場合に、郵便局で、郵便小為替を購

入して、摂津市は返信用の封筒も入れて、

自分の住所と名前を書いて、返信用の封筒

を入れて、それを送って、１週間から２週

間後にはおうちにまた届くというシステ

ムですけれども、茨木市は細かい話なんで

すが、この郵送料は茨木市が負担しますと

いうことで書いておりますので、恐らく返

信用の封筒は入れなくていいんじゃない

かなと思っています。 

 一回、また調べていただいて、それも私

は大事なことやな、ちょっとしたお金の話

なんですけども、市民サービスの向上とい

う観点で、市民の方への優しい取り組み、

この所得証明書だけじゃないんですよ。百

四十何までありますけども、そういう費用

がかかる分ですね、ほかの市はどういうふ

うにされているのか、返信用封筒を入れら

れてるのか、どのような取り組みをされて

いるのか、また研究していただいて、どう

かこの郵送請求、充実できるように、よろ

しくお願いしまして要望としておきます。

以上で終わります。 

○野口博委員長 以上で、総務部と建設部

に関する質疑を終わります。 

 暫時休憩します。 

（午後１時５４分 休憩） 

（午後２時 ２分 再開） 

○野口博委員長 再開します。 

 引き続き、議案第１号所管部及び議案第

９号所管部の審査を行います。 

 本２件について、補足説明を求めます。 

 最初に、大橋市長公室長。 

○大橋市長公室長 それでは、議案第１号、

令和３年度摂津市一般会計当初予算のう
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ち、市長公室に係る事項につきまして、目

を追って、その主なものについて補足説明

をさせていただきます。 

 まず、歳入でございます。 

 ４８ページ、款１６府支出金、項３委託

金、目１総務費委託金では、人権啓発の事

業に係る人権啓発活動委託金を計上いた

しております。 

 ５６ページ、款２０諸収入、項４雑入、

目２雑入では、広報誌及びホームページへ

の広告掲載料、退職者の上下水道部での在

職期間に応じて、企業会計から収入いたし

ます、退職手当等上下水道事業会計負担金、

大阪府後期高齢者医療広域連合等から収

入する派遣職員に係る給与等負担金。会計

年度任用職員等雇用保険個人掛金を計上

いたしております。 

 次に、歳出でございます。６８ページか

ら７２ページ。 

 款２総務費、項１総務管理費、目１一般

管理費では、秘書業務をはじめとする、市

長公室各課に関わります事務執行経費の

ほか、人事課が所管いたしております職員

研修、労働安全衛生、職員健康管理、職員

厚生会関係などの予算を計上いたしてお

ります。 

 ７２ページから７４ページ。 

 目２文書広報費では、広報誌及びホーム

ページに係る経費のほか、シティプロモー

ションの推進に向け、大阪銘木イベント実

施に係る補助金などを計上いたしており

ます。 

 ７６ページから７８ページ。 

 目５企画費では、鳥飼まちづくりグラン

ドデザイン策定に係る調査・審議を行う委

員会の委員報酬や委託料、淀川河川防災ス

テーションの整備計画承認に向け、上部利

用施設等の検討に係る委託料などを計上

いたしております。 

 ８０ページ、目１１女性政策費では、第

４期摂津市男女共同参画計画策定に係る

委託料などを計上いたしております。 

 同じく、８０ページから８２ページ。 

 目１２男女共同参画センター費では、男

女共同参画センターの講座開催及び相談

業務など、事業運営に要する経費を計上い

たしております。 

 ８６ページ。 

 目１７諸費では、摂津市人権行政推進計

画改訂計上いたしております。 

 次に、人件費に係る内容をご説明いたし

ます。 

 ２０４ページからの給与費明細書をご

参照ください。 

 令和３年度当初予算人件費は、特別職に

係る予算として、３億７，５４８万６，０

００円、一般職に係る予算といたしまして、

６１億４６４万８，０００円。総額６４億

８，０１３万４，０００円を計上いたして

おります。 

 前年度当初予算と比較いたしますと、４，

５６６万３，０００円の減額となっており

ます。 

 これらの人件費の内訳は、それぞれの予

算科目において計上いたしており、報酬が

１１億１，５２１万６，０００円。給料が

２２億３，５６４万５，０００円。職員手

当等が２１億１，４１８万３，０００円。

共済費が１０億１，５０９万円となってお

ります。 

 次に、一般職の人件費の主な増減につい

てでございますが、人件費全体では、１，

４０６万３，０００円の減額となっており

ます。 

 この内訳につきましては、報酬で２，６

３５万３，０００円の増額。給料で２，６



- 40 - 

 

１１万７，０００円の減額、職員手当で、

２，２０６万２，０００円の増額、共済費

で３，６３６万１，０００円の減額でござ

います。 

 報酬は、パートタイム会計年度任用職員

の増員に伴う増額。給料は技能労務職の退

職不補充等に伴う減額。職員手当は令和２

年人事院勧告に伴う期末手当の支給月数

の引下げの一方で、退職予定者数が前年度

に比べ増加することなどに伴う増額。共済

費は期末手当の減少に伴う減額がそれぞ

れの主な要因でございます。 

 続きまして、議案第９号、令和２年度摂

津市一般会計補正予算（第１１号）のうち、

市長公室に係る事項につきまして、目を追

って主な内容について補足説明をさせて

いただきます。 

 歳入についてでございますが、２２ペー

ジ、款１８寄附金、項１寄附金、目１寄附

金では、人権女性政策課に係る指定寄附金

を増額いたしております。 

 次に、歳出でございます。 

 ２６ページから２８ページ。 

 款２総務費、項１総務管理費、目１一般

管理費では、旅費などの経常経費について、

決算見込みによる減額をいたしておりま

す。 

 ３０ページ、目１１女性政策費では、役

務費、委託料を、目１２男女共同参画セン

ター費では、報酬、旅費など、３２ページ、

目１７諸費では、報酬、委託料について、

それぞれ決算見込みによる減額をいたし

ております。 

 次に、人件費に係る内容について、６６

ページからの給与費明細書をご参照くだ

さい。 

 特別職の人件費につきましては、報酬で

１，２８０万１，０００円の減額となって

おり、議員及びその他の特別職に係る決算

見込みによる減額でございます。 

 次に、一般職の人件費につきましては、

報酬で６，５５３万１，０００円の減額。

給料で２，３９８万７，０００円の減額。

職員手当で、１，８６５万７，０００円の

減額、共済費で２，６６８万４，０００円

の減額となっております。 

 これの減額は、主に会計年度任用職員の

任用状況に係る決算見込みによる減額で

ございます。 

 以上、議案第１号、令和３年度摂津市一

般会計予算及び議案第９号、令和２年度摂

津市一般会計補正予算、第１１号の補足説

明とさせていただきます。 

○野口博委員長 続きまして、橋本局長。 

○橋本選挙管理委員会・監査委員・公平・

固定資産評価審査委員会事務局長 議案

第１号及び議案第９号のうち、公平委員会、

固定資産評価審査委員会、選挙管理委員会

及び監査委員事務局に係ります項目につ

きまして、補足説明をさせていただきます。 

 最初に、議案第１号、令和３年度摂津市

一般会計当初予算でございます。 

 予算書の歳入、４２ページ。款１５国庫

支出金、項３委託金、目１総務費委託金の

うち、選挙費委託金につきましては、衆議

院議員総選挙の執行に係る委託金でござ

います。  

 続きまして歳出、７８ページ。款２総務

費、項１総務管理費、目７公平委員会費及

び目８固定資産評価審査委員会費につき

ましては、委員報酬など委員会運営に係り

ます経費でございます。 

 ９４ページ、項４選挙費、目１選挙管理

委員会費につきましては、委員報酬など、

委員会運営に係ります経費のほか、ＰＣＢ

運搬等業務委託料は、令和２年度に鳥飼書
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庫から、蛍光灯照明器具を撤去し、ＰＣＢ

を含む安定期を取り外し、保管しておりま

すＰＣＢ廃棄物の処理及び処理先への運

搬に係る経費でございます。 

 ９６ページ、目２市議会議員一般選挙費

につきましては、令和３年９月２９日に任

期満了となります、市議会議員の選挙執行

に係ります経費でございます。 

 同じく、９６ページ、目３衆議院議員総

選挙費につきましては、令和３年１０月２

１日に任期満了となります、衆議院議員の

選挙執行に係ります経費でございます。 

 １００ページ、項６監査委員費、目１監

査委員費につきましては、委員報酬など、

監査事務実施にかかる経費でございます。 

 以上、議案第１号の補足説明とさせてい

ただきます。 

 続きまして、議案第９号、令和２年度摂

津市一般会計補正予算第１１号でござい

ます。歳出の３０ページ、款２総務費、項

１総務管理費、目７公平委員会費、並びに

目８固定資産評価審査委員会費、及び３４

ページ、項４選挙費、目１選挙管理委員会

費につきましては、新型コロナウイルスの

感染拡大に伴い、各種会議の中止等による

事業を精査し減額するものでございます。 

 同じく３４ページ、目２市長及び市議会

議員補欠選挙費につきましては、令和２年

９月２０日に執行いたしました摂津市長

選挙及び摂津市議会議員補欠選挙に係り

ます執行経費の不用額を減額するもので

ございます。 

 次に３８ページ、項６監査委員費、目１

監査委員費につきましては、事業の精査に

より減額するものでございます。 

 以上、議案第９号の補足説明とさせてい

ただきます。 

○野口博委員長 続いて、岩見会計管理者。 

○岩見会計管理者 続きまして、会計室所

管分における議案第１号、摂津市一般会計

当初予算の主なものについて補足説明を

させていただきます。 

 まず、歳入でございます。 

 予算書５４ページ、款２０諸収入、項２

市預金利子、目１市預金利子は、歳計現金

などに係る市の預金利子でございます。 

 次に５８ページ、款２０諸収入、項４雑

入、目２雑入のうち、会計室所管分の水

道・下水道事業会計からの収入につきまし

ては、指定金融機関に係る派出窓口業務事

務経費の一部を実費負担するに当たり、市

会計と水道及び下水道事業会計とで案分

したものでございます。 

 続きまして、歳出でございます。 

 ７０ページ、款２総務費、項１総務管理

費、目１一般管理費の主なものといたしま

しては、庁内に配布しております事務用品

や各種封筒や商用用紙などの経費でござ

います。 

 次に７４ページ、会計管理費は会計室で

使用する事務用品や決算書の印刷に係る

経費でございます。 

 また、指定金融機関に対する派出窓口業

務事務手数料や口座振替に行うための回

線利用料等でございます。 

 続きまして、議案第９号、令和２年度一

般会計補正予算のうち会計室に係る事項

につきまして、補足説明いたします。 

 補正予算書２８ページ、歳出でございま

す。 

 款２総務費、項１総務管理費、目３会計

管理費の補正につきましては、決算見込み

による減額でございます 

 以上、議案第１号及び議案第９号の補足

説明とさせていただきます。 

○野口博委員長 続いて、明原消防長。 
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○明原消防長 議案第１号、令和３年度摂

津市一般会計予算のうち、消防本部に係る

事項につきまして、目を追ってその主なも

のについて補足説明をさせていただきま

す。 

 まず、歳入でございますが、予算書３４

ページ、款１４使用料及び手数料、項２手

数料、目５消防手数料は、危険物設置許可

等及び検査手数料などでございます。 

 ４８ページ、款１６府支出金、項２府補

助金、目７消防費府補助金は、大阪航空消

防運営費補助金などでございます。 

 ５８ページ、款２０諸収入、項４雑入、

目２雑入の消防本部所管分は、消防団員退

職報償費などでございます。 

 次に歳出でございますが、予算書１６２

ページ、款８消防費、項１消防費、目１常

備消防費は９億６，２１３万６，０００円

で、前年度と比較して０．１％、１０４万

９，０００円の減額となっております。 

 主なものでは、需用費は１６４ページ、

消防車両のメンテナンス経費など、委託料

は消防庁舎設備等の保守管理委託料など

でございます。 

 １６６ページ、備品購入費は、消防機械

器具の更新に係る消防器具費などでござ

います。負担金補助及び交付金は、大阪航

空消防運営費負担金、指令センター共同運

用等に係る負担金などでございます。 

 目２非常備消防費は４，７３０万５，０

００円で、前年度と比較して３５．５％、

２，６０５万５，０００円の減額となって

おります。報酬は、消防団員報酬でござい

ます。報償費は、退職消防団員に支払う報

償金などでございます。旅費は、消防団員

の出動に係る費用弁償でございます。 

 １６８ページ、負担金補助及び交付金は、

消防団員等公務災害補償等共済基金の掛

金などでございます。 

 以上、議案第１号、令和３年度摂津市一

般会計予算のうち、消防本部所管分の補足

説明とさせていただきます。 

 次に、議案第９号、令和２年度摂津市一

般会計補正予算（第１１号）のうち、消防

本部に係る事項につきまして、その主なも

のについて補足説明をさせていただきま

す。 

 歳出でございますが、補正予算書５８ペ

ージ、款８消防費、項１消防費、目１常備

消防費はいずれも執行差金で、決算見込み

により減額いたすものでございます。 

 目２非常備消防費につきましては、いず

れも執行差金で、決算見込みにより減額い

たすものでございます。 

 以上、議案第９号、令和２年度摂津市一

般会計補正予算（第１１号）のうち、消防

本部所管分の補足説明とさせていただき

ます。 

○野口博委員長 説明が終わり、質疑に入

ります。 

 塚本委員。 

○塚本崇委員 説明ありがとうございま

す。 

 それでは、４点ほど説明と質問をさせて

いただきたいと思います。 

 まず第１点、予算概要の１０ページ、労

働安全衛生事業のうち安全衛生指導者育

成研修参加負担金、こちらは金額としては

非常に少ないんですけども、その内容につ

いてお教えください。 

 続きまして、予算概要１０ページ、階層

別能力開発事業、階層別研修委託料、こち

らについて、その内容をお教えください。 

 三つ目でございます。先ほどから名前が

挙がっておりますが、予算概要の１６ペー

ジ、シティプロモーション推進事業のうち
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で、来年度からインスタグラムが新たに開

設されるという話が挙がってきておりま

す。様々なＳＮＳがある中で、なぜインス

タグラムを選択されたのか、その理由につ

いてお聞かせください。 

 四つ目でございます。消防の救急につい

て伺います。予算概要１００ページ、救急

活動事業についてです。 

 昨今の新型コロナウイルス感染症の影

響によって、市民生活にも大きな影響が出

ているかと思いますが、現在分かっている

ところで、救急搬送の概況についてお聞か

せいただければと思います。 

 以上４点、よろしくお願いいたします。 

○野口博委員長 浅尾課長。 

○浅尾人事課長 それでは、私のほうから

１点目と２点目のご質問にお答えをさせ

ていただきます。 

 まず、労働安全衛生の関係でございます

けれども、研修の参加負担金として、地方

公務員安全衛生推進協会等が実施する安

全衛生の推進者の研修ですとか、衛生管理

者の受験講習など、労働安全衛生上必要と

なる研修への参加に係る負担金として計

上いたしております。 

 額のお問いもございましたけれども、協

会が実施する研修ということで、比較的安

価な参加負担金で参加ができるものとい

うことになってございます。配置等で必要

が生じた際に、外部研修として派遣を行っ

ているものでございます。 

 ２点目の階層別能力開発事業の委託料

の件でございますけれども、こちらは経験

年数、役職等に応じて必要となる研修の実

施にかかる費用を計上しておりまして、ご

質問の委託料につきましては、管理職等へ

の昇任時の研修、それから人事評価研修、

入庁２年目の職員に対する法律研修等、こ

れらにかかる費用を委託費用として計上

しているものでございます。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 古賀課長。 

○古賀広報課長 そうしましたら、インス

タグラムを開設する理由についてお答え

いたします。 

 総務省が行っております令和元年度、情

報通信メディアの利用時間と情報行動に

関する調査というものがございまして、そ

の中でＳＮＳの利用率の結果におきまし

て、全世代において、ＬＩＮＥが８６．９％

と最も高いんですけれども、次にツイッタ

ーが３８．７％、次いでインスタグラムが

３７．８％となっており、同等の利用率と

なっております。 

 その中でも、インスタグラムの利用がこ

こ数年増加傾向にあるということも、今回

導入する一つの理由でもあります。 

 それとインスタグラムの機能といたし

まして、写真を活用して投稿でき、市内の

魅力あるスポットなどを市民等から投稿

を可能にするなど、市民参加型によって市

との関係性の構築が期待できるというこ

ともありますことから、シティプロモーシ

ョン戦略に位置づけております市への愛

着度の醸成ですとか、あと協働人口の増加

にもつなげていけるＳＮＳであると考え、

導入いたすものでございます。 

○野口博委員長 大坪参事。 

○大坪警防第１課参事 それでは、質問番

号４番、救急の概要についてご答弁申し上

げます。 

 令和２年の救急出動件数は４，７５５件

で、１日当たりの出動件数は１３．０件と

なっております。 

 また、搬送人員は４，２６２人で、１日

当たりの搬送人員は１１．６人となってお
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ります。 

 事故種別で見ますと、急病、一般負傷、

交通事故の順であり、前年度に比べますと、

急病が１３７件、一般負傷が４４件、交通

事故が５５件といずれも減少となりまし

た。 

 減少の要因といたしましては、新型コロ

ナウイルス感染症拡大による市民等が外

出の自粛及び自宅待機されたことにより、

若干ではございますが救急件数が減少に

なったものと分析しております。 

 しかしながら、６５歳以上の高齢者の搬

送人員は２，５２８人で、搬送人員全体の

６０％、傷病程度別では軽症者が２，６４

７人で、搬送人員の全体の６２％を占めて

おり、毎年、高齢者及び軽症者の搬送件数

が高い数値で推移しております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 塚本委員。 

○塚本崇委員 ありがとうございます。 

 まず、１点目の労働安全衛生事業に関し

てですけども、その内容について理解いた

しました。 

 それでは、その職場における労働災害の

予防についての取り組み、そして、現状を

把握されている認識についてお教えくだ

さい。 

 ２点目でございます。これは以前も申し

上げたんですけども、不祥事や不正規制事

務について、必要なコンプライアンスに関

する研修や取り組みについて、新年度取り

組まれる予定はあるのか、また具体的に想

定されている内容があればお教えくださ

い。 

 続いて、シティプロモーションについて

です。 

 インスタグラムが開設される理由はお

およそ理解できました。大阪経済大学の学

生による検討報告会においてもインスタ

グラムを活用した魅力発信が提案されて

いたと思います。こういった若者のニーズ

も取り入れながら、市民としっかりと協働

しながら取り組みを進めていただければ

と思っています。 

 ２回目の質問になりますけども、こちら

も以前お話ししたかと思いますけども、災

害時においては市からの情報を拡散でき

るツイッターのほうが有効的である、有利

であると考えているんですけども、市公式

のツイッターを開設するお考えはないの

かということについてお聞かせください。 

 続いて、四つ目です。救急車の出動件数

が少し減少しているということですが、高

齢者の軽症者、そして高齢者の搬送件数が

依然として多いことは理解いたしました。 

 今回は予算についてですので、救急活動

事業について、その総額要求１６２万９，

０００円の増加要求となっていますけど

も、消防給付費の増額分１８８万円のこち

らが増額されていると思うんですけども、

その内容についてお聞かせください。 

 以上になります。 

○野口博委員長 浅尾課長。 

○浅尾人事課長 それでは、１点目、２点

目のご質問の、２回目のご質問に答弁をさ

せていただきます。 

 まず、労働災害の観点でございますけれ

ども、以前、これも答弁をさせていただき

ましたが、昨年度は全体で２５件、通勤災

害を除きますと１８件が業務上発生した

ものでございました。 

 今年度は、これまでに申請があった件数

としまして、全体で１４件、通勤災害を除

きますと１０件となってございまして、減

少している状況にはございます。 

 今年度の取り組みといたしましては、各
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事案につきまして共有をするため、労働安

全衛生の観点で安全衛生委員会で議論を

行っておりますけれども、さらなる減少に

向けて発生時案のカテゴリー別の集計・分

析を行いまして、危険予知の行動につなが

る啓発ということで取り組んでおります

けれども、今後も事案発生を減少できるよ

うに努めてまいりたいと考えております。 

 それから、２点目のご質問でございます

けれども、コンプライアンス研修というこ

とで、これまでに公務員倫理に関する研修

等を新規採用職員向けに実施をしてまい

りましたけれども、また新たに第三者委員

会の答申というのがこの３月に予定をさ

れておりますけれども、これを踏まえて実

施が必要になるものと認識をいたしてお

ります。 

 公務職場で働く職員として必要なコン

プライアンスの意識醸成に寄与する研修

ということで、講師であったり、研修形態、

対象の職員や実施時期も含めまして、より

効果的な研修となるように検討を進めて

まいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 古賀課長。 

○古賀広報課長 そうしましたら、市公式

ツイッターを開設しないかというお問い

ですけれども、ツイッターにつきましては、

市民などが情報を取りにくるプル型の情

報発信に該当するものと考えております。 

 このプル型による情報発信につきまし

ては、市のホームページですとか、４月に

公開を予定しておりますシティプロモー

ションサイトで対応していきたいと考え

ております。 

 また、委員のご質問にあります災害時に

おける情報発信につきましては、市のホー

ムページの情報をツイッターでツイート

できる拡散機能がございますので、そうい

ったことも周知しながら、災害時の緊急的

な情報につきましては、防災危機管理課と

連携を図りながら、市ホームページを基本

に迅速な情報発信を行ってまいりたいと

考えております。 

○野口博委員長 大坪参事。 

○大坪警防第１課参事 質問番号４番の

２回目のご質問にご答弁申し上げます。 

 救急活動事業の消防器具費の増額分に

ついてでございますが、高規格救急自動車

に積載する半自動体外式除細動器・ＡＥＤ

の更新を行うものです。 

 ＡＥＤは、本市に配備しております高規

格救急自動車に備えなければならない資

機材でありまして、救急救命士等が心電図

波形を確認・分析して傷病者の状態を判断

し、心臓に電気ショックを与え、再び正常

な拍動に戻すための機器でございます。 

 市民等が使用するために普及している

ものとは異なり、救急現場において実際に

心電図波形を目で確認できる、言わばプロ

仕様のものでありますから、多少高価なも

のとなっております。 

 また、令和元年度行政監査においても、

人命に直結するＡＥＤは、メーカーが推奨

する耐用年数６年を遵守すべきというご

指摘を踏まえまして、更新計画を見直しま

して、今回更新いたすものでございます。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 塚本委員。 

○塚本崇委員 ３回目は要望にさせてい

ただこうと思っているのです。 

 １点目ですけども、私は民間企業出身な

んですけども、災害予防というのは一定時

間を割く、例えば週に１回１５分であって

も、職場のみんなが集まって危険予知へど

れだけ時間を割いて頭を絞る、その危険予
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知に対してどういった職場の災害が起こ

り得るかを学ぶといった意見を出し合う

機会を設けて討論してきました。 

 やはり１，０００人規模で今年度におい

ても年間１０件というのは、結構大きな率

であると考えておりますので、さらにその

件数が少なくなるように、皆さんのより一

層の努力を期待いたします。 

 二つ目、コンプライアンス研修について

ですけども、本市に勤める職員というのは

地方公務員ですので、民間に比べてさらに

高い意識を持っていただく必要があるか

と考えております。その中でなかなか難し

い、これはせいぜい不正アクセスがあるか

と思いますけども、そこ中で範を示すとい

った意味で、以前あったような盗難の事件

があるというのは非常に残念であると考

えます。そういった点を改善しながら、今

後も取り組んでいっていただければと、こ

れもまた要望としておきます。 

 三つ目です。ホームページにツイッター

で情報を拡散できる機能を搭載すること

は理解いたしました。特に、以前も言いま

したけども、有名な話で言うと、東日本大

震災のときにおいては、ツイッターにおい

て、その場所の特定であるとか、どこに救

助が必要だとかというところが常にリア

ルタイムで把握できたという事例もあり

ますので、有効に活用できるようによろし

くお願いいたします。 

 四つ目の要望ですけども、これもＡＥＤ

の更新ということで、人の命に関わる部分

ですので、耐用年数をしっかりと守ってい

ただいて更新していただければと思いま

す。 

 この声ですので、皆さんも割とご存じの

ことかと思いますけども、私自身もこの前、

救急搬送されまして、その救急搬送後に心

臓が２回止まりまして、その上で除細動器

でこの世に戻ってきたという経緯がござ

います。そういったところは非常に大事な

場面でございますので、ぜひともこういっ

た命を助ける行為というところには、力を

しっかりと注いでいただいて、これも要望

とさせていただきます。 

 以上です。 

○野口博委員長 暫時休憩します。 

（午後２時３４分 休憩） 

（午後２時５７分 再開） 

○野口博委員長 再開します。 

 続いて、松本委員。 

○松本暁彦委員 それでは、引き続きまし

て質問をさせていただきます。 

 課ごとに分けて質問をさせていただき

ます。 

 まず１点目、広報課につきまして、シテ

ィプロモーション推進事業のインスタグ

ラムについて 

 これは先ほど来、いろいろと内容につい

てお聞きをしております。また、代表質問

等でもお聞きをしております。その点、具

体的な事業実施へのスケジュールについ

て、どのようにお考えなのかお聞かせくだ

さい。 

 続きまして２番目、同じく広報課で、予

算概要１６ページのシティプロモーショ

ン推進事業について。 

 令和３年度、インスタグラム等を実施さ

れるということですけども、それ以外にも

合わせて、職員の意識改革が図れるような

研修会を行うとしております。改めて令和

３年度の取り組みについてお聞かせくだ

さい。 

 続きまして３番目、人事管理事業、試験

問題作成等委託料について。 

 開発として人材育成に、これまで幾度も
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提言いたしました。代表質問でも取り上げ

ております。そして、当然ながら人材育成

と併せて人材採用も非常に重要であると

認識をしております。 

 そこで、人材採用の観点で、試験問題作

成委託料について、その概要と併せて人事

採用の取り組みについてお聞かせくださ

い。 

 続きまして４番目、予算概要１０ページ

の人事管理事業、総務事務センターについ

て。 

 これにつきましては、幾度も本委員会等

でもお聞きしております。各課の庶務業務

等を集約して行い、効率化を図るものと認

識をしておりますけども、これは令和元年

度からされている中で、中身はもう理解を

しております。今後の課題と見通しについ

て、どのようなものかお聞かせください。 

 続きまして５番目、予算概要１０ページ

の階層別能力開発事業のウェブシステム

使用料と、この使用料については、これま

でに聞いたことがないなと認識をしてお

ります。改めてこの使用料の内容について、

どのようなものかお聞かせください。 

 続きまして６番目、鳥飼まちづくりグラ

ンドデザイン策定事業について、予算概要

の２０ページ、この内容についても、これ

までも代表質問等でもお聞きしておりま

したが、業務内容の具体的な事業の業務委

託の内容と、併せてスケジュールについて

もお聞かせください。 

 続きまして７番目、予算概要２０ページ、

河川防災ステーションについて、こちらは

新規ということで、業務委託料の中身はど

のようなものかお聞かせください。 

 続きまして８番目、男女共同参画推進事

業、主要事業では９ページのほうにも記載

をされております。こちら今回、第４期摂

津市男女共同参画計画を策定されるとい

うことですけども、どう策定されるのかな

ど、概要について具体的な中身をお聞かせ

ください。 

 続きまして９番目、予算概要２４ページ、

女性面接相談委託料についてですけども、

コロナ禍においてテレワークなど新しい

生活様式の中で、当然相談内容、相談件数

等、これまで変化があるものと認識をして

おります。その中で、コロナ禍の状況を踏

まえてＤＶ相談の増加傾向について、どの

ようなものかお聞かせください。 

 続きまして、選挙管理委員会事務局、予

算概要３６ページ、これにつきましては、

衆議院議員総選挙並びに市議会議員一般

選挙事業、この二つの選挙が予定されてお

ります。その中で、もし仮にですけども総

選挙と市議会議員選挙が９月に行われた

場合に、どう措置をされるのかお聞かせく

ださい。 

 続いて１１番目、消防のほうに移ります。 

 予算概要の１００ページに指令センタ

ー共同運用等負担金について記載されて

います。これは、これまで幾度もお聞きし

ておりますけども、吹田市との連携での負

担金と認識をしております。本市におきま

しては、昨年から５市による共同指令セン

ターの運用開始に向けた取り組みが進め

られていると認識をしております。 

 そこで、予算のほうには反映はされてお

りませんけども、現在の５市の共同指令セ

ンターの取り組みについて、そのスケジュ

ール等についてお聞かせください。 

 続きまして１２番目、予算概要１００ペ

ージ、消防本部車両・資機材整備事業では

しご車の点検と記載があり、オーバーホー

ルとありますが、それについてどのような

ものかお聞かせください。 



- 48 - 

 

 そして、最後１３番目、こちらは主要事

業の６ページに消防団活動管理事業、防じ

んマスク貸与についてと記載されており

ます。これまで消防団の能力強化のために

シューズ、そしてまたヘルメット等を配ら

れたというところがあります。改めてこの

防じんマスク貸与の事業の内容、そして経

緯について、どのようなものかお聞かせく

ださい。 

 １回目は以上です。 

○野口博委員長 古賀課長。 

○古賀広報課長 そうしましたら、広報課

に関わりますご質問にお答えいたします。 

 まず１点目のインスタグラムの導入の

スケジュールでございますけれども、まず

インスタグラム投稿用のタブレット端末

の購入を予定いたしております。その購入

ができ次第、上半期の早い時期に準備が整

いましたら、実施していきたいと考えてお

ります。その際には、広報誌ですとか、市

のホームページ等で市民に周知していき

たいと考えております。 

 続きまして、令和３年度のシティプロモ

ーションの取り組みということで、先ほど

委員からもありました令和２年度につき

ましては、各部が抱える課題等をシティプ

ロモーションの観点をもって解決を図る

べく、でっかな野望プロジェクトと企画提

案の発表を実施いたしました。 

 このように、シティプロモーションの観

点を取り入れながら、各部が業務の一環と

して取り組むことで、シティプロモーショ

ン戦略に対する理解がより深まったもの

と考えておりますし、実際、令和３年度に

も予算化された事業もございます。 

 現時点で具体的なものはございません

けれども、令和３年度も様々な主要事業が

ございますので、各課と連携を密にしなが

ら、シティプロモーションにつながる事業

をピックアップして、引き続き広報課とし

ても協力していきたいと考えております。 

○野口博委員長 浅尾課長。 

○浅尾人事課長 それでは、３番目から５

番目までのご質問にお答えをいたします。 

 まず、試験問題作成委託料の問いでござ

いましたけれども、この分につきましては、

採用試験における適性検査の試験問題の

提供、また外部面接官の委託等の費用とい

うことになってございます。 

 この取り組みということでございます

けれども、事前準備の負担の少ない、また

自分の時間を活用してテストセンターで

の受験が可能な適性検査の導入、それから

人物重視の面接等、例年の受験者増加に係

る取り組みを昨年度においても実施いた

しておりまして、また新たに文化・スポー

ツ枠の試験を実施するなど、多様な人材の

確保にも努めているところでございます。

次年度においても、継続してまいりたいと

考えております。 

 それから、４番目のご質問で総務事務セ

ンターの問いでございました。 

 総務事務センターにつきましては、定例

的な業務について委託を現在行っており

まして、月例の給与関係事務、各課で行っ

ている月例の事務、それから会計室の収納

事務等、センターとして処理をしていただ

いております。 

 令和元年１１月に委託を始めまして、こ

れまでの間、会計年度任用職員制度等の制

度改正にも対応しつつ、月次会議・週次会

議等を重ねながら、適正な事務執行に努め

ていただいている状況にございます。 

 課題につきましては、業務量であったり

精度、それからスピードというのもさらに

上げていく必要がありまして、引き続き受
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託業者との連携に努めてまいりたいと考

えております。 

 また、今後の見通しにつきましては、来

年度の末で委託期間が終了になりますこ

とから、新たに業務のシステム化によりま

して業務量削減といったことに切り替え

を行う方針としておりまして、有効なシス

テムの導入についても検討を進めてまい

りたいと考えているところでございます。 

 それから、５番目のご質問でウェブシス

テムの使用料の問いでございました。 

 この部分につきましては、新規採用職員

の職場定着、それから育成支援のウェブツ

ールの使用料ということになってござい

まして、年間一人当たり１万５，０００円

の費用ということで予算計上をさせてい

ただいているものでございます。 

 内容といたしましては、振り返りの報告、

それから助言を所属内の職員間で行うこ

とができるほか、コンディションの把握等

もできるものとなっております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 湯原参事。 

○湯原政策推進課参事 それでは、６点目

の鳥飼まちづくりグランドデザイン策定

等支援業務委託料の内容につきましてご

答弁申し上げます。 

 鳥飼まちづくりグランドデザインは、令

和２年度から２か年で策定する予定でご

ざいまして、令和２年度当初予算で２，０

００万円を上限額とした債務負担行為を

承認いただいており、令和３年度にその予

算を計上させていただいているものでご

ざいます。 

 委託業務の内容といたしましては、地域

特性の整理、住民アンケート調査の分析、

まちづくりの方向性を検討する上での関

連データや法令等の調査等、グランドデザ

イン策定のための支援を行っていただく

ものでございます。 

 また、当初は想定しておりませんでした

が、令和２年１０月から河川防災ステーシ

ョンの整備促進に関して市としての取り

組みをスタートさせており、債務負担行為

額の範囲内でございますが、上部施設のイ

メージパースの作成等につきましても支

援していただくものでございます。 

 続きまして、令和３年度の進め方、スケ

ジュールについてご答弁申し上げます。 

 令和３年度につきましては、今年度実施

しております住民アンケート結果や地元

懇談会等でのご意見を参考に、引き続き庁

内関係課と課題に対する取組内容の検討

を行ってまいりたいと考えております。 

 また、令和３年度には、市長の附属機関

として新たに鳥飼まちづくりグランドデ

ザイン策定委員会を設置させていただき、

外部有識者等のご意見もいただきながら、

グランドデザインの検討を進めてまいり

たいと考えております。 

 併せて、必要に応じて住民の方々に対す

る情報発信、パブリックコメントの実施も

行った上で策定してまいりたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 西川市長公室参事。 

○西川市長公室参事 防災ステーション

整備計画検討支援業務委託料についての

ご質問にお答えさせていただきます。 

 この委託の内容につきましては、鳥飼地

域に整備いたします河川防災ステーショ

ンの上部利用施設に関する土地利用計

画・建物計画を検討するものでございまし

て、施設の規模や、それから施設の内容の

建物概略設計等を実施するものでござい

ます。 
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 以上です。 

○野口博委員長 由井課長。 

○由井人権女性政策課長 続きまして、質

問番号８番、男女共同参画計画推進事業に

ついてのご質問にお答えいたします。 

 令和３年度末に現在ある第３期摂津市

男女共同参画計画が目標年次を迎えるこ

とにより、令和３年度中に第４期計画を策

定いたします。 

 計画内容につきましては、今年度策定さ

れた国、大阪府の計画の動向を見ながら、

去年８月に実施した市民意識調査の結果

と第３期計画の振り返りを基に、次年度４

回開催予定の男女共同参画計画推進審議

会で審議しながら策定してまいります。 

 内容につきましては、令和２年からの新

型コロナウイルス感染症の拡大によって

顕在化した配偶者からの暴力や性暴力の

増加、深刻化の懸念や女性の雇用、所得へ

の影響等を考えて認識することとなりま

した。男女共同参画社会の実現に向けて、

第４期についても取り組んでまいりたい

と考えております。 

 続きまして、質問番号９番、女性問題相

談事業についてのご質問にお答えいたし

ます。 

 ＤＶに関する相談件数は、前年度と比較

して大きな増減はございません。緊急事態

宣言が出されたときには、従来のカウンセ

リングを受けてこられていた方が、配偶者

が在宅勤務になったことにより外出する

ことができず、カウンセリングを中断され

るということは、若干でありますがござい

ました。 

 去年の緊急事態宣言以降、離婚に向けた

相談がふえており、コロナ禍での不安定な

社会情勢が夫婦仲を悪化させ、離婚を決断

する方がふえてきていると感じておりま

す。 

 問題解決に向けた相談を引き続き続け

るとともに、より多くの市民に相談窓口を

周知していただけるよう、女性相談広報用

カードを作成しています。これは、本事業

の印刷製本費から捻出しているもので、名

刺大のものです。救急搬送時に救急隊員か

らおけがされている方にお渡しいただく

ことや、市内の医療機関においても医師会

を通じて配布させていただき、病院窓口に

て必要な方にお渡しいただいております。 

 また、市内ＪＲ、モノレールの駅の女性

トイレ、摂津市役所内の女性トイレにも設

置させていただいており、相談窓口として

認知していただけるよう努めております。 

 以上です。 

○野口博委員長 菰原局次長。 

○菰原選挙管理委員会・監査委員・公平・

固定資産評価審査委員会事務局次長 そ

れでは１０番目の質問でございます。 

 市議会議員一般選挙と衆議院議員総選

挙との日程調整に関する質問にお答えさ

せていただきます 

 まず、市議会議員選挙につきましては、

公職選挙法上、任期満了前の３０日以内に

行う必要がございます。市議会議員の任期

満了日が令和３年９月２９日であること

から、選挙期日として決定した９月１９日

以外で選挙期日の調整が可能な日は９月

５日、１２日、２６日となります。 

 一方、衆議院議員総選挙につきましては、

任期満了前の３０日以内または衆議院が

解散の日から４０日以内に行うこととな

っております。衆議院議員の任期満了に伴

う選挙が実施される場合には、衆議院議員

の任期満了日が令和３年１０月２１日で

あることから、その期日が９月２６日と決

定されれば調整可能な範囲内となります。 
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 いずれにいたしましても、衆議院が解散

された場合を含めてでございますが、期日

の調整可能範囲内に衆議院議員総選挙が

決定いたしましたら、決定したタイミング

での市議会議員選挙の準備状況も踏まえ

まして、選挙管理員会にお諮りし、有権者

の皆さんの移動負担の軽減、選挙の執行経

費の削減などの観点から、極力同日に選挙

を行うように調整してまいりたいと考え

ております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 日野参事。 

○日野警備課参事 質問番号１１番、５市

指令共同運用に向けての、令和３年度の取

り組み及びスケジュールについてのご質

問にお答えいたします。 

 初めに、５市による共同消防指令センタ

ーの取り組みにつきましては、令和３年２

月１日に豊中市・吹田市・池田市・箕面市・

摂津市消防通信指令事務協議会を設置い

たしました。今後は、５市消防通信指令事

務協議会規約の規定に基づき、幹事会及び

システム整備委員会において、職員体制、

費用負担、システム整備・運用等について

協議してまいります。 

 今後のスケジュールについては、令和３

年度から消防指令システムの設計業務等

を行い、令和４年９月から令和６年３月に

かけて共同消防指令センターの構築を行

ってまいります。正式には、令和６年４月

から５市による消防指令業務共同運用が

開始されます。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 木下課長。 

○木下警備課長 それでは、質問番号１２

番、予算概要１００ページ、消防本部車

両・資機材整備事業、はしご車のオーバー

ホールについてお答えいたします。 

 現在配備の本市はしご車は、平成２０年

度に更新整備した車両であり、配備基準と

いたしましては、国の告示であります消防

力の整備指針に基づき、基準数１台に対し

１台を配備しているものでございます。 

 なお、はしご車の更新年は１８年でござ

いますが、はしご車は安全性を確保するた

め、日本消防検定協会から消防用車両の安

全基準についてが策定されており、オーバ

ーホールを７年目と１３年目としており

まして、７年目の平成２８年度にオーバー

ホールを実施し、令和３年度に１３年目の

２回目のオーバーホールを実施するもの

でございます。 

 また、はしご車のオーバーホールの内容

でございますが、はしご車の車体はもちろ

んのこと、基底部となるアウトリガーをは

じめ、はしごの旋回を行うジャイロターン

テーブル、そしてはしご本体、また先端に

位置しますバスケット装置を中心といた

しまして、その他詳細な装置を含め、あら

ゆる箇所を脱着、分解いたしまして、安全

性が確保されているかを検査、機能試験を

実施し、必要な箇所については部品交換を

行い、各部位、各装置が安全基準に適合す

るよう、しっかりと整備を実施するもので

ございます。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 松田参事。 

○松田消防本部参事 １３番目の質問、消

防団活動管理事業の防じんマスクについ

てお答えいたします。 

 防じんマスクは、現場活動中、呼吸器系

を煙や粉じんから守るためのものであり

まして、消防団員の安全装備品の一つとし

て全団員に個人貸与するものでございま

す。 

 現在、貸与しております防じんマスクは、
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阪神淡路大震災以降配備いたしましたも

ので、各分団車両に３個しか今積載されて

おりません。数が足りていない状況でござ

いまして、安全管理上、また衛生上、問題

がございます。 

 平成２６年２月ですけれども、消防団の

装備の基準が改正されまして、防じんマス

クにおいても消防活動上、個人装備として

重要な資機材として位置づけられました。

健康保護、衛生面から考慮いたしましても、

個人貸与の必要があると考えております。 

 なお、個数につきましては、３７０個を

購入予定しております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 松本委員。 

○松本暁彦委員 １回目、ありがとうござ

います。 

 それでは、続きまして２回目の質問、一

部要望でさせていただきます。 

 まず、１点目のシティプロモーション推

進事業、インスタグラムについてと事業実

施のスケジュールについて、おおむね理解

をいたしました。 

 インスタグラムについては、市民参加型

でシティプロモーションの推進に寄与す

るところで、私もシティプロモーションが

受ける情報発信の手段、拡充を要望してお

り、その取り組みについては評価をいたし

ます。 

 併せて、これからしっかりと検討される

と認識をしておりますけれども、具体的に

インスタグラムを使ってどのように情報

発信をしていくのか、そのスキームをしっ

かりとそのスケジュールに合わせて検討

していただきたいなと。 

 実際始めたにもかかわらず、全然発信が

なされていない、あるいは発信がふえ過ぎ

て整理がされていないと、様々な状況が生

起をするという中で、しっかりと広報課と

してインスタグラムのシティプロモーシ

ョンの発信のスキームをしっかりと計画

的に実施をしてもらうように、これについ

ては要望とさせていただきます。 

 また併せて、ＬＩＮＥの登録数の増加に

もしっかりと力を入れていただきたいと

思っております。ＬＩＮＥは、先ほど利用

率が日本で一番多いというところではご

ざいますけども、ＬＩＮＥについてはツイ

ッター、インスタグラムとは異なって、友

達登録が必要になってくると認識してお

ります。友達登録をふやす取り組みをしな

ければ、なかなかツイッターあるいはイン

スタグラムのいわゆる拡散機能に対して

ついていけないのかなというところがご

ざいますので、ぜひＬＩＮＥの友達登録数

の増加にも、引き続き力を入れることが必

要と考えております。 

 また、これまで塚本委員、あるいは南野

委員などが言っておりました情報災害系

のシステム、私も一般質問でも言っており

ます。ツイッターを使うなりの情報災害系

システムをどう確立していくかは、もうこ

れは広報課と防災危機管理課と連携して

考えていただきたいと思っております。 

 昨年、近畿経済産業局が公式ツイッター

も立ち上げたというところ、公的機関の立

ち上げ、ツイッター利用が非常に多いなと

いうのを私は認識しております。これはど

ういうことかというと、そのツイッターに

情報発信をすれば、公的機関が比較的情報

をいわゆる入手をしてくれやすくなると。 

 わざわざ大規模災害が起きたときに、各

公的機関等が一つ一つの市のホームペー

ジを見て検索するとかはなかなか難しい

中で、当然、情報共有というのは各機関等

でもやっていける中、そういった中でも埋
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もれた情報、避難所の情報等がツイッター

で挙がっていれば、それぞれの部署等がそ

れを自分たちで取って、必要なところでプ

ッシュ型支援にもつながっていくという

認識もしております。 

 そしてまた、ＳＯＳ避難メソッドで市外

へ避難された方、あるいはその方々がＬＩ

ＮＥと併せてツイッターによって情報を

入手をするといった仕組みも必要になっ

てくるのかなと考えておりますので、その

点も検討していただければと思っており

ます。 

 インスタグラムについては、まさに画像

を使ってシティプロモーションの推進と

いう役割については、非常によいものかな

と思っております。この点は高く評価をし

て、しっかりとこれがシティプロモーショ

ンの推進に寄与できるように取り組まれ

るように、これは要望とさせていただきま

す。 

 続きまして２番目、シティプロモーショ

ンの推進事業につきまして、現時点の令和

３年度の取り組みについて、具体的には考

えていないということです。 

 しかしながら、シティプロモーション戦

略を昨年度策定され、シティプロモーショ

ンを根づかせるという取り組みがしっか

り必要になってくるかと思います。特にこ

のシティプロモーション戦略策定につき

ましては、亀谷参事が博報堂から来られて

から、しっかりとつくっていただいたと。 

 この２年を振り返り、これまでの取り組

みをどう生かしていくのか、ぜひ亀谷参事

にお聞きしたいと思っております。 

 続きまして３番目、試験問題作成等委託

料につきましてですけども、いろいろと取

り組まれると。その中で新たに文化スポー

ツ枠試験を昨年度実施したというところ

で、この人材の多様性が非常に重要と考え

ております。人材の多様性が職員の可能性

を広げ、そこからまたしっかりと人材育成

へとつながっていくものと思います。 

 そこで、この文化・スポーツ枠の狙いと

成果を踏まえた予定について、どのような

ものを考えているのかお聞かせください。 

 続きまして４番目、総務事務センター業

務委託料につきましては、今年度について

はしっかりとやっていると。しかしながら、

来年度末で委託期間が終了することで、シ

ステム化による業務量の削減への切り替

えを行うというところを認識いたしまし

た。 

 会派としても、もう少数精鋭体制をしっ

かりと進めていくのだというところであ

ります。このように、職員の業務負担をし

っかりと減らしていく、そして効率的に進

めていくのは、これからまさにＲＰＡの導

入なり情報政策課の取り組みなりで、どの

事業も効率化をしているものと認識をし

ておりますので、引き続きその成果反映を

踏まえて、どんどん事業を効率化させてい

ただきたいと思っております。 

 新たな取り組みを、しっかりと現状を踏

まえて試みることは適切かなと思ってお

ります。この点については、以上、要望と

させていただきます。 

 続きまして、５番目の階層別能力開発事

業のウェブシステム使用料というところ

で、新規採用職員の振り返りの報告、助言、

所属課の職員で行うことができる、コンデ

ィションの把握もできるということで理

解をいたしました。人材育成におけるシス

テム活用というところのものと認識をい

たします。 

 概要は分かりましたので、メリットをも

う少し教えていただきたいと思います。 
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 続きまして６番目、鳥飼まちづくりグラ

ンドデザイン策定事業につきまして、策定

委員会を立ち上げて地元懇談会、そして策

定委員会を立ち上げ策定を進めるという

流れを一定理解いたしました。 

 これにつきましては、会派としてもしっ

かりと鳥飼まちづくりの実現、成功のため

に取り組んでいただきたいと言っており

ますので、この点につきましては要望とさ

せていただきます。しっかりと進めていく

ようにしていただきたいと思います。 

 続きまして、７番目の河川防災ステーシ

ョンの業務委託の内容につきまして、上部

構造、市として検討をしていくというとこ

ろを認識いたしました。 

 この点１点確認をしたいんですけども、

当然ながらこの河川防災ステーションは

国の事業ということで、上部施設が市とい

うことですけども、国と市との調整という

のはどのようにされるのか、その点お聞か

せいただきたいと思います。 

 続きまして８番目、男女共同参画推進事

業の参画計画の策定についてというとこ

ろで、策定の概要については一定理解をい

たしました。 

 この計画について、やはり市民参画が、

他の計画もそうですけども、この男女共同

参画計画も特に必要なものと考えており

ます。そのため、より多くの市民の意見を

反映させるための工夫が必要と考えます

けども、その点はどのように考えているの

かお聞かせください。 

 続きまして９番目、コロナ禍における女

性相談の状況・傾向については、一定理解

をいたしました。また、相談カード配布を

しっかりと取り組んでいるところも認識

いたしました。 

 そのような中、相談内容は複雑で庁内各

課との連携が必要と考えております。以前

もこの委員会等で取り上げさせていただ

いております。女性問題相談事業に来られ

る方というのは、なかなか孤立しがち、あ

るいは複雑多岐な課題を抱えているケー

スが多いということで、一つの課だけでは

なくそれぞれの課で把握することが必要

と考えております。改めて、その具体的な

取り組みについて、どのようなものがある

のかお聞かせください。 

 続きまして１０番目、衆議院議員総選挙

と市議会議員一般選挙が９月に行われた

場合、極力一緒にするという認識であるこ

とを理解いたしました。こちらについては、

実際、衆議院議員総選挙の任期が１０月２

１日、しかしながら、解散ということもあ

るので、ぎりぎりにならないとなかなか見

極められないところもあるのかなとは認

識をしております。 

 それを踏まえ、毎回この選挙につきまし

ては、投票率の向上というところが非常に

肝となってまいります。その点、改めて今

年度、衆議院議員総選挙並びに市議会議員

一般選挙の周知について、どのように取り

組んでいくのかお考えをお聞かせくださ

い。 

 続きまして１１番目、指令センターにつ

きまして、現状、令和３年度から消防指令

施設の設計業務等を行っていく、共同指令

センターの構築を行っていくというとこ

ろを理解しました。 

 その上で、だんだんと確実に物事は進ん

でいると認識をしております。これはしっ

かりとよりよいもので進めていくべきと

認識をしておりますけども、消防指令シス

テム５市ということで、その場所と設計業

務、どのような形になるのか、現状を分か

る範囲でお聞きしたいと思います。 
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 そして、続きまして１２番目です。はし

ご車のオーバーホールの内容につきまし

ては、ほぼ解体をしての点検というところ

を認識いたしました。それを踏まえ、オー

バーホール期間中の消防体制、本市におい

てもはしご車がないという状況になると

思います。それらの状況の中での消防体制、

近隣市との応援体制についてどのような

ものか。また、将来においてはやはり先ほ

どの消防団の防じんマスクの件もそうで

すけども、装備、施設の充実というものは

同時に費用もかかっていくものと認識を

しております。さらに、消防の最適な予算

の取り組み、そして、効率的な取り組み、

そして、機材整備の計画的な取り組みにつ

いては、将来的には共同運用・共同購入と

いうことも必要になってくるのかなと認

識をしておりますけども、その点どうお考

えなのかお聞かせください。 

 そして最後、１３番目につきましても、

防じんマスクの概要については一定を理

解いたしました。消防団の装備の基準が改

正された上で個々に配付の必要があると

いうことで、その点については評価をいた

します。 

 そこで改めて、その防じんバスクの活用

方法、そしてメリット、その使用方法につ

いて実際どのように考えているのか、ちょ

っとその点お聞かせいただければなと思

います。 

 ２回目は以上です。 

○野口博委員長 亀谷参事。 

○亀谷市長公室参事 それでは、松本委員

の２回目のご質問、２年間のシティプロモ

ーションの振り返りや、本市で重点的に取

り組んだこと、今後の期待についてお答え

させていただきます。 

 ２年間という限られた期間ですので、持

続可能にシティプロモーションが本市で

継続されることを当初から考えておりま

した。赴任当初、職員の方々から、「本市

は自慢できるものは何もない」、「シティプ

ロモーションになるネタはない」、という

お声をお聞きしました。そこで職員の皆様

の意識改革として、職員のインナーブラン

ディングを若手職員を中心に実施いたし

ました。３か月にわたって６チームが、「健

康」、「安心・安全」、「子育て・教育」、三

つのテーマで企画コンペを実施し、シティ

プロモーションに必要な企画力、課題解決

力、官民連携力、プレゼン力をチームの皆

さんや管理職の皆さんとともに共有をい

たしました。並行して、シティプロモーシ

ョン戦略を策定し、本市のキャッチフレー

ズ「ちっちゃな摂津のでっかな野望」を職

員の皆さんや学生、市民の皆様とワークシ

ョップを通じて策定いたしました。本市の

シティプロモーションは、これからも持続

可能にでっかな野望に向かって企画立案

が継続をしていく運びと願っております。

本年度はコロナ禍でイベントや研修が中

止になる中、オンライン、ＺＯＯＭを駆使

し、でっかな野望プロジェクトを実施いた

しました。コロナ禍でそれぞれの課が新た

な新型コロナウイルス感染症への課題解

決にどんなことが必要かを３か月かけて

企画をいたしました。全国の市町村のどこ

よりも早くＺＯＯＭを使いこなし、東京

都・大阪府の企画プロフェッショナルから

アドバイスをもらい、最終プレゼンでは外

部の審査員の得点で競い合いました。ウィ

ズコロナでこれから厳しい時代を迎えま

すが、でっかな野望を抱きながら本市独自

の企画を考える持続可能なシティプロモ

ーションの精神が、これからもしっかりと

職員の皆様へ受け継がれていくと考えて
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おります。本市は、鳥飼まちづくりグラン

ドデザイン、河川防災ステーション、ＪＲ

千里丘駅西口の再開発事業、阪急京都線連

続立体交差事業など大型な案件が続々と

ありますが、でっかな野望をでっかく膨ら

ませ、でっかな成功に導いていただけると

信じております。 

 以上です。 

○野口博委員長 浅尾課長。 

○浅尾人事課長 そうしましたら、私のほ

うから３番と５番の２回目のご質問に答

弁をさせていただきます。 

 まず、採用試験の関係でございますけれ

ども、今年度実施をいたしました文化スポ

ーツ枠、受験資格としまして、文化やスポ

ーツにおける全国規模の大会やコンクー

ルに出場をしているということを要件と

しております。それぞれの分野で活躍する

に至るまでの過程において培われたその

挑戦する意欲や能力、これを市政で発揮で

きる方に受験してもらうことを狙いとし

て実施をしたものでございまして、今年度

多様な種目、経歴を持った方から受験があ

ったことから、次年度においても引き続き

継続をしていきたいと考えております。 

 それから、ウェブシステムの使用料の関

係でございますけれども、育成支援のウェ

ブツールのメリットといたしましては、業

務遂行の把握がタイムリーにできると。そ

ういうことによりまして、新規採用職員に

適切なアプローチが可能となり、職場の定

着、それから育成の支援につながると考え

ております。先輩上司が適切に助言を行お

うとすることで、先輩上司自らの成長にも

つながるものとも考えておりまして、新規

採用職員に対して直接的に助言をすると

いう機会もあるかとは思いますけれども、

日頃関わりが少ない課内の職員について

も助言を行うということで、組織面、それ

から人材育成の観点からも有効なツール

であると考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 西川参事。 

○西川市長公室参事 ご質問の河川防災

ステーションにおける国との調整連携に

ついてのご質問にお答えいたします。 

 令和３年度検討いたします上部施設計

画につきましては、国が策定します河川防

災ステーションの整備計画に反映される

ことになります。この計画は本省による計

画の承認を受けますと、令和４年度から事

業がスタートいたします。今後は計画策定

等、さらに国との連携を進める必要がある

と考えております。 

 以上です。 

○野口博委員長 由井課長。 

○由井人権女性政策課長 男女共同参画

計画推進事業の２回目のご質問にお答え

いたします。 

 より多くの市民の意見を反映させるた

めに、第４期男女共同参画計画策定に関す

る説明会・講座を開催し、市民の皆様から

ご意見を直接伺えるような場をつくりた

いと考えています。この説明会・講座は、

男女共同参画計画の説明や第３期計画で

実施できた事業をご紹介し、市民の皆様に

男女共同参画についてまず関心を持って

もらい、意見交換やパブリックコメントへ

の積極的な呼びかけにつながればよいと

考えています。 

 また、本市の男女共同参画活動の根幹で

ある男女共同参画センター・ウィズせっつ

に登録している推進団体へのヒアリング

を実施するなどし、これまで本市の男女共

同参画に貢献していただいている市民の

方、団体の方にもご意見をお聞きしたいと
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考えております。 

 続きまして、女性問題相談事業の２回目

のご質問にお答えさせていただきます。 

 市役所に相談に来られる方は、直接人権

女性政策課のほうに相談に来られる方ば

かりではありません。市役所のどの窓口に

来られた方であったとしても連携できる

ように、庁内窓口に生活応援連携シートを

配架させていただいております。また、複

合的な課題を有する虐待等の事案の情報

共有について、庁内の組織機構を横断し、

かつ連携した施策を遂行するために、各課

が相談を受けた際に他課における相談歴

の有無をその場で確認できれば、相談者へ

の対応がより円滑にかつ連携対応が行え

ると考えております。そのために基本情報

を共有できるシステムを稼働する必要が

あると考え、ＤＶや児童虐待に加え、高齢

者虐待、障害者虐待、特定妊婦など、複数

の課に関連する相談者への対応がより円

滑に行えるよう、２月から連携システムを

稼働し対応しております。 

 以上です。 

○野口博委員長 菰原局次長。 

○菰原選挙管理委員会・監査委員・公平・

固定資産評価審査委員会事務局次長 そ

れでは再度のご質問でございます。市議会

議員選挙と衆議院議員総選挙を同時に行

う場合の周知に関するご質問にお答えさ

せていただきます。 

 選挙日程を変更することを選挙管理委

員会で決定した場合には、先ほども申し上

げましたとおり、そのときのポスター掲示

用の設置の有無など、準備状況によりお知

らせの仕方も検討の余地がございますが、

市民の皆様には広報誌、ホームページ、啓

発チラシ等を通じてしっかり周知してま

いりたいと考えております。 

 とりわけ、令和３年７月１５日に開催予

定の市議会議員選挙の立候補予定者説明

会に参加された皆様には、立候補に向けて

準備を進められていると思われますので、

速やかに本人にぬかりなく連絡を行って

まいります。 

 いずれにいたしましても、誤解、混乱の

ないように各方面に周知徹底をし、その周

知徹底が投票率向上にも寄与するように

努力してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 日野参事。 

○日野警備課参事 それでは、第２回目の

質問にお答えいたします。 

 ５市共同消防指令センターの現況、場所

につきましてお答えいたします。 

 ５市による広域的な共同消防指令セン

ターとなるため、ＩＣＴ技術等を活用した

高機能な消防指令システムの導入を予定

しております。また、管轄人口につきまし

ては、２市での管轄人口は約４６万人。一

方、５市では約１１４万人となり、政令市

に匹敵する規模となります。現段階の計画

では、共同消防指令センターに係る床面積

については約１，５００平米でございます。

そのうち、指令センター部分は約２３０平

米でございます。 

 なお、共同消防指令センターの場所につ

きましては、吹田市の阪急南千里駅西側、

吹田市北部消防庁舎等複合施設に設置す

ることとしております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 木下課長。 

○木下警備課長 それでは、質問番号１２

番、松本委員からの２回目のご質問、オー

バーホールの期間中の消防体制、それと、

近隣市との応援体制、また、共同運用・共

同購入についてお答えいたします。 
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 まずは、はしご車のオーバーホールの期

間でございますが、令和３年５月中旬から

約４か月を予定しております。なお、その

期間中の消防体制、近隣市との応援体制で

ございますが、本市直近の近隣市であり、

指令共同運用でも同じの吹田市消防本部

へ事前に依頼を行っておりまして、本市が

はしご車不在時であっても、本市に高層建

物から火災が発生した場合は、吹田市消防

本部のはしご車に出動指令がなされ、迅速

に応援出動が可能な体制となっておりま

す。 

 また、共同運用・共同購入についてのご

質問でございますが、次回、はしご車の更

新は、令和８年度となってございます。そ

して、先の質問にもございましたが、ご承

知のとおり５市による指令共同運用は令

和６年度を予定しております。指令共同運

用を進めていくにあたり、北摂５市の広域

連携が今後ますます進展されていくもの

と期待しております。はしご車をはじめ、

更新時、高額となります特殊な消防車両の

共同運用・共同購入については、先進他市

の状況等を確認の上、本市にとってのメリ

ット・デメリットを検証いたしまして、今

後さらなる進展が大いに期待される広域

連携をも十分に勘案いたしまして、しっか

りと研究していく予定でございます。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 松田参事。 

○松田消防本部参事 それでは２回目の

質問の防じんマスクの活用方法、メリット、

効果等についての質問にお答えいたしま

す。 

 最近の建物は、多くの新建材を使用され

ていますことから、炎や煙には細かな粉じ

ん、それと有害物質が多く含まれておりま

す。現場活動中にそれらを吸うことで、健

康を害する可能性もございますことから、

消防団員の皆さんの呼吸器系を守るため、

安全装備品として装着していただくもの

でございます。購入予定の防じんマスク対

応可能な粉じんの種類といたしましては、

アスベスト・金属を含む粉じん・タールミ

スト・オイルミスト等に対応しており、使

用後はフィルターを水洗いすることが可

能となっております。防じんマスクを装着

していただくことで、安全な消火活動が行

えるもの考えており、消防団の皆様の安全

性確保に努めてまいりたいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 松本委員。 

○松本暁彦委員 ありがとうございます。 

 続きまして、３回目、一部ちょっと質問

と、ほぼほぼ要望とさせていただきます。 

 まず、シティプロモーション推進事業に

つきまして、亀谷参事より２年間の取り組

み、そして、今後の方向性についてお聞き

をいたしました。やはり、私のイメージと

しても、ちっちゃな摂津のでっかな野望と

いうインパクトのあるキャッチフレーズ

というのは、非常に記憶に残るものでござ

います。私自身としましては、やはり亀谷

参事が来られることによってシティプロ

モーションの意識というのが大きく向上

したのかなと、根づいたのかなというとこ

ろを認識いたしております。一つそれが大

きな成果かなと。 

 今後につきましては、しっかりと参事が

根づかせたシティプロモーションの意識

を引き続き根づかせていく努力というも

のが必要になってくるのかなと認識をし

ております。具体的には、やはりシティプ

ロモーションというのが魅力的な政策構

築をして、その情報を的確に発信をして、
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そしてターゲットにそれが届いてそれが

ヒト・モノ・カネと集約あるいはその確保

ということにつながっていくと。その具体

的な行動までを意識することがシティプ

ロモーションの大きな意義というか目的

になっております。それを踏まえて、やは

り今後職員一人一人の、例えばチラシを作

成するに当たっても、そのチラシがやはり

具体的な行動につながっていくところま

でやっぱり意識をしていくべきかなと。例

えば、産業振興課でやっておりますデリバ

リーのチラシでも、やはりこれをもう少し、

例えばですけどおいしく見せるとか、やは

りそれを見て食べたいなとか頼みたいな

というところ、具体的な行動をどこまでイ

メージをしてそういうようなことをつく

っていく、それが各課によって必要になっ

てくるのかなと。いわゆるスキルですね。

様々なシティプロモーションを実践実行

するためのスキルを身につけてもらう、そ

の取り組みが今後必要になってくるのか

なと思っております。その点、効果として

もしっかりとシティプロモーションの意

識の根づかせ、そして様々なスキルの提供

をさせていくことを要望とさせていただ

きます。 

 併せて、昨年の一般質問でも言っており

ましたダンス、つまりソフト面でもさらに

強化をしっかりと図っていく必要がある

と思いますので、例えば、様々なイベント

で、例えばダンスあるいは体操を紹介して

やっていく、そういった取り組みもぜひと

も取り組んでいただければなと思います。

これにつきましては要望とさせていただ

きます。 

 続きまして、３番目の人事採用につきま

して、文化スポーツ枠の狙いというところ

で、こういう多種様々な経歴を持った方、

全国規模の大会、コンクールに出場した方

が採用されたというところを理解いたし

ました。そしてまた、この令和３年度でも

継続をしていくというところを理解いた

しました。人材の多様性など非常に望まし

いものかなと考えております。しかしなが

ら、これまで取り組んできた、モノレール

や阪急電鉄の車両内での広告、そして昨年

度、今年ですか令和２年度はデジタルサイ

ネージと工夫をされておりました。今回は

そういった広告の取り組みというのが予

算に計上されていないというところです

けども、ここ数年のような広告による受験

者増は見込めないと考えますけども、その

点どうお考えかお聞かせください。 

 続きまして、５番目のウェブシステム使

用料につきましてのメリットについては

理解をいたしました。組織面、そして人材

育成の観点からも有効なツールと考えて

あるというところを理解いたしました。人

材育成につきまして、特に当然ながら個々

のジョブトレーニング、いわゆる能力の向

上というところも必要になってくるかと

思います。しかしながら、併せてメンタル

ヘルスのチェックですか、そこもやはり今

までの本委員会等でのやり取りの中では

そういったメンタルチェック、体調管理と

いうのも非常に重要になってくるかなと

お聞きをしております。このツールが一部

そういったところも活用できるのかなと

お聞きをしておりますけども、改めてその

活用方法をより具体的な、そのさらなる活

用方法ですか、体調、職務意欲とかそうい

ったところのメンタル面も含めてちょっ

とどのようなものを考えているのかお聞

かせください。 

 続きまして７番目、河川防災ステーショ

ンについては、国との調整をこれからして
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いくというところを理解をいたしました。

これにつきましては要望とさせていただ

きます。代表質問でもありましたけども、

地域との融合というのもしっかりと考え

ていただきたいなと。そして併せて、やは

り本市にとってもしっかりとメリットあ

るものを国に対しても要望して調整をし

ていただきたいなと思っております。 

 摂津市に設置をするということは、当然

広域における災害対応のための拠点でも

ありつつ、かつ市民にとっても非常にメリ

ットが高いものということが必要となっ

ております。代表質問で言いました消防施

設の併設、これはやはり将来的に鳥飼出張

所がいずれ改修をされていく中で、その改

修のときに、結局は淀川の氾濫に対応して

いかないといけない、そうなっていくこと

をその既存の場所での施設ケースってい

うのは非常に高額になってしまうものか

なと予想をしております。その中で、市と

してやはりどうあるべきかというところ

をしっかりと国と調整する必要があるの

かなと考えております。それで、やはり国

と市と双方にとってしっかりとメリット

あるものを、そして、市の将来性も踏まえ

てぜひ調整をしていただければなと思っ

ております。これについては要望とさせて

いただきます。 

 続きまして、８番目の男女共同参画計画

のところですけども、様々な工夫をされて

しっかりと市民団体の意見をお聞きして

いくというところを認識いたしました。よ

く計画の中身について市民の方でも言わ

れるのが、なかなか血が通っていない、実

効性がなかなか難しいという話も実際は

聞いております。その中で、今これからつ

くられるということで、ぜひ、特にこの男

女共同参画は市民との共同連携というの

が極めて重要になってくる計画かと思い

ますので、その意見をしっかりと反映して

策定されるように、これと要望とさせてい

ただきます。 

 続きまして９番目、女性相談の件で庁内

の連携につきましては、相互に基本情報を

共有できるシステムを稼働すると、２月よ

り稼働し対応しておりますというところ

で認識をいたしました。その点は評価をい

たします。ぜひしっかりとネットワークを

築いて孤立しがちなそういった方々に対

応していただければなと思っております。

やはりコロナ禍において、各種イベントが

なくなってしまい、またテレワークも進み、

一方では自宅待機を余儀なくされたと。そ

ういったことでの社会からの孤立という

ところが今大きな課題となっていると認

識をしております。孤立については、今年

の２月１９日、菅内閣において孤独・孤立

対策担当室、孤独担当大臣が任命されたと

いうことが大きな話題となっております。

また、２０１８年にはイギリスのほうでは

孤独担当大臣というのが任命をされてお

ります。実はその孤独というものが、実は

人間の心理面において非常に大きな悪影

響を及ぼすというところが今認識をされ

ている中、例えば、また児童虐待の件でも

厚生労働省の２０１８年の資料では、地域

との接触はほとんどないと答えた人は、そ

うでない人に比べて虐待傾向が高いとい

うことも記載をされております。孤独とい

うものが人の精神状態に悪影響を及ぼす

ことを踏まえて、しっかりとそれを認識し

た上で相談者の自立支援等に関しても社

会ネットワークとの結びつきをぜひサポ

ートしていただきたいと。いわゆる共助の

活用ということも検討していただきたい

なと思っております。この孤独、あるいは
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孤立を解消していく取り組みがやっぱり

必要になっていく。自立が孤立とならぬよ

うに、しっかりとその点も踏まえて相談対

応をしていただき、そして、各課と連携し

て取り組んでいただきたいと思います。こ

れについては要望とさせていただきます。 

 続きまして１０番目、衆議院議員総選挙、

市議会議員一般選挙の同時選挙等でしっ

かりと取り組んでいくというところを認

識をいたしました。ぜひここは、やはり混

乱しがちなところとなっております。そし

てまた市民、そしてまた候補者等にも混乱

が生じぬように、ぜひそこはしっかりと計

画的に取り組んでいただき、そしてよりよ

い選挙の実施に向けて取り組んでいただ

ければと思っております。これについては

要望とさせていただきます。 

 続きまして１１番目、共同指令センター

についてと。これから５市で１１４万人の

政令市に匹敵する規模の対応をつくって

いくと。２３０平米、大きさについては大

きいのかなというところですけども、これ

からしっかりと計画されるという中で、今

私も感じているのは、やはり技術の進化と

いうところが非常にどんどん今、近年加速

化していくという中で、センターにおける

融通性、将来性を踏まえてやっぱりしっか

りと検討していただきたいなというとこ

ろを、これを要望とさせていただきます。

つくったものの、もう既にその時点で実は

もう古くなってしまっているということ

は大にしてありがちなところ。それのため

にはやはり一定融通性というところを考

えていく必要があるのかなと思っており

ます。それによって将来的にさらに改良も

比較的少ない費用で済むというところの

認識をしておりますので、そういった将来

性、さらなる将来性も踏まえての計画設計

を要望とさせていただきます。 

 そして、はしご車につきまして、吹田市

との応援協定もしっかりとやっていくと

いうところも認識をいたしました。そして

また北摂５市の広域連携が今後ますます

発展する中で、そういったメリット・デメ

リットの中で研究していくということを

認識いたしました。将来的には十三高槻線

が完成し、また岸部豊中線も完成をしてい

く。道路によっては改修をすることで、ま

すますそういった広域連携、機材等の広域

連携も柔軟に対応していくことができる

ということは認識をしております。そうい

ったその将来性も踏まえて、ぜひちょっと、

はしご車等の運用も含めて、広域的に連携

を計画するように要望したいなと思って

おります。 

 はしご車につきましては、大型と中型と

いうのもあるとお聞きをしております。本

市においては、どちらかというと中型での

狭い路地でも対応できる中型車で、吹田市

のほうでは大型車を運用していただき、そ

して相互に連携して消火活動を取り組ん

でいく、そういった可能性もあるのかなと。

そういうことで本市によって、よりより消

防力の充実整備が実現できるのかなと考

えておりますので、ぜひその点ぜひ計画的

に検討をしていただけるように要望とさ

せていただきます。 

 そして最後、防じんマスクにつきまして

いろいろと理解をいたしました。アスベス

ト・粉じん等、これにつきましては、やは

り消火活動だけでじゃなく、災害活動にお

いても、災害地における救助活動でもしっ

かりと利用できるものと理解をいたしま

した。その点、高く評価をいたします。そ

のため、しっかりと配布時には、それぞれ

の各消防団員に対して、適切な利用方法等、
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使用方法の周知を徹底するように要望と

させていただきます。 

 そしてまた、当然これらについては、継

続的に交換していくものと認識をしてお

りますので、計画的な対応を要望いたしま

す。 

 以上です。 

○野口博委員長 浅尾課長。 

○浅尾人事課長 それでは、３番の質問、

５番の質問の３回目のご質問に答弁をさ

せていただきます。 

 まず、採用の関係でございますけれども、

ご質問にございましたとおり、ここ数年は

鉄道広告によります受験者増の取り組み、

こういったものを行っておりました。来年

度は、この部分というのは予定しておらな

いわけなんですけれども、これまでの採用

試験で明らかになっておりますのが受験

者のおよそ７割、これが最大の割合ですけ

れども、インターネットの検索によって、

本市の採用のホームページを閲覧するこ

とによって試験を実施していることを知

っていると。そういうような回答というの

がございました。 

 来年度につきましては、少し広報課との

連携も視野に入れておりますけれども、き

ちっとしたホームページの見直し、動画等

も活用しながら、市職員として働くことの

魅力ということを伝えることで、さらなる

受験者の獲得に取り組んでまいりたいと

考えているところでございます。 

 それから、ウェブシステムの活用方法の

お問いでございました。ご質問のメンタル

ヘルス、体調管理面であったり、職務意欲

の状況等、この把握ということもこのウェ

ブシステムでできるような形になってお

りまして、状態がよくない場合には、人事

課から各所属のほうに面談の依頼であっ

たり、これまでの業務上の対応方法の変更

の依頼などを行いまして、職員一人一人が

自身の能力をきちんと発揮できるよう、ま

た成長につながるようフォローを行って

おります。今後も適切な運用に努めてまい

りたいと考えております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 松本委員。 

○松本暁彦委員 ありがとうございます。

それでは、要望させていただきます。 

 採用につきまして、ホームページの見直

しと動画等を活用しながら、しっかりと管

理に取り組んでいくということを理解い

たしました。さらに、利用者の目線に立ち、

ホームページの見やすさ、扱いやすさを一

層意識していただきたいなと思っており

ます。 

 この新採というのは、シティプロモーシ

ョンの恩恵を受ける代表的な例かと思っ

ております。多くの方々が摂津市を知って

もらうことによって、職員になりたいなと

思うところ。そういったところがシティプ

ロモーションの結果として、そこにつなが

っていくのかなと。また当然、市職員の市

への愛着度にもつながることも非常に重

要になっております。その点、広報課と人

事課との連携というのは極めて重要であ

りますので、そのところの連携をしっかり

と行っていただき、ホームページの見やす

さ、そして引き続きの採用の取り組みにし

っかりと取り組んでいただくように要望

とさせていただきます。 

 そして最後、ウェブシステムの活用方法

において体調管理面等でもしっかりとで

きると。成長につながるようにフォローし

ていくというところを認識いたしました。

この点、市職員になったということでゆか

りある人をぜひ大切にしていただきたい
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なと思っております。 

 これと併せて、初期配置等にもやっぱり

配慮される必要もあるのかなと。適性もあ

れば、一定の社会経験ができないと分から

ないところも多いということもあります。

それらを踏まえて、やはり新卒採用あるい

は中途採用なりが、いずれにせよその能力

を最大に発揮できるように、長い目で見て

しっかりと人材育成をしていくという必

要があるかなと思っております。システム

等踏まえて、各課とも連携して取り組まれ

るように、そして少数精鋭体制の行政に取

り組まれるように要望とさせていただき

ます。 

 以上です。 

○野口博委員長 続いて、安藤委員。 

○安藤薫委員 それでは、人事課に関わっ

て３点ほどお伺いします。 

 予算書２０６ページから２１０ページ。

先ほど公室長からもご説明いただきまし

たが、一般職の職員数のことです。この資

料では、一般会計では前年比１０名減少の

５７７名ということであります。予算概要

の１０ページを見ますと、会計年度任用職

員任用事業として、前年比２割増というこ

とで、会計年度任用職員等もふえていくと

いうような人事に係る予算になっており

ます。ここで改めて、特別会計も含めて職

員数の推移をどう見ているのか、また、正

規・非正規・会計年度任用職員などの令和

３年度の配置の状況等、最初にお聞かせく

ださい。 

 人事課に対する二つ目の質問は、先ほど

もご質問がありましたように、階層別であ

ったり、職種別であったり、組織課題別の

能力開発事業が行われて、人材の育成に予

算をつけているということであります。そ

の上で、主要事業一覧のほうにもありまし

たように、新年度は平成１８年に策定され

た摂津市人材育成基本方針、それから平成

２８年につくられた摂津市人材育成実施

計画が改訂されていくということであり

ます。とりわけ人材育成実施計画は５年間、

令和２年度、つまり今年度末が最終年とい

うことでもありますので、この間の実施計

画の到達点及びその評価、どのように見て

おられるのか、お聞かせください。 

 そして３点目は、地域手当のことについ

てちょっとお聞きしておきたいと思いま

す。 

 これは長年、これまで議論が行われてき

ていると思いますが、同じ経済圏・生活圏

において地域手当が近隣市と比べても４

割も低いという点は、やはり見直しを求め

ていかなければいけないと。とりわけ今、

人材、人手不足の中で採用応募についても

影響が出るという点では、見逃せない、こ

のまま見逃しておくことはできないとい

うことで、これまでも国への見直しの要望

をされてきているかと思いますが、ちょっ

と令和３年度を含めて、現状の地域手当の

動向、それからそれへの働きかけについて、

お聞かせいただけたらと思います。 

 続いて、政策推進課のほうで１点お聞き

します。これも条例もありますし、本委員

会終了後の協議会でもご報告いただける

ので簡単にしておきたいと思うんですが、

鳥飼まちづくりグランドデザインについ

てです。あと河川防災ステーションについ

てです。 

 これまで代表質問でもそうですし、委員

会でも要望しているんですけれども、市民

参加、情報公開っていうのをしっかり徹底

していただきたいと思っています。その上

で、今回債務負担行為を受けて、鳥飼まち

づくりグランドデザインの策定支援の業
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務委託料であったり、それから河川防災ス

テーションの検討支援業務委託料が計上

されているわけですが、その委託の内容。

先ほど少しありましたけれども、委託の内

容やどういったところに委託をしていく

のか、どのようにその委託先を選定してい

くのか、そのことについて、教えていただ

けたらと思います。 

 続いて、人権女性政策課に対して、２点

聞きます。 

 予算概要２２ページにありますように、

先ほども松本委員からも質問があったと

思いますが、男女共同参画推進事業におき

まして、ウィズプランですね。第３期計画

が新年度、つまり令和３年度が最終年とな

ります。第３期のウィズプランの現段階で

の到達状況と令和３年度末の見込みにつ

いて、お聞かせをいただきたいと思います。 

 それから二つ目ですが、予算概要にあり

ます人権条例運用事業の中にありますが、

人間尊重のまちづくり審議会委員。これは

報酬が前回９万円から２３万４，０００円

と、大幅にふえていることについて、少し

ご説明をいただきたいということ。それか

ら併せて、これは主要事業表一覧で３８番

目にも記載されている摂津市人権行政推

進計画の改訂に向けて、市民意識調査が新

年度に予定されて、委託されるということ

であります。この委託の内容であったり、

想定されている実施時期、委託先等々、ど

ういったところに委託をして、どのような

形の調査をされようとしているのか、聞か

せていただけたらと思います。 

 次に、消防のほうに、これは二つ聞かせ

ていただきたい。 

 １点は予算概要にありますが、人件費事

業の中に特殊勤務手当があります。前年と

比べると４３．８％増ということでありま

すので、その要因について、お聞かせいた

だけたらと思います。 

 それから二つ目は、予算概要の９８ペー

ジ、自主防災組織用ポンプ整備事業につい

てです。前年と比べたらもう皆増で、前年

はなかったんですね、当初予算にはね。１

１８万６，０００円というのが計上されて

おります。自主防災組織用のポンプという

ことでその整備の内容等について、概要を

お聞かせいただきたいと思います。 

 それから、最後になりますが、選挙に係

って、１点お聞きします。今年は衆議院議

員総選挙と、それから市議会議員一般選挙

が行われるということであります。今年度、

つまり令和２年度は、市長選挙と市議補選

がありました。市民にとって非常に身近な

選挙ということでもありますので、やはり

参政権をいかに保障していくのかという

のが非常に重要なことだと思います。 

 投票率の向上というのは、やはり多くの

人が選挙に行けるという状況をつくって

いく。そのためには投票所の環境の整備で

あったり、それから期日前投票の投票所の

整備などが必要になるのかなと思います。

令和２年度補正予算では減額もあります

ので、令和２年度の市長選挙、市議会議員

補欠選挙の状況と、それから新年度に向け

て参政権を保障する、投票所の環境改善と

いう点から、お考えをお聞かせいただけた

らと思います。 

 質問は以上です、１回目は。 

○野口博委員長 浅尾課長。 

○浅尾人事課長 それでは、１番目から３

番目のご質問に答弁をさせていただきま

す。 

 まず、職員数の推移というお問いでござ

いましたけれども、昨年４月の職員の実人

数と来年度予定しております予算上の人
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数の比較といたしまして、正職それから任

期付、臨時職員含めてフルタイムの方とい

うのが、２名の減員ということになってご

ざいます。 

 主な要因といたしましては、技能労務職

の退職不補充の部分。臨時職員が１名減に

なったこと。その一方で、事務技術職等で

３名のプラスがあるということで、大幅な

変化はないんですが、２名減ということで

ございます。それから、会計年度任用職員

につきましては、約３０名の増員というこ

とになってございますけれども、要因とい

たしましては、学校関係でコロナの対策等

で、消毒等を行っていただくスクールサポ

ーターが増員になっている。それから、選

挙の関係で会計年度任用職員の方が、選挙

回数に伴って増員となっている。これらが

主な要因ということになってございます。

今後の事務・技術の配属等についても、増

員予定の場所も少し想定をしながら、適切

な配置に努めてまいりたいと考えており

ます。 

 それから、人材育成実施計画、方針の見

直しの点でございますけれども、到達度状

況のお問いでございました。 

 平成２８年の人材育成実施計画の改訂

以後、計画内容の実施状況の進捗管理とい

うのを行っておりまして、現在の計画の改

訂時と比較をして、評価できるものとしま

しては、能力評価や業績評価といった人事

評価制度を活用した職員の能力育成とい

う項目になってございます。これは半期ご

とのフィードバック面談時に適切なアド

バイスを行うことで、各職員の振り返り、

役割や目標の認識によい影響があると、そ

ういう評価ができるものであると考えて

おります。一方で、チャレンジ精神であっ

たり、意欲向上に関する制度的な支援の部

分については、当時と評価としては同程度

の結果となっておりまして、やや課題を残

したとも言えると思います。今後の課題と

して認識し、計画改訂の際には、さらなる

検討が必要になると考えております。 

 それから、３番目のご質問の地域手当の

動向のお問いでございました。ご質問にご

ざいましたとおり、これまでの定例的な国

や府への要望に加えまして、同じような状

況にある近隣市より低い水準の地域手当

の指定を受けている他市との連携という

ことで、昨年２月に代表市が要望書を直接

国のほうへ提出に伺っております。 

 今年度につきましても、今年の２月に同

様の要望書というのを提出しておりまし

て、対応としては、課題認識の共有、それ

から、今年に関しましては、具体的なデー

タの提出を国から求められている状況に

ございまして、これまでになかった対応と

いうことでございますので、今後も継続的

に他市との連携を深め、要望活動を行って

まいりたいと考えているところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 湯原参事。 

○湯原政策推進課参事 鳥飼まちづくり

グランドデザイン策定事業に係ります委

託料につきまして、ご答弁申し上げます。

委託料は２項目ありますので、私のほうか

らは、グランドデザイン策定等支援業務委

託料につきまして、ご答弁させていただき

たいと思います。 

 まず、委託業務の内容につきましては、

鳥飼地域の現況把握であったり、将来見通

し、住民アンケート等、地域特性の分析で

あったり、市職員がまちづくりの方向性を

検討する上での関連データや法令等の調

査分析など、サポートを行っていただく内
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容となっております。 

 令和２年度に債務負担行為を承認いた

だいておりますので、令和２年６月にコン

サルティング事業者と鳥飼まちづくりグ

ランドデザイン策定等支援業務委託とし

て、履行期間が令和２年６月から令和４年

３月３１日までの契約を締結させていた

だいております。 

 事業者の選定につきましては、庁内で事

業者の選定に係る委託提案審査委員会を

設置し、プロポーザル方式にて選定を行っ

ております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 西川参事。 

○西川市長公室参事 河川防災ステーシ

ョンの委託についてのご質問にお答えさ

せていただきます。 

 委託の内容につきましては、先ほどもご

説明させていただきましたように、河川防

災ステーションの上部の施設、建物の規模、

施設内容、建物の概要設計等を実施するも

のでございます。 

 選定する業者につきましては、建物の設

計ができるということが前提になると思

います。また、河川防災ステーションの上

部に建物を設計することになりますので、

やはり国のこのような事業に精通した業

者等を選定していくということになると

思います。 

 以上です。 

○野口博委員長 由井課長。 

○由井人権女性政策課長 そうしました

ら、５番目の男女共同参画計画推進事業に

ついてのご質問にお答えさせていただき

ます。 

 男女共同参画計画の第３期に関しまし

ては、委員がおっしゃっておられるように、

最終年度になります。令和３年度の最終目

標値では、各種審議会の女性の参画率が３

５％の達成を目指しますとなっており、摂

津市においては、令和２年の４月１日現在

では、全委員会では３７．６％となってお

ります。しかし、この目標は必ずしも社会

全体で十分共有され、各種制度も男女共同

参画の視点を十分に踏まえたものになっ

ているとは言い難いところもあります。現

時点においては、女性の参画が進んでいる

分野もある一方で、進捗が遅れている分野

もあるのが実情です。また、社会全体にお

いて、固定的な性別役割分担意識や無意識

の思い込みが存在していること、また、性

暴力や女性に対する暴力に関する問題の

根深さが改めて浮き彫りになり、これらの

問題の根絶を求める声も高まっておりま

す。 

 こうした課題への対応も含め、男女共同

参画社会の実現に向けた取り組みを令和

４年度の最終年に向けて、加速させること

が必要であると考えております。 

 続きまして、人権条例運用事業について

のご質問にお答えいたします。 

 人間尊重のまちづくり審議会委員報酬

が、金額が大幅にアップしているという説

明でございますが、摂津市人権行政推進計

画の改訂に向けて、市民意識調査を実施い

たします。人間尊重のまちづくり審議会委

員の委員報酬が改定になったこと、市民意

識調査のアンケート項目について、審議会

の回数が１回から２回に変わったことに

よる大幅の増額になります。 

 委託先についてのご質問ですが、令和３

年の５月に予定しております入札におい

て、業者選定をする予定になっております。 

 市民意識調査の内容についてですが、人

間尊重のまちづくり審議会の委員の方と

中身について、新たな人権課題も含めて議
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論していきたいと考えております。 

 以上です。 

○野口博委員長 橋本次長。 

○橋本消防本部次長 それでは、特殊勤務

手当についてのご質問にお答えいたしま

す。 

 特殊勤務手当には、消防業務従事手当、

年末年始等がございまして、新型コロナウ

イルス感染症拡大防止に伴いまして、感染

が疑われる傷病者と接触した事案につき

まして、昨年の３月から衛生一般廃棄物作

業従事手当が適用、支給されることとなっ

ております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 木下課長。 

○木下警備課長 それでは、質問番号８番、

安藤委員からのご質問、予算概要９８ペー

ジ、自主防災組織用ポンプ整備事業につい

て、お答えいたします。 

 まず、この自主防災組織用ポンプの設置

箇所、設置台数でありますが、１０か所・

１０台でございます。 

 なお、その内訳でございますが、配備年

度ごとに申し上げますと、平成８年度に三

島荘公園、さつき公園、あじさい公園、市

立第３４集会所、市立味生公民館で５台。

平成１０年度に東正雀ちびっこ公園で１

台。平成１１年度に新生さくら公園、けや

き公園で２台となりまして、合計８台は既

に更新を完了いたしております。そして今

回、令和３年度に整備をいたします平成１

３年度設置の三島公園、せんだん公園の２

台を足しますと、市内合計１０台となるも

のでございます。 

 また、その経緯でございますが、この自

主防災組織は、平成７年に発生いたしまし

た阪神淡路大震災の教訓を基に立ち上げ

られたものでございまして、災害対応のた

めの耐震性防火水槽とセットで軽可搬式

消防ポンプも同時に整備していったもの

でございます。しかしながら、軽可搬式消

防ポンプの使用期限は２０年でございま

して、事実として経年劣化によりポンプの

老朽化が進んでいるとともに、自治会から

の強い要望も相まって、消防本部では、平

成２８年度から市内１０か所に設置して

いる自主防災組織用軽可搬式消防ポンプ

を順次更新するため、計画を立てて整備し

ているものでございます。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 菰原次長。 

○菰原選挙管理委員会・監査委員・公平・

固定資産評価審査委員会事務局次長 そ

れでは、選挙管理委員会事務局に係ります

投票所の環境整備に関するご質問にお答

えをさせていただきます。 

 まず、令和２年の９月２０日に摂津市長

選挙、市議会議員補欠選挙を実施しました

が、そのときの環境整備の一環としまして、

期日前投票所をフォルテ３０１に新たに

設置させていただいております。こちらの

設置の目的は、新型コロナウイルス感染症

の拡大を受け、国からも通知がございまし

て、期日前投票を充実し、投票日当日に選

挙人が集中することを避けて、分散投票を

促すことが狙いというのがございました。

また、第１投票区の千里丘新町の人口増、

そのあたりも踏まえて、期日前投票所を１

か所増設しております。 

 次に、個別の投票所の環境整備という部

分では、従前、第９集会所の扉がスロープ

に干渉している部分がございまして、こち

らは施設の所管課のほうにもお願いし、解

消いたしました。また、同じ投票区内の投

票所の場所の見直しも行っております。第

１３投票区の投票所を味生体育館から別



- 68 - 

 

府コミュニティセンターへ変更しまして、

投票所までの距離の均衡を図っておりま

す。 

 また、環境面で若干外れる話になるかも

しれませんけれども、新型コロナウイルス

感染症対策としまして、受付の部分にビニ

ールシートの設置、マスク着用、使い捨て

鉛筆、消毒用アルコールの設置等そういう

対策も行ってまいりました。 

 また予算面では、補正予算で補正してい

る内容につきましては、立候補者に起因し

ます選挙公営制度の交付金の減額という

のが主になっているところでございます。 

 次に、令和３年度に向けてとのご質問も

ございました。先ほど申し上げましたとお

り、市議会議員一般選挙と衆議院議員総選

挙を仮に同日に行うと、最高裁判官の国民

審査も含め、四つの投票を行うことになり

ます。従前から投票所の中には集会所であ

りますとか、５０平米を満たない広さの投

票所もございますので、同じ投票区内でよ

り快適に投票いただけるような場所がご

ざいましたら、その調査を進めて、できる

限り広い投票所、有権者の皆さんが来やす

い投票所への変更も模索してまいりたい

と考えております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 それでは、２回目の質問を

します。 

 人事課のほうの職員数の推移について

でありますが、この間も何度も代表質問で

あったり、いろんな委員会での審査におい

ても言うてきたんですけれども、特にここ

数年の間、災害の多発であったり、今起こ

っている新型コロナウイルス感染症など

といった未曾有の危機の中で、地方公共団

体としての役割というのを改めて問われ

ているのかなと思うんですね。今までやは

り限られた人数で、財政も苦しいと。職員

の定員管理をして少ない人数で最大の効

果を得ようというような方針の下で進め

られてきました。これは摂津市に限らずだ

と思うんです。公務員の数も、この間ずっ

と減らされてきていると思うんですね。そ

うした人事政策そのもの、もしくは医療や

保健衛生等々の施設の効率化などが、言う

たら今回のような感染症の拡大などとい

った危機に対して、行政の脆弱性というの

がやはり出てきていると言わなければい

けないのかなと思います。この間、摂津市

行政も権限移譲で仕事がふえると。行政需

要も複雑化し、いろんなことが一番市民に

身近な自治体にしわ寄せが来ているとい

うような下で、今のままの職員体制でいい

のかということが改めて問われているん

ですね。 

 今回全体でいうと、会計年度任用職員は

ふえているけれども、もちろん個別のスク

ールサポーターとか、選挙のことでいうこ

とでの会計年度任用職員ではありますけ

れども、それを抜きにすると減っているん

ですよね。そういった体制の下で住民の福

祉の増進を図るという、地方公共団体とし

ての役割が果たしてできるのかというこ

とが問われていると私は思います。 

 その上で、今回全体としては、人数は今

のところ、横ばいか若干減るようなことを

今ご答弁いただいたんですけれども、それ

であるならば、一定この部署には重点的に

人を配置すべきではないかなどといった

重点配置であるとか、考慮しなければいけ

ないようなことがあるんではないかと思

うんですが、その点のお考えをお聞かせい

ただきたいと思います。 

 それから、人材育成基本方針実施計画に
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ついて、到達、評価について少しご報告、

お答えをいただいたと思います。この人事

育成基本方針が策定された平成１８年は、

非常に摂津市にとって、財政が厳しい中、

つくられたということのようです。 

 地方分権一括法が成立して、自治体に権

限がいろいろと委ねられてきている一方

で、財政危機。当時９年連続経常収支比率

が１００を超えていたというような状況

の下で、団塊世代の職員が大量に退職をし

ていた時期で、組織弱体をしてきていると。

職員の資質や能力を最大限発揮するため

の人づくりの仕組みを体系化して、計画的

な人材育成や職場の活性化を推進してい

く必要があるということから、この人材育

成基本方針では、策定されたというふうに

書かれています。その上で、仕事をする上

での原点は市民であり、公務員は全体の奉

仕者として住民福祉の増進に努めなけれ

ばならないということで、目指す職員像が

五つ掲げられています。その上で、平成２

８年度、さらに自ら前例をつくる職員とい

うものが追加されて、六つの目指す職員像

が示されています。職場や研修、人事制度

別に目標項目、具体的な手段や施策等も示

されてきました。 

 １回目の質問にもありますように、新た

な財政需要やそれから役割、それからパン

デミック等々の対応など、自治体の職員の

仕事、本当に重大になってきていると思い

ますが、今回この基本方針や実施計画がど

のような役割を果たせるのか、果たす職員

をつくっていけるのか、どういう方向性で

この計画を見直していこうとしているの

かについて、お考えをお聞かせいただきた

いと思います。 

 それから、地域手当についてです。非常

に不条理なことだと思います。要望もされ

ているということであります。この間、要

望された際の国からの反応であるとか、ま

たは国がまだそういった地域手当の等級

の見直しがされないというのであれば、摂

津市自治体独自で地域手当の近隣市に合

わせていくというようなことがあり得な

いのかどうなのか、その点をお聞かせいた

だけないでしょうか。 

 続いて、政策推進課です。鳥飼まちづく

りグランドデザインの策定委託、河川防災

ステーションの支援業務委託についてで

あります。 

 プロポーザルで委託先を決めていくと

いうことだと思うんですね。最近、市民を

巻き込んでいろいろ計画を立てていく、ま

たは市民サービスを行う事業のためにお

金だけでは判断できないということで、プ

ロポーザル契約で業者を選定するような

ことが続いています。一方で、プロポーザ

ル契約は、ある意味、厳格に公表性、透明

性をきちんと担保しなければ非常に不透

明な中で委託先が決められていく可能性

というのがあると思うんです。さらに、学

校給食等を見てみると、手を挙げる事業者

が１社しかいない。もしくは２社しかいな

い。競争そのものも担保できないという中

で、事業者選定がされていくというような

例があるんですね。 

 鳥飼まちづくりグランドデザインなん

ていうのは、本当に鳥飼の将来像を決めて

いく上で、もちろん技術的にいろいろな調

査も行い、分析もしていく必要があるのと

同時に、住民の皆さんとコミュニケーショ

ンを取りながら、いろいろな検討をしてい

ただくということではスキルも必要であ

りますし、体力も必要でもあります。そう

いった大事な事業者を選ぶ上で、果たして

大丈夫なのかという心配があるんですけ
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れども、その点の、プロポーザルで応募、

募集をするときには、いろいろ仕様書も作

られると思いますが、その辺のプロポーザ

ルについてのお考えについて、お聞かせを

いただきたいというのと。 

 もう１点は、策定委員会は庁内の中でい

ろいろと、もちろん公募により市民も入っ

てということですから、これについては条

例の審査のほうでまた要望もしますけれ

ども、やはり政策推進課の鳥飼まちづくり

グランドデザインの担当部署の方々が庁

内の調整と同時に、地域の中にしっかり入

っていただいて、いろんな意見調整であっ

たりとかもする必要が出てくると、私は思

っています。そうしてほしいと思っている

んですけれども、そういう点でいうと、人

員であるとか、体制は十分なのかどうなの

か。その点のお考えをお聞かせいただけな

いでしょうか。 

 人権女性政策課について、男女共同参画

計画第３期についてお話しをいただきま

した。ジェンダー平等などなど、やはり長

年に社会の中に染み込んでいる意識を変

えていくというのは、非常に難しいことだ

と思うんですけれども、昨今、世界的に広

がっているＭｅＴｏｏ運動であるとか、こ

れまで表に出せなかった声が、例えば最近

であれば、オリンピック組織委員会の前会

長の発言から、言葉を発していくというよ

うな中で女性の地位向上であるとか、男女

平等の社会をつくっていくというムーブ

メントが今起きているという中で、こうい

った第４期計画をこれから策定していく

ということですので、非常に大事な事業だ

なと思っています。その上で、市民意識調

査も行われておりますので、その意識調査

からどんな第４期プランを考えていこう

か、お考えがあれば、お聞かせいただきた

い。 

 それと、男女共同参画計画第３期の中に

市職員がモデルとなって、また市がモデル

職場となって男女共同参画計画を推進し

ていくんだという方向性が示されていま

す。摂津市が事業者として、男女共同参画

をどのように進めているのかということ

で、特定事業主行動計画というのもつくら

れています。それについてどうなのか。摂

津市が事業主として男女共同参画にどの

ように取り組んでいるのかというのは、同

時に問われていると思いますので、その点

については、人事課のほうに改めてお聞き

したいと思います。 

 それから、人権条例運用事業のことにつ

いてであります。市民意識調査委託につい

ては、５月に入札をしていくということで

ありますが、先ほども申し上げましたけれ

ども、入札の方法ですね。どんなふうにや

られるのかというのはお聞きしておきた

いなと思います。 

 人権尊重のまちづくり審議会委員会に

ついて、もう少しお聞きしたいと思うんで

すけれども、１年に１回、この審議会が開

かれていると認識をしています。令和２年

度は８月に開催をされているんですけれ

ども、要点のほうを読ませていただきます

と、そこには非常に重要なこともお話し合

いがされておられるんですが、ヘイトスピ

ーチガイドラインというものと、それから

公共施設の利用に係って一定その意見を

求める第三者機関のことについて、議論が

されています。その内容について、少しお

聞かせいただけたらと思います。 

 消防のほうについてですが、特殊勤務手

当につきましては分かりました。決算審査

に係る委員会のときにもお聞きしていて、

新型コロナウイルスに感染されている方、
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感染されているかもしれないという中で、

防護服をしっかり着用した上で救助活動、

救急活動をやっていただいているという

ことを本当に敬意を表するわけでありま

すし、それでもなおやはり危険な業務とい

うことでの特殊勤務手当ということだと

思います。 

 どうしてもワクチンに期待する声も高

いんですけれども、なかなかワクチンとい

うのもすぐには行き渡らない中で、重要な

ことはきちんとしたＰＣＲ検査を定期的

に行っていくことも同時に進めていかな

ければ、今また下げ止まり状況になってい

る新型コロナウイルス感染症を抑え込ん

でいくというのはなかなか難しいんでは

ないかなと、そんなふうに思っているわけ

ですが、何よりやっぱり危険な業務をやっ

ておられる消防職員、救急隊員の皆さんが、

新型コロナウイルスに感染したり、消防署

の中でパンデミックが起きる、集団感染が

起きるということは、絶対に避けなければ

ならないことであります。今回、大阪府で

もようやくですが、高齢者施設の従事者に

対して定期的なＰＣＲ検査を行っていく

ことにされました。こういう救助活動・救

急活動をされている消防署の皆さんには、

少なくとも今、府や国のほうからお金が出

ないとしても、市独自でも、エッセンシャ

ルワーカーとして、ＰＣＲ検査を定期的に

行うということが安全を確保するという

上で重要だと思います。 

 決算審査に係る委員会のときにも少し

要望だけさせていただいたんですが、改め

て令和３年度、これからそういった方向で

検討をする予定はないのか、聞かせていた

だきたいと思います。 

 それから、自主防災組織用のポンプにつ

いてです。市内１０か所に１０個ですね。

１０台のポンプが整備されていて、その更

新だということであります。自主防災です

ので、今もお話ありましたように、自治会

の方々が中心になって運用されているか

と思いますが、やはり平成７年以降、地域

の中でその自主防災組織用のポンプがど

こにあって、どのように運用されるのかと

いうようなことが明確にされなくなって

いるところがあるのではないかなどとい

う危惧をする、心配をするわけですが、こ

の自主防災組織用ポンプの運用状況。どこ

が責任を持って、どんなときにどうやって

使うのか。また訓練等がされているのか、

どうなのか、そこをお聞かせいただけたら

と思います。 

 選挙についてです。これも一つは投票所

それぞれの環境整備はしっかりやってい

ただきたいなと思います。同時に、高齢化

が進んでいます。それから若い人たちが投

票行動を起こしてもらうという点でもい

ろいろ苦労していらっしゃると思います

が、やはり身近に投票ができるという環境

をつくっていくというのは、とても大事な

ことだと思います。 

 この間、投票所が非常に狭い投票所など

などの問題もあって、統合がされたことに

よって、投票所までの距離が非常に長くな

ってしまう。雨が降ったらもうとても行け

ないというような方もいらっしゃるし、車

で行こうにも駐車場がないというような

お話もお伺いします。これ毎回選挙ごとに

そういった方々の声というのはふえてい

ると、私は感じているんですけれども、や

はり投票行為を保障するという意味で、足

の確保であるとか、それから駐車場の確保

はもちろんですけれども、期日前投票所を

さらにふやしていくようなことは、私はも

う避けられないと思うんですね。その点、
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お考えについては、この間、令和２年度、

１か所、フォルテ摂津で作っていただきま

したけれども、さらにふやしていくような

ことはやっぱり選挙管理委員会としたら

重要な責務だと思うんですけれども、お考

えをお聞かせください。 

 以上です。 

○野口博委員長 浅尾課長。 

○浅尾人事課長 それでは、１番目から３

番目の質問の２回目のご質問に答弁をさ

せていただきます。 

 まず、１番目の職員の重点配置の考え方

のお問いでございました。本市の令和３年

４月の職員について、事務・技術でやや増

員ということで考えてございまして、部門

といたしましては、大規模開発が本格化し

ております建設部門、こちらの対応。それ

から、ご質問にもございましたとおり、コ

ロナ禍におけるワクチン接種の関連。こち

らも緊急対応を要するということでござ

いまして、こちらの部門も増員を想定いた

しております。 

 職員の採用配置に関しましては、定員管

理計画というのを設けておりますけれど

も、建設部門などは当初の予定というか、

見込んでいる部分というのもございます

し、もちろんワクチン接種などは見込んで

はおらない部分にはなるんですが、今後も

要因の変化に対応しながら、定員管理を行

ってまいりたいと考えております。 

 それから、２番目のご質問の人材育成の

計画の見直しの考えでございますけれど

も、今般、計画の見直しについての期間を

１年延長して来年度に実施を行うことと

いたしております。現在行われております

第三者委員会を設置することになった

様々な案件、これを踏まえる必要があると

いうことで対応しているものでございま

すけれども、答申の内容には、マニュアル

の整備はもちろん、その他の観点、組織風

土、意識改革、もちろん人材育成の研修に

関するもの。こういったものも様々な要素

を含んだことになるというふうには想定

をいたしております。これらをしっかりと

項目として位置づける、そういったことが

必要になると考えております。 

 また、先ほど計画等の策定時期のお話も

ございましたけれども、当時とは少し異な

っている面として、人事評価の制度が実施

から年数がたちまして、定着をしてきてい

ると。これをきっちりと有効にサイクルと

して活用していく、有機的に連動させてい

く、こういったことを計画の中で位置づけ

ていく、そういったことも必要になってく

るものと考えております。 

 それから、地域手当の動向の件でござい

ますけれども、独自の設定がどうかという

お問いでございました。少し古いというか、

令和元年の情報になりますけれども、国基

準を上回る支給を行っている団体という

のが６５団体ほどございまして、条例を改

正して、国の指定と異なる地域手当の支給

率というのを定めておりますけれども、こ

の国の定めを上回った場合に、やはり財政

的に余裕があるという判断の下に地方交

付税のうち特別交付税の減額措置がなさ

れるという、そういった可能性が排除でき

ない。そういったことも含めて、財政への

一定の影響というのも鑑みる必要がある

ことから、現実的には厳しいと考えており

まして、ただ各市、他の団体との連携・共

同での要望活動というのは、国のほうから

も少し反応がございますので、これは継続

的に続けていきたいと考えているところ

でございます。 

 以上でございます。 



- 73 - 

 

○野口博委員長 湯原参事。 

○湯原政策推進課参事 鳥飼まちづくり

グランドデザイン策定に係る委託料の件

につきまして、ご答弁させていただきます。 

 鳥飼まちづくりグランドデザインにつ

きましては、２か年で策定するため、令和

２年度に債務負担行為を設定させていた

だいております。それで、令和２年の４月

に鳥飼まちづくりグランドデザイン策定

等支援業務委託提案審査委員会として、財

政課をはじめとする庁内関係課で提案審

査委員会を設置し、業者選定を行っており、

令和２年６月にコンサルティング事業者

と契約を締結しております。 

 プロポーザルの実施に当たりましては、

本市での計画策定等の実績、近隣市での実

績を考慮しまして、６者に対する指名型プ

ロポーザルで実施し、事業者の選定を行っ

ております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 大橋市長公室長。 

○大橋市長公室長 そうしましたら、鳥飼

まちづくりグランドデザインの人員と体

制についてのご質問に私のほうからお答

えさせていただきます。 

 令和３年度以後、鳥飼グランドデザイン

につきましては、様々な課題解消に向けた

具体化が本格化してまいります。それに加

えて、河川防災ステーションについても整

備計画、その上物の在り方等、本格的に取

り組みを進めていかなければならないと

いうこともございます。 

 現在、河川防災ステーションについては、

プロジェクトチームというのを設けてお

りますけれども、それは一旦３月末に解消

させていただいて、４月１日の人事異動の

中で、もちろんオール摂津で取り組むべき

事案でございますけれども、やはりその中

心というのは政策推進課の鳥飼まちづく

りグランドデザインのチームになると思

いますので、４月１日の人事異動の中でそ

の体制と組織の在り方については、現在検

討しているところでございます。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 由井課長。 

○由井人権女性政策課長 男女共同参画

計画についてのご質問にお答えさせてい

ただきます。 

 先ほど委員がおっしゃっておられまし

たように、オリンピックに係る発言も含め、

社会全体においてはやはりまだまだ固定

的な性別役割分担意識や無意識の思い込

みが存在しているというのは、人権女性政

策課でも考えております。その解消に向け

まして、男女共同参画センターのウィズせ

っつでは、女性の講座の開催でありますと

か、例えば例を挙げますと、地域防災に関

しましても、男女共同参画を促進するため

の女性の参画拡大である防災サポーター

で女性の講座等をさせていただいている

ところです。 

 市民意識調査に関してですが、市民意識

調査の報告書及び概要版につきましては、

近々配架また各議員にもお配りする予定

になっております。その中で、男女の地位

に関する意識について、お話しさせていた

だきますと、「男女は平等になっていると

思いますか」という質問に関しまして、前

回の「平等になっていると思う」のポイン

トよりも、今回のほうが低くなっておりま

した。計画をつくっている中で、なぜ低く

なっているのかと考えたところ、考えよう

によっては、関心が高まったから。今まで

男性が仕事をして、女性が家庭にいる。そ

れが当たり前だと思っていたことが、先ほ

ど委員のほうがおっしゃっていただいた
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ように、ＭｅＴｏｏ運動の考え方も含め、

皆さんの関心が高まったことにより、ポイ

ントが低くなったと分析しております。 

 以上です。 

○野口博委員長 浅尾課長。 

○浅尾人事課長 ５番目のご質問の人事

課の部分につきまして、お答えをさせてい

ただきます。 

 男女共同参画の模範となるべきという

ようなお問いでございましたけれども、こ

の部分につきましては、ご質問のとおり、

市の職員として率先するといいますか、積

極的に取り組む必要があるものというふ

うに考えております。 

 人事課のほうで、特定事業主行動計画と

いうのを策定いたしておりまして、毎年度

の達成状況というのをホームページでも

公表させていただいております。令和２年

の３月に一度見直しを行いまして、数値目

標も少し変更しながら具体的な取り組み

を人事課のほうでもどういったことをや

っていくのかということを位置づけしな

がら、現在取り組んでいる状況にございま

して、引き続き、この数値目標が達成でき

るように取り組んでまいりたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 由井課長。 

○由井人権女性政策課長 ６番目の人間

尊重のまちづくりに関しましてのご質問

に対して、お答えいたします。 

 まず、人間尊重のまちづくりの審議会の

委員ですが、学識経験を有する方、関係団

体の推薦を頂いている方から構成されて

おります。人権擁護に関する重要事項を審

議するために設置している審議会であり

ます。 

 また、先ほど委員のほうから、人間尊重

まちづくり審議会の要点録を見ていただ

いたということで、ヘイトスピーチに関し

てのお話もございました。ヘイトスピーチ

のガイドラインにつきましては、各施設の

所管組織が各施設の設置条例等に基づく

使用制限規定の適用について、解釈、運用

する際に基準として策定するものであり

ます。よって、各施設の設置、管理条例に

定める、不許可にできる場合を整理したも

のにしかすぎず、これをもって何らかの新

たな事前規制を設けるものでありません。 

 以上です。 

○野口博委員長 橋本次長。 

○橋本消防本部次長 それでは、ＰＣＲ検

査についてのお問いにお答えいたします。 

 現在、全救急事案に対しましては、救急

隊員はゴーグル、Ｎ９５マスク、感染防止

衣の上下を装備しており、総務省消防庁通

知及び茨木保健所からは、これらを装備す

ることによって、救急隊員は濃厚接触者に

該当しないとの見解を頂いておりますこ

とから、現在のところ、救急隊員に対しま

しては、ＰＣＲ検査の実施は行っておりま

せん。しかしながら、ＰＣＲ検査の実施に

ついて、近隣消防の状況を鑑みながら、ま

た情報共有しながら、実施についての検討

をしてまいりたいと考えております。 

 また、ワクチンについてなんですが、大

阪府において救急隊員、消防隊員も含めま

して、医療従事者扱いとなることから、５

月頃には実施できる予定でございます。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 木下課長。 

○木下警備課長 それでは、質問番号８番、

安藤委員からの２回目の質問にお答えい

たします。 

 まず、自主防災組織でございますが、委

員がご指摘のとおり、先ほど申し上げまし
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た１０か所の設置場所を管轄いたします

自治会長をはじめ、その地区の自治会員に

より構成されております。 

 また、このポンプの運用ですが、先ほど

の経緯にもございましたが、阪神淡路大震

災級の大災害、また今後起こり得るとされ

ている南海・東南海大地震等の大災害発生

時において、市内に多数の炎上火災が発生

し、常備消防はもちろんのこと、消防団車

両をもっても対応が困難な甚大な大災害

が発生したときに、「私たちのまちは私た

ちで守る」を合い言葉に、この自主防災組

織用ポンプを活用していただくものでご

ざいます。 

 なお、この自主防災組織用のポンプの訓

練での運用でございますが、毎年校区ごと

に実施されております、自治会主催の自主

防災訓練において自主防災組織用ポンプ

を訓練場所へご移動いただき、消防職員及

び団員が取り扱い等、訓練を指導させてい

ただいております。残念ながら、今年度は

コロナ禍により、地域の自主防災訓練は全

て中止となってしまいましたが、来年度は

可能な限り、自主防災組織用ポンプのより

広い周知に努めてまいりたいと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 菰原次長。 

○菰原選挙管理委員会・監査委員・公平・

固定資産評価審査委員会事務局次長 そ

れでは、安藤議員の９番質問の再度の質問、

期日前投票所の増設に係ります質問にお

答えいたします。 

 期日前投票所を新たに設置することに

なると、まずどの場所に設置するかという

位置の問題、地域バランスと施設等の問題

がございます。当日投票所として市内の２

２か所に設置します投票所との関係、各投

票区の有権者数などを加味した上で、費用

対効果が期待できる場所を選定し、選挙に

必要な広さ、委員も懸念されております駐

車場の完備、バリアフリー化といった利用

のしやすさを兼ね備えた施設を一定期間、

安定的に確保していく必要がございます。 

 また、経費面と人員の確保の問題がござ

います。具体的には、経費面としまして、

同時に市役所以外で期日前投票所を新た

に設けるとなると、二重投票防止するため

の投票システムを新たに整備するコスト

が発生いたします。人員の確保の面では、

法令上、期日前投票所ごとに設置が必要と

なります投票管理者、職務代理者、投票立

会人等が必要になります。それと、当然の

ことながら、事務従事者も相当数確保する

必要が出てまいります。 

 こういった課題等も踏まえて、当面は令

和２年に新たに設置しましたフォルテ３

０１の定着度の状況を見極めまして、その

期日前投票期間の延長等の必要性からま

ず検討をしていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 まとめたいと思いますが、

人の採用であったり、配置ということであ

ります。基本計画、実施計画等も見直しを

されていくということでありますが、やっ

ぱり正職員の数をしっかりふやしていく、

パイをふやさないことには、対応し切れな

いんじゃないかなというのは思います。そ

のことを意見として申し上げておきたい

と思います。 

 同時に、第三者委員会ですね、つまり事

務執行適正化第三者委員会の中間報告に

も書かれているように、様々な職場の中で

のコミュニケーション不足であったり、職

場の風土の問題であるとかいうことが指
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摘をされています。忙しさであるとか、そ

れから職員のモチベーションの低下など

も当然原因があるのではないかなと思う

んですね。やはり住民の福祉増進を図る全

体の奉仕者として、代表質問でも紹介させ

ていただいたように、市の職員は、採用さ

れたときには、宣誓を行って、職に就くと

聞いておりますが、言うなれば、本当にや

りがいのあるお仕事で、市民の皆さんに喜

んでもらうことを新たな仕事のやりがい

としていただいて、生き生きと働ける環境

にしていくということが、いざ市民のため

になると、私は思っていますので、そのた

めには、いろんな努力、個々の努力や気合

も必要なんですけれども、やはり人の確保

というのは、やっぱり避けては通れないこ

とだということであります。そのことは、

意見として申し上げておきたいと思いま

す。実施計画、基本方針の策定、それから

人事政策等について、今後検討していただ

くことを求めておきたいと思います。 

 地域手当につきましては、いろいろ困難

な問題ではあります。いろいろな動きも出

てきておりますので、引き続きですね、少

なくとも近隣市と肩を並べられて、同じ生

活圏・経済圏でお仕事をしている方々が同

じような報酬が得られるというようなこ

とは最低限できるように、努力をしていた

だきたいということを申し上げておきま

す。 

 鳥飼まちづくりグランドデザイン、それ

から河川防災ステーションについては、人

員については４月以降の人事異動等で検

討していくということであります。人員体

制なども含めて、それから庁内横断的な組

織という点でもしっかりとした連携を取

りながら、体制強化をしていただきたいと

思います。 

 また、策定委員会であるとかのことや、

防災ステーションについてはまた条例の

審議のとき、また協議会等でご質問させて

いただきたいと思いますので、この再質問

ではこのぐらいにしておきたいと思いま

す。 

 それから、男女共同参画、ウィズプラン

についてであります。由井課長から今ご答

弁いただいたんですが、意識調査について

は、出来上がりを少し待ちたいと思います

が、ご紹介いただいた男女平等が進んでい

るかに対しての、若干低下したというよう

なことについては、由井課長の分析に非常

に共感する面もあります。私も含めてなん

ですけれども、今回のオリンピック組織委

員会等のあの発言であったり、この間のＭ

ｅＴｏｏ運動であったり、ＫｕＴｏｏ運動

など、女性の方々が積極的に発言をされ始

めたと。そのことによって、実は私自身も

全然気づいていなかった、いわゆるその男

女の性差による差がこんなにあったんだ

ということを気づかされている部分とい

うのがあるんですね。そういう意味では、

まだまだ課題は多いとは思うんですけれ

ども、しかしそれは少なからず、前に進ん

でいると。声を上げられている方々がいら

っしゃる、そういった今の社会状況をやは

りきちんと行政の施策に反映できるよう

な計画にしていただきたいなということ

を申し上げておきます。 

 ジェンダーギャップ指数１２１位とい

うことで、非常に恥ずかしい日本社会であ

ります。一番身近なところからこういう地

道な、着実な前進を図っていくことを要望

しておきたいと思います。 

 同時に、今、摂津市独自の摂津市の特定

事業主行動計画についてのお話も浅尾課

長からもご報告をいただきました。第４次
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数値目標も高く設けておられます。男性の

育児休暇取得率であったり、出産補助休暇、

育児参加休暇の取得というのは、私どもが

若かった頃というのはなかなか、正直言い

出しにくい、とても言い出せるような職場

の雰囲気ではなかった時代を経て、今少し

ずつではありますけれども、これは当たり

前なんだと。取る人は勇気が今は要るかも

しれないんですけれども、それはしっかり

と取れるような職場風土をですね、かなり

数字を見ても、前進してきている面もあり

ますので、行政機関が率先してこういった

取り組みをやることによって、社会全体を

変えていくように、これはぜひ皆さんにも、

地域にも、そういった話をするときには職

場での取り組みについては、一緒に話して

いただけたらなと思います。これも要望と

しておきたいと思います。 

 それから、人間尊重のまちづくり審議会

の中で、少しお聞きした、ヘイトスピーチ

ガイドラインについてでありますけれど

も、ヘイトスピーチそのものは絶対に許さ

れるものではありませんので、自治体によ

ったら条例をつくっておられるところも

あります。川崎市では、罰則つきという条

例もつくっておられるところもあります

が、同時に、これは公共施設の利用を制限

するということになりますので、かなり慎

重に論議をしないと、検討しないと逆にこ

れは表現の自由との関係でいうと、市民生

活、市民活動を抑制しかねないものであり

ます。 

 ヘイトスピーチを許さないというよう

な人権的な取り組みと同時に、この公共施

設の使用手続についてのガイドラインに

ついては、慎重な論議をしていただき、ま

た議会にもご報告いただけたらなと思い

ます。求めておきたいと思います。 

 消防につきましては、ＰＣＲ検査、きっ

ちりとした防護服を着ておられますから、

濃厚接触者ではないということでありま

す。しかし、通常の私生活等の中で注意を

していらっしゃると思いますけれども、そ

れは感染するリスクというのはないとは

言えません。消防に限らず、市の保健師で

あるとか、市民の方と接するような方々は、

自ら感染する側にならないという立場か

らもＰＣＲ検査を市として、いろんな業務

で定期的にやっていけるようなことを考

えるべきだなということです。消防に限ら

ず、その点については、所管がちょっとこ

れ外れますので、意見として申し上げるだ

けにしておきたいと思います。 

 それから、自主防災組織用のポンプの運

用についてであります。自主防災訓練であ

るとか、自治会の方々に触っていただいて

いるということであります。ただ、ポンプ

の置かれている場所も地域的にも偏りが

あるのかなと思いますし、耐震防火槽とセ

ットということでありますので、その耐震

防火槽の場所で活用すると、使ってみると

いうことも必要なのかなと。もしくは、自

治会の方々もやはり入れ替わりであった

り、高齢化が進んできている中で、地域の

方々がここにこういった物があるという

ことも知っていただくような工夫も、もう

していただいているのかもしれませんが、

していただけるように、これは要望してお

きたいなと思います。 

 選挙についてであります。これはもう何

度も言いませんが、最後にしておきますが、

今後の地域社会を見たら、やはり高齢化で

あったりというのは非常に大きな社会問

題です。鳥飼地域の急速な人口減少も少子

化と高齢化の急激な進行ということであ

ります。一方で、選挙投票行為というのは、
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民主主義の根幹をなす参政権ということ

で、非常に重要な国民の権利でありますか

ら、それをどういうふうに保障していくの

かということは、古くて新しい課題ではあ

りますけれども、やはり一歩踏み込んで、

交通手段を確保するであるとか、期日前投

票所については、駅であるとか、大型スー

パー、人の寄るようなところで設定をする

など、そういった工夫を今後ともしていた

だきたいなと思います。 

 当面は、期日前投票、フォルテ３０１に

ついての日数をふやすなどの検討をされ

るということでありますので、できるだけ

投票機会を増やすように検討をしていた

だくように求めておきたいと思います。 

 以上です。 

○野口博委員長 以上で安藤委員の質問

が終わりました。 

 本日はこの程度にとどめ、散会します。 

（午後５時１６分 散会） 

 

 

 

 

 

 委員会条例第２９条第１項の規定によ

り署名する。 

 

 総務建設常任委員長 野口  博 

 

 

 総務建設常任委員 松本 暁彦 


